
★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

危管112
避難行動要支援者名簿（登録名
簿） 市長 危機管理室 危機管理室長

避難行動要支援者（登録者）を
把握し避難支援等を実施するた
め

1登録番号､2地区名､3地区ｺｰﾄﾞ､4受付年月
日､5担当課名､6氏名､7住民ｺｰﾄﾞ､8性別､9
生年月日､10自治会名､11賛同書有無､12同
居者の有無､13郵便番号､14住所､15自宅電
話､16自宅FAX､17携帯電話､18ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､
19登録区分､20緊急連絡先氏名､21緊急連
絡先続柄､22緊急連絡先住所､23緊急連絡
先電話､24緊急連絡先携帯､25避難支援者
名､26避難支援者関係､27避難支援者住所､
28避難支援者電話､29避難支援者携帯､30
予定する避難所､31移動手段､32階段の昇
降､33屋外の移動､34普段寝ているﾌﾛｱ
(階)､35日中の活動ﾌﾛｱ(階)､36持病名､37常
用している薬の名前､38かかりつけ医､39
医療機関名､40医療機関電話番号､41視覚･
聴覚等の状況､42その他特記事項､43自治
会への台帳配布日､44個別避難計画の提出日､45
資格抹消日､46資格抹消理由､47その他ｺﾒﾝﾄ

越谷市避難行動要支援者支援
制度の登録者

本人（代理人含む）からの窓口提
出・郵送による受付 １００人〜９９９人 含まない 含む

市民活動支援課、地区セン
ター、福祉総務課、障害福祉
課、地域包括ケア課、介護保険
課、子ども福祉課、健康づくり
推進課、感染症保健対策課、消
防局指令課、自治会、民生委
員・児童委員、越谷警察署、越
谷市社会福祉協議会、地域包括
支援センター、避難行動要支援
者に関係する福祉専門職が属す
る機関

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り 旧名称：災害時要援護者台帳

危管113 避難行動要支援者名簿（全体名
簿）

市長 危機管理室 危機管理室長 避難行動要支援者を把握し避難
支援等を実施するため

1郵便番号、2現住所、3氏名、4生年月
日、5性別、6続柄、7住所コード、8住民
コード、9世帯コード

市内における避難行動要支援
者の要件に該当する者

庁内関係各課のシステム等から対
象者を抽出

１０００人以上 含まない 含む

障害福祉課、地域包括ケア課、
介護保険課、子ども福祉課、感
染症保健対策課（災害が発生
し、又は発生するおそれがある
場合において、特に必要がある
と認めるときは、避難支援等の
実施に必要な限度で、避難支援
等関係者に配布する）

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

旧名称：避難行動要支援者名簿（全対象
者）

危管122
自主防災組織リーダー養成講座
参加者台帳 市長 危機管理室 危機管理室長

自主防災組織リーダー養成講座
の参加者を把握し取りまとめる
ため

1氏名、2住所、3電話番号 参加者・講師
訓練参加者本人（代理人含む）か
ら窓口又はFAXで受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

秘3 公職者システム 市長 秘書課 秘書課長
公職者・市政協力者等につい
て、顕彰や訃報等の事務処理を
円滑に行うため

1氏名、２生年月日、３住所、４職名
市・県議会議員、市政功労者
等

所管課が情報を入力することによ
り収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない 各課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

広１ R2年度読者クイズ応募者リスト 市長
市長公室広報シティプロモーション
課

市長公室広報シティプロモーション
課長

読者クイズの回答者を整理抽選
し、当選者に景品等を送付する
ため

1住所、2氏名、3電話番号、4年齢 読者クイズに回答した者 本人から郵送による １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

広２ R3年度読者クイズ応募者リスト 市長
市長公室広報シティプロモーション
課

市長公室広報シティプロモーション
課長

読者クイズの回答者を整理抽選
し、当選者に景品等を送付する
ため

1住所、2氏名、3電話番号、4年齢 読者クイズに回答した者 本人から郵送による １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

広３ R4年度読者クイズ応募者リスト 市長
市長公室広報シティプロモーション
課

市長公室広報シティプロモーション
課長

読者クイズの回答者を整理抽選
し、当選者に景品等を送付する
ため

1住所、2氏名、3電話番号、4年齢 読者クイズに回答した者 本人から郵送及び電子申請による １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

広１７ ５０周年記念事業参加者リスト 市長
市長公室広報シティプロモーション
課

市長公室広報シティプロモーション
課長 周年記念事業を実施するため

1住所、2氏名、3生年月日、4性別、5電話
番号、6性別 ５０周年記念事業参加者

本人から事前郵送等、当日受付に
よって収集している １０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

広１８
６０周年記念顕彰者リスト（個
人） 市長

市長公室広報シティプロモーション
課

市長公室広報シティプロモーション
課長 周年記念事業を実施するため

1住所、2氏名、3生年月日、4性別、5電話
番号、6性別 ６０周年記念顕彰者

本人から郵送等によって収集して
いる １０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

広１９
６０周年記念顕彰者リスト（団
体） 市長

市長公室広報シティプロモーション
課

市長公室広報シティプロモーション
課長 周年記念事業を実施するため

1住所、2氏名、3生年月日、4性別、5電話
番号、6性別、7所属団体 ６０周年記念顕彰者

本人（代表者）から郵送等によっ
て収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

広２６
R5年度バスツアー定例参加者名
簿 市長

市長公室広報シティプロモーション
課

市長公室広報シティプロモーション
課長

市内見学バスツアーを実施する
ため

1氏名、2郵便番号、3住所、4電話、5年
齢、6メールアドレス 市内見学バスツアー応募者 本人から郵送及び電子申請による １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

応募者リストをバスツアー実施日ごとに管
理している

広２８ R5度鴨場見学会名簿 市長
市長公室広報シティプロモーション
課

市長公室広報シティプロモーション
課長 鴨場見学会を実施するため

1氏名、2郵便番号、3住所、4電話、5年
齢、6メールアドレス 鴨場見学会応募者 本人から郵送及び電子申請による １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

応募者リストを鴨場見学会の実施日ごとに
管理している

広２９ R5年度読者クイズ応募者リスト 市長
市長公室広報シティプロモーション
課

市長公室広報シティプロモーション
課長

読者クイズの回答者を整理抽選
し、当選者に景品等を送付する
ため

1住所、2氏名、3電話番号、4年齢 読者クイズに回答した者 本人から郵送及び電子申請による １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

広３３ R6年度バスツアー参加者名簿 市長
市長公室広報シティプロモーション
課

市長公室広報シティプロモーション
課長

市内見学バスツアーを実施する
ため

1氏名、2郵便番号、3住所、4電話、5年
齢、6メールアドレス 市内見学バスツアー応募者 本人から郵送及び電子申請による １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

応募者リストをバスツアー実施日ごとに管
理している

広３４ R6度鴨場見学会名簿 市長
市長公室広報シティプロモーション
課

市長公室広報シティプロモーション
課長 鴨場見学会を実施するため

1氏名、2郵便番号、3住所、4電話、5年
齢、6メールアドレス 鴨場見学会応募者 本人から郵送及び電子申請による １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

応募者リストを鴨場見学会の実施日ごとに
管理している

広３５ R6年度読者クイズ応募者リスト 市長
市長公室広報シティプロモーション
課

市長公室広報シティプロモーション
課長

読者クイズの回答者を整理抽選
し、当選者に景品等を送付する
ため

1住所、2氏名、3電話番号、4年齢 読者クイズに回答した者 本人から郵送及び電子申請による １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

デジ1
職員認証基盤ネットワークシス
テム（情報系・業務系） 市長 市長公室行政デジタル推進課 市長公室行政デジタル推進課長

市が保有する情報資産利用者の
本人確認を行う

1氏名、2所属・職名、3職員番号、4生体
情報、5パスワード、6操作権限 越谷市職員等

本人や人事課等管理所属から書
面、電子申請の提出により収集し
ている

１０００人以上 含まない 含まない 提供なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

人権1
越谷市女性・DV相談支援セン
ター 名簿 市長 市長公室人権・男女共同参画推進課

市長公室人権・男女共同参画推進課
長 相談業務の相談者管理のため。

１氏名、２電話番号、3初回相談日、４最
終相談日

女性・ＤＶ相談支援センター
の相談者

相談者に確認した氏名を収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

人権2 支援措置申出者一覧 市長 市長公室人権・男女共同参画推進課
市長公室人権・男女共同参画推進課
長

相談業務の支援措置申出書発行
事務の管理のため

1氏名、２住所、３電話番号、４生年月
日、５年齢、６センターへの申出日、７決
裁日

支援措置申出者
面接時、申出者本人からの聴取で
収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

人権3 ＤＶ相談証明申請者一覧 市長 市長公室人権・男女共同参画推進課
市長公室人権・男女共同参画推進課
長

相談業務のＤＶ相談証明発行事
務の管理のため

1氏名、２住所、３電話番号、４生年月
日、５、子の氏名、６子の生年月日、７目
的、８提出先、９申請日、１０決裁日

ＤＶ証明申請者
面接時、申請者本人からの聴取で
収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

人権4 不開示措置対象者リスト 市長 市長公室人権・男女共同参画推進課
市長公室人権・男女共同参画推進課
長

相談業務の不開示措置対象者の
管理のため

1住所、２氏名、３生年月日、４加害者氏
名、５加害者住所、６加害者生年月日 不開示措置対象者

面接時、不開示措置対象者本人か
らの聴取で収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない

情報照会を行う庁内各課（業務
系ＮＷＤの利用がない課を含
む）市民税課、資産税課、収納
課、人事課、危機管理室、市民
課、生活福祉課、障害福祉課、
地域包括ケア課、介護保険課、
子ども福祉課、保育入所課、健
康づくり推進課、感染症保健対
策課、学務課、建築住宅課

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

人権5
不開示対象者チェックリスト一
覧 市長 市長公室人権・男女共同参画推進課

市長公室人権・男女共同参画推進課
長

相談業務の不開示措置対象の確
認管理のため １氏名、２住民/住登外、３経過概要 不開示措置を検討した者

面接時、本人からの聴取で収集し
ている １００人〜９９９人 含まない 含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

人権6
要保護児童対策協議会対象者リ
スト 市長 市長公室人権・男女共同参画推進課

市長公室人権・男女共同参画推進課
長

相談業務の要保護児童対策協議
会対象者管理のため

1住所、２氏名、３子の氏名、４虐待種
別、５関係機関 要保護児童対策協議会対象者

事務の担当課である子ども福祉課
子ども安全室から提供される １００人〜９９９人 含まない 含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

政１２
第３期越谷市自治基本条例推進
会議委員名簿 市長 総合政策部政策課 総合政策部政策課長

越谷市自治基本条例推進会議業
務の委員の管理のため

1住所、２氏名、３電話番号、４メールア
ドレス、５団体加入状況

当該会議委員の委嘱を受けた
者

本人から窓口、郵送、メールで受
け付ける １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

政１３
第４期越谷市自治基本条例推進
会議委員名簿 市長 総合政策部政策課 総合政策部政策課長

越谷市自治基本条例推進会議業
務の委員の管理のため

1住所、２氏名、３電話番号、４メールア
ドレス、５団体加入状況

当該会議委員の委嘱を受けた
者

本人から窓口、郵送、メールで受
け付ける １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

政１４
第５期越谷市自治基本条例推進
会議委員名簿 市長 総合政策部政策課 総合政策部政策課長

越谷市自治基本条例推進会議業
務の委員の管理のため

1住所、２氏名、３電話番号、４メールア
ドレス、５団体加入状況

当該会議委員の委嘱を受けた
者

本人から窓口、郵送、メールで受
け付ける １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第8項のファイル 無し

政１５
第６期越谷市自治基本条例推進
会議委員名簿 市長 総合政策部政策課 総合政策部政策課長

越谷市自治基本条例推進会議業
務の委員の管理のため

1住所、２氏名、３電話番号、４メールア
ドレス、５団体加入状況

当該会議委員の委嘱を受けた
者

本人から窓口、郵送、メールで受
け付ける １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第9項のファイル 無し

政２２
令和元年度婚活まんまるバスツ
アー申込者名簿 市長

総合政策部政策課
（東南部都市連絡調整会議事務局）

総合政策部政策課長
（東南部都市連絡調整会議事務局
長）

婚活まんまるバスツアー申込者
の管理のため

1氏名、2住所、3年齢、4性別、5電話番
号、6メールアドレス

婚活まんまるバスツアーの申
込者 申込者本人からのメール等で収集 １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

政２７
令和７年国勢調査指導員・調査
員名簿 市長 総合政策部政策課 総合政策部政策課長

令和７年国勢調査における指導
員及び調査員の情報管理のため

1氏名、2生年月日、3性別、4郵便番号、5
住所、6電話番号、7メールアドレス、8統
計調査員従事履歴

令和７年国勢調査の指導員及
び調査員に任命された者

本人から窓口受付、郵送、FAX、
電子メール、電子申請で受け付け
る

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

政２８
総合振興計画審議会委員募集受
付簿 市長 総合政策部政策課 総合政策部政策課長

総合振興計画審議会委員選考の
管理のため 1住所、２氏名、３生年月日、４電話番号

当該審議会委員への応募をし
た者

本人から窓口、郵送、メール、電
子申請で受け付ける １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第11項のファイル 無し

政２９ 総合振興計画審議会委員名簿 市長 総合政策部政策課 総合政策部政策課長
総合振興計画審議会委員の管理
のため

1住所、２氏名、３電話番号、４メールア
ドレス、５生年月日、６団体加入状況 当該審議会の委嘱を受けた者

本人から窓口、郵送、メールで受
け付ける １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第10項のファイル 無し

南推3
新たな越谷サンシティの整備に
関する『市民意見交換会』案内
者リスト

市長 総合政策部南越谷にぎわい推進室 総合政策部南越谷にぎわい推進室長
市民意見交換会に係る案内送付
のため 1氏名、2住所、3性別、4生年月日・年齢

R3.11.1時点で16歳以上の市民
のうち無作為抽出した2,000人 実施機関内で収集 １０００人以上 含まない 含まない

越谷市総合政策部南越谷
にぎわい推進室

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所本庁舎４階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

南推6
「越谷サンシティのあり方に関
する市民懇談会」案内発送者リ
スト

市長 総合政策部南越谷にぎわい推進室 総合政策部南越谷にぎわい推進室長
市民懇談会に係る案内送付のた
め 1氏名、2住所、3性別、4生年月日・年齢

R6.6.1時点で18歳以上の市民
のうち無作為抽出した5,200人 実施機関内で収集 １０００人以上 含まない 含まない

越谷市総合政策部南越谷
にぎわい推進室

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所本庁舎４階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

行管2 公職者システム 市長 行財政部行政管理課 行財政部行政管理課長
越谷市審議会等設置及び運用に
関する要綱に基づき委員の兼職
数及び在任期間を管理する

１氏名、２性別、３住所、４生年月日・年
齢、５電話番号、６団体加入状況 各審議会に在籍する委員

本人から窓口受付、郵送等によっ
て受け付ける １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推1
H13年度増減表（データベー
ス） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推2
H14年度増減表（データベー
ス） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推3
H15年度増減表（データベー
ス） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推4
H19年度増減表（データベー
ス） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推5
H20年度増減表（データベー
ス） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推6
H21年度増減表（データベー
ス） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推7
H22年度増減表（データベー
ス） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推8
H23年度増減表（データベー
ス） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推9
H24年度増減表-1（データベー
ス） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推10
H24年度増減表-2（データベー
ス） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推12
H25年度増減表 全期間（データ
ベース） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推14
H26年度増減表 全期間（データ
ベース） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推15
H27年度増減表 上半期（データ
ベース） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推16
H27年度増減表 全期間（データ
ベース） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推17
H28年度増減表 上半期（データ
ベース） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推18
H28年度増減表 下半期（データ
ベース） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推20
H29年度増減表 下半期（データ
ベース） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推22
H30年度増減表 下半期（データ
ベース） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推24
H31（R1）年度増減表 下半期
（データベース） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推25
R2年度増減表 上半期（データ
ベース） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推26
R2年度増減表 下半期（データ
ベース） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推28
R3年度増減表 下半期（データ
ベース） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推30
R4年度増減表 下半期（データ
ベース） 市長

行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 普通財産の管理のため 1氏名 公有財産借用申請者

本人から郵送等によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推54 H24賃借料基礎資料（消防本部
総務課）

市長 行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長

各所管課で借りている事業用地
の地代を算出するため

1氏名 土地所有者 固定資産課税台帳 １００人〜９９９人 含まない 含まない 消防本部総務課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推66 H25賃借料基礎資料（消防  警
防課）

市長 行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長

各所管課で借りている事業用地
の地代を算出するため

1氏名 土地所有者 固定資産課税台帳 １００人〜９９９人 含まない 含まない 警防課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推79 H26賃借料基礎資料（消防  警
防課）

市長 行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長

各所管課で借りている事業用地
の地代を算出するため

1氏名 土地所有者 固定資産課税台帳 １００人〜９９９人 含まない 含まない 警防課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推91 H27賃借料基礎資料（消防  警
防課）

市長 行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長

各所管課で借りている事業用地
の地代を算出するため

1氏名 土地所有者 固定資産課税台帳 １００人〜９９９人 含まない 含まない 警防課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推101 H28賃借料基礎資料（消防  警
防課）

市長 行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長

各所管課で借りている事業用地
の地代を算出するため

1氏名 土地所有者 固定資産課税台帳 １００人〜９９９人 含まない 含まない 警防課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推111 H29賃借料基礎資料（消防  警
防課）

市長 行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長

各所管課で借りている事業用地
の地代を算出するため

1氏名 土地所有者 固定資産課税台帳 １００人〜９９９人 含まない 含まない 警防課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推122 H30賃借料基礎資料（消防  警
防課）

市長 行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長

各所管課で借りている事業用地
の地代を算出するため

1氏名 土地所有者 固定資産課税台帳 １００人〜９９９人 含まない 含まない 警防課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し
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公推133 H31賃借料基礎資料（消防  警
防課）

市長 行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長

各所管課で借りている事業用地
の地代を算出するため

1氏名 土地所有者 固定資産課税台帳 １００人〜９９９人 含まない 含まない 警防課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推144 R2賃借料基礎資料（消防  警防
課）

市長 行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長

各所管課で借りている事業用地
の地代を算出するため

1氏名 土地所有者 固定資産課税台帳 １００人〜９９９人 含まない 含まない 警防課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推157 R3賃借料基礎資料（消防  警防
課）

市長 行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長

各所管課で借りている事業用地
の地代を算出するため

1氏名 土地所有者 固定資産課税台帳 １００人〜９９９人 含まない 含まない 警防課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推169 R4賃借料基礎資料（消防  警防
課）

市長 行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長

各所管課で借りている事業用地
の地代を算出するため

1氏名 土地所有者 固定資産課税台帳 １００人〜９９９人 含まない 含まない 警防課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推181 R5賃借料基礎資料（消防  警防
課）

市長 行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長

各所管課で借りている事業用地
の地代を算出するため

1氏名 土地所有者 固定資産課税台帳 １００人〜９９９人 含まない 含まない 警防課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推208 登記事務受付簿・進捗状況 市長
行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長 嘱託登記書の作成のため 1氏名、2住所 契約相手住所氏名

本人から郵送等によって収集して
いる １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公推228 R6賃借料基礎資料（消防  警防
課）

市長 行財政部公共施設マネジメント推進
課

行財政部公共施設マネジメント推進
課長

各所管課で借りている事業用地
の地代を算出するため

1氏名 土地所有者 固定資産課税台帳 １００人〜９９９人 含まない 含まない 警防課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市税１ 個人市民税・県民税の賦課事務 市長 行財政部市民税課 行財政部市民税課長

個人市民税・県民税申告書、確
定申告書及び特別徴収義務者か
ら提出された給与支払報告書等
に基づいて、個人市民税・県民
税の賦課事務を行う

1住所、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影、11個
人番号、12心身障害等、13収入状況、14
資産状況、15納税状況、16取引状況、17
公的扶助の受給の有無、18職業・職歴、
19資格、20地位、21家庭状況、22居住状
況、23勤務先

地方税法上の納税義務者
本人および代理人より窓口交付、
郵送、電子送信より受付 １０００人以上

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含む

収納課、くらし安心課、給食
課、子ども福祉課、国保年金
課、障害福祉課、感染症保健対
策課、こども家庭センター、介
護保険課、生活福祉課臨時特別
給付金室、健康づくり推進課、
環境政策課、生活福祉課、地域
包括ケア課、保育入所課、子ど
も施策推進課、建築住宅課、学
務課、越谷・松伏水道企業団
総務課、東埼玉資源環境組合総
務課、経済振興課、下水道経営
課、福祉総務課、青少年課、人
事課、教育総務課、税務署、国
税局、公安委員会、地方税共同
機構、福祉事務所、県税事務
所、都道府県、市区町村、信用
保証協会、警察署、児童相談
所、後期高齢者医療広域連合
会、住宅供給公社、日本年金機
構

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市税2
法人市民税の申告及び賦課に関
する事務 市長 行財政部市民税課 行財政部市民税課長

法人市民税申告書等の提出に基
づき、賦課事務を行う

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6印影、7職業・職歴、8
地位、9居住状況

地方税法上の納税義務者
法人市民税納税義務者および代理
人より窓口交付、郵送、電子送信
より受付

１０００人以上 含まない 含まない 資産税課、収納課、税務署 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市税4
事業所税の申告及び賦課に関す
る事務 市長 行財政部市民税課 行財政部市民税課長

事業所税申告書等の提出に基づ
き、賦課事務を行う

1住所、２氏名、３電話番号、4印影、5個
人番号、6資産状況 地方税法上の納税義務者

本人および代理人より窓口交付、
郵送、電子送信より受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない

収納課、子ども施策推進課、環
境政策課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市税5
軽自動車税の申告及び賦課に関
する事務 市長

行財政部市民税課
南部出張所
北部出張所

行財政部市民税課長
軽自動車の登録・廃車申告に基
づき軽自動車税の賦課決定及び
更正処理を行う

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7親族関
係・続柄、8住所歴、9印影、10個人番
号、11資産状況、12納税状況、13公的扶
助の受給の有無、14識別番号、15軽自動
車の主たる定置場

地方税法上の納税義務者
本人および代理人より窓口交付、
郵送、電子送信より受付 １０００人以上

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含まない

収納課、くらし安心課、生活福
祉課、子ども施策推進課、環境
政策課、税務署、公安委員会、
警察署

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市税6 税証明交付申請受付事務 市長

行財政部市民税課
パスポートセンター
南部出張所
北部出張所

行財政部市民税課長 地方税法等に基づく諸証明の交
付等に関する事務を処理する

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7印
影、8職業・職歴、9家庭状況、10居住状
況

申請書の提出があった者 本人および代理人より窓口交付、
郵送。

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

資税１ 固定資産税ファイル 市長 行財政部資産税課 行財政部資産税課長 固定資産税並びに都市計画税の
適正な評価及び賦課を行うため

1住所、２氏名、３電話番号、４生年月
日、５資産状況、６課税額、７口座情報、
８個人番号、９相続人情報、１０、非課
税、特例、減免に関する情報

固定資産の所有者、納税義務
者、納税管理人、相続人代表
者、その他代理人等

本人（代理人を含む）から窓口、
郵送、電子申請で受け付ける。
庁内のシステムと連携して収集し
ている。

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない

公共施設マネジメント推進課、
地域包括ケア課、生活福祉課、
建築住宅課、道路総務課、道路
建設課、下水道事業課、経済振
興課、農業委員会、埼玉県税事
務所、市街地整備課、農業振興
課、法務局、埼玉県都市整備部
住宅課、税務署、埼玉県土整備
事務所、越谷・松伏水道企業団
等

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

北部、南部出張所共通

収1 収納管理システム 市長 行財政部収納課 行財政部収納課長

納税義務者の収納状況把握、督
促状発付、過誤納金の還付、口
座振替収納管理及び納税証明事
務のため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影、11心
身障害等、12納税状況、13口座番号、14
職業・職歴

納税義務者
本人（代理人含む）から電話や郵
送等で収集、実施機関内で収集 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

収2 滞納管理システム 市長 行財政部収納課 行財政部収納課長
臨戸徴収・納税相談・滞納処
分・不納欠損・各種税務調査
等、一連の滞納整理事務のため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影、11心
身障害等、12疾病・負傷等、13収入状
況、14資産状況、15納税状況、16取引状
況、17公的扶助の受給の有無、18口座番
号、19職業・職歴、20資格、21地位、22
家庭状況、23居住状況、24意見・要望の

納税義務者・滞納者

本人（代理人含む）から電話や郵
送等で収集、実施機関内で収集、
他の実施機関から収集、国又は他
の地方公共団体から収集、民間・
私人から収集

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

収3 税外債権名寄せリスト 市長 行財政部収納課 行財政部収納課長 市が有する税外債権の滞納整理
業務を遂行するため

1氏名、2住所、3婚姻、4親族関係・続
柄、5住所歴、6心身障害等、7疾病・負傷
等、8納税状況、9税外債権の未納状況、
10公的扶助の受給の有無、11職業・職
歴、12資格、13地位、14家庭状況、15居
住状況、16意見・要望の内容、17各種相

市が有する税外債権の債務者
本人（代理人含む）から電話や郵
送等で収集、実施機関内で収集、
他の実施機関から収集

１００人〜９９９人 含まない 含まない 他の実施機関 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

収7 継続交付要求整理簿 市長 行財政部収納課 行財政部収納課長
滞納整理業務の交付要求状況の
管理のため 1氏名、2住所、3納税状況 滞納者

実施機関内で収集、他の実施機関
から収集、国又は他の地方公共団
体から収集

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

収17 土地改良区費未納者リスト 市長 行財政部収納課 行財政部収納課長
賦課金の収納、滞納状況報告及
び賦課金送金 1氏名、2住所、3納付状況 滞納者

実施機関内で収集、他の実施機関
から収集、民間・私人から収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない 土地改良区 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

収18 税外債権等回収業務委託者リス
ト

市長 行財政部収納課 行財政部収納課長
市が有する税外債権の管理に関
し、必要な事務を弁護士法人等
へ委託するため。

1氏名、2住所、3生年月日・年齢、4電話
番号、5親族関係・続柄、6税外債権の未
納状況、

市が有する税外債権の債務者

本人（代理人含む）から電話や郵
送等で収集、実施機関内で収集、
他の実施機関から収集、国又は他
の地方公共団体から収集

１００人〜９９９人 含まない 含まない 弁護士法人等 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

収19
税外債権事務移管リスト及び資
料一式 市長 行財政部収納課 行財政部収納課長

市が有する税外債権の管理に関
し、必要な事務を収納課で実施
するため。

1氏名、2住所、3生年月日・年齢、4電話
番号、5本籍・国籍、6親族関係・続柄、7
本籍・国籍、8婚姻、9親族関係・続柄、
10住所歴、11印影、12心身障害等、13疾
病・負傷等、14収入状況、15資産状況、
16納税状況、17取引状況、18公的扶助の
受給の有無、19口座番号、20職業・職
歴、21資格、22地位、23家庭状況、24居
住状況、25意見・要望の内容、26各種相

市が有する税外債権の債務者

本人（代理人含む）から電話や郵
送等で収集、実施機関内で収集、
他の実施機関から収集、国又は他
の地方公共団体から収集

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

収20
配当割・譲渡所得割額控除額返
還金対象者管理台帳 市長 行財政部収納課 行財政部収納課長

配当割・譲渡所得割額控除額返
還金の対象者を管理するため

1氏名、2住所、３住民コード、4還付対象
年度、5還付額、6還付支払日、7還付方法 返還金対象者 実施機関内で収集 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

収21 たばこ税 徴収簿 市長 行財政部収納課 行財政部収納課長
賦課金の収納、滞納状況報告及
び賦課金送金 1氏名、2住所、3納税状況, 4電話番号 納税義務所・滞納者

実施機関内で収集、民間・私人か
ら収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第8項のファイル 有り

総1 公開請求及び開示請求等受付簿 市長 総務部総務課 総務部総務課長
公開請求及び開示請求事務の受
付状況を把握するため １氏名

公開請求書及び開示請求書を
提出した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送、電子申請（公開請求の
み）で受け付ける

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

総2 情報提供一覧 市長 総務部総務課 総務部総務課長
情報提供事務の受付状況を把握
するため １氏名 情報提供依頼書を提出した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

総5
情報公開・個人情報保護審議会
委員名簿 市長 総務部総務課 総務部総務課長

情報公開・個人情報保護審議会
委員の情報を管理するため

１氏名、２住所、３電話番号、４生年月
日、５性別、６所属団体・役職、

情報公開・個人情報保護審議
会委員を委嘱された者

本人から窓口受付、郵送で受け付
ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

総10 広報配布台帳 市長 総務部総務課 総務部総務課長
広報等配送先の情報を把握する
ため １氏名、２住所、３電話番号

広報配送先等変更届を提出し
た者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送、電話、電子申請で受け
付ける

１００人〜９９９人 含まない 含まない
文書配送業務により配送する文
書を所管する課所 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

総11
広島平和記念式典参加事業抽選
会応募者名簿 市長 総務部総務課 総務部総務課長

広島平和記念式典参加事業参加
者抽選会参加者情報を把握する
ため

１氏名、２住所、３電話番号、４学校名、
５学年クラス

広島平和記念式典参加者抽選
会に応募した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送、電子申請で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

総12 広島平和記念式典参加事業参加
者生徒情報一覧

市長 総務部総務課 総務部総務課長
広島平和記念式典参加事業参加
者の健康状態や緊急連絡先を把
握するため

１氏名、２住所、３電話番号、４学校名、
５学年クラス、６性別、７生年月日・年
齢、８疾病・負傷等、9健康保険証情報、
１０写真、１１作文

広島平和記念式典参加事業参
加者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける

１００人〜９９９人 含まない 含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

庁3 拾得物管理事務 市長 総務部庁舎管理課 総務部庁舎管理課長 庁舎内における遺失物・拾得物
の適正な管理を行うため

１氏名、２性別、３住所、４生年月日、５
年齢、６電話番号、７本籍、８国籍、９写
真、１０免許証番号・旅券番号等遺失物に
係る個人情報

遺失物の所有者及び拾得物の
届出者

庁舎内における遺失物・拾得物に
記載されている情報、あるいは遺
失者からの窓口または電話等によ
り収集している

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷警察署 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

庁4 当直警備事務 市長 総務部庁舎管理課 総務部庁舎管理課長
勤務時間外及び休日における受
付、並びに庁舎の秩序維持のた
め

１氏名、２住所、３電話番号
勤務時間外及び休日に来庁若
しくは電話のあった者

本人等から窓口・電話等により収
集している １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

庁5 公用車事故に係る保険事務 市長 総務部庁舎管理課 総務部庁舎管理課長 公用車事故に係る任意保険の示
談等事務

１氏名、２性別、３住所、４生年月日・年
齢、５電話番号、６疾病・負傷等、７検
査・診療等、８病院・主治医、９車両状況
等、10免許証番号等

事故の当事者 本人（代理人含む）から電話、郵
送等によって収集している

１００人〜９９９人 含まない 含まない 公益社団法人全国市有物件災害
共済会

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

庁10
職員の公務における安全運転に
関する事務 市長 総務部庁舎管理課 総務部庁舎管理課長

越谷市自動車等管理規則第７条
の規定により、自動車等を運転
する職員の指定等を行うこと
で、公務における安全運転の確
保を図るため

１氏名、２職業・職歴、３免許証種類・有
無等 職員 本人よりメール等で収集 １０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

庁15
行政財産使用許可申請に係る事
務 市長 総務部庁舎管理課 総務部庁舎管理課長

庁舎を使用する財産使用許可申
請、受付事務及び許可事務 １氏名、２住所、３電話番号、４目的 等

行政財産使用許可申請書を提
出した者 本人から窓口受付、郵送 １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

庁16 庁舎使用許可申請に係る事務 市長 総務部庁舎管理課 総務部庁舎管理課長
庁舎使用許可申請、受付事務及
び許可事務

１氏名、２住所、３電話番号、４地位、5
資格、6目的 等

庁舎使用許可申請書を提出し
た者 本人から窓口受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市活22 通訳翻訳等ボランティア名簿 市長 市民協働部市民活動支援課 市民協働部市民活動支援課長
越谷市通訳ボランティア、多文
化共生推進員として登録を希望
する方の情報を記録するため。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6国籍、7メールアドレ
ス、8通訳翻訳言語

通訳翻訳等ボランティア登録
申請書、通訳翻訳等ボラン
ティア更新申請書を提出した
者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送、電子申請で受け付ける

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

市活25
越谷市中学生使節団等姉妹都市
派遣候補者一覧 市長 市民協働部市民活動支援課 市民協働部市民活動支援課長

姉妹都市交流事業を実施するに
あたり、事業の参加候補者情報
を記録するため。

1氏名、2性別、3住所、4電話番号,5メール
アドレス、6学校名

姉妹都市交流事業への応募
者、参加生徒

応募者の所属する中学校の職員か
ら窓口受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市国際交流協会 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

桜セ2
桜井地区コミュニティ推進協議
会主催事業参加者名簿 市長

市民協働部市民活動支援課桜井地区
センター 市民協働部市民活動支援課長

桜井地区コミュニティ推進協議
会主催事業における参加者の情
報を記録し、事務に資する。

1氏名、2郵便番号、3住所、4電話、5性
別、6年齢 事業に参加希望をした者

本人または関係団体から、窓口、
郵送、電話等で収集する １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

桜セ3
桜井地区自治会連合会 会員名
簿 市長

市民協働部市民活動支援課桜井地区
センター 市民協働部市民活動支援課長

桜井地区自治会連合会会員の情
報管理のために利用する。

1氏名、2郵便番号、3住所、4電話、5選出
自治会 桜井地区自治会連合会 会員

本人または関係団体から、窓口、
郵送、電話等で収集する １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

増セ9
増林地区防犯・防災連絡協議会
名簿 市長

市民協働部市民活動支援課増林地区
センター 市民協働部市民活動支援課長

増林地区防犯・防災連絡協議会
会員情報管理のために利用す
る。

1住所、２氏名、３電話番号、４郵便番
号、５選出団体

増林地区防犯・防災連絡協議
会会員

本人、または関係団体から窓口、
郵送、電話等によって収集してい
る

１００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

相セ2
大相模地区コミュニティ推進協
議会主催事業参加者名簿 市長

市民協働部市民活動支援課大相模地
区センター 市民協働部市民活動支援課長

大相模地区コミュニティ推進協
議会主催事業における参加者の
情報を記録し、事務に資する。

1氏名、2住所、3電話 事業に参加希望をした者
本人から、窓口、電話等で収集す
る １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎３階

なし
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

相セ12
大相模地区センター図書貸出
カード 登録者名簿 市長

市民協働部市民活動支援課大相模地
区センター 市民協働部市民活動支援課長

大相模地区センター図書貸出登
録者の情報管理のために利用す
る。

1氏名、2郵便番号、3住所、4電話
大相模地区センター図書貸出
登録者 本人から、窓口で収集する １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２２階

なし
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

越セ2
越ヶ谷地区コミュニティ推進協
議会主催事業参加者名簿 市長

市民協働部市民活動支援課越ヶ谷地
区センター 市民協働部市民活動支援課長

越ヶ谷地区コミュニティ推進協
議会主催事業における参加者の
情報を記録し、事務に資する。

1役職、2氏名、3郵便番号、4住所、5電
話、6年齢 事業に参加希望をした者

本人または関係団体から、窓口、
郵送、電話、電子申請等で収集す
る

１００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

北セ１
北越谷地区コミュニティ推進協
議会 会員名簿 市長

市民協働部 市民活動支援課
北越谷地区センター 市民協働部 市民活動支援課長

北越谷地区コミュニティ推進協
議会会員の情報管理のために利
用する。

1住所、２氏名、３電話番号、
４選出団体

北越谷地区コミュニティ推進
協議会会員

本人または関係団体から窓口、郵
送、電話等で収集する １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

北セ３
北越谷地区自治会連合会 会員
名簿 市長

市民協働部 市民活動支援課
北越谷地区センター 市民協働部 市民活動支援課長

北越谷地区自治会連合会会員の
情報管理のために利用する。

1住所、２氏名、３電話番号、
４選出自治会、5役職

北越谷地区自治会連合会 会
員

本人または自治会長等から窓口、
郵送、電話等で収集する １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

くらし5 消費生活相談事務 市長 市民協働部くらし安心課消費生活セ
ンター

市民協働部くらし安心課長
消費者の利益を擁護及び増進す
るため、消費生活相談に関する
事務を処理する

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住
所、５電話番号、６婚姻、７親族関係・続
柄、８収入状況、９資産状況、１０納税状
況、１１取引状況、１２学業・学歴、１３
職業・職歴、１４家庭状況、１５各種相
談、１６処理経過・結果等

消費生活相談を希望する者 本人(代理人含む)から窓口受付、
電話で受け付ける

１０００人以上 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

くらし8 各種相談 相談者名簿 市長 市民協働部くらし安心課 市民協働部くらし安心課長

市政や日常生活における諸問題
について、市民の相談に応じる
と共に適切な指導及び助言を行
い、市民サービスの向上を図る
ため、各種相談に関する事務を
処理する

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住
所、５電話番号、６婚姻、７親族関係・続
柄、８収入状況、９資産状況、１０納税状
況、１１取引状況、１２学業・学歴、１３
職業・職歴、１４家庭状況、１５各種相
談、１６処理経過・結果等

相談を希望する者 本人(代理人含む)から窓口受付、
郵送、電子申請で受け付ける

１０００人以上 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

くらし10 放置自転車等保返還台帳 市長 市民協働部くらし安心課 市民協働部くらし安心課長

放置自転車等保管所に自転車を
引取りに来た方を記録し、返還
台数及び受領した手数料の確認
行う。

1氏名、2住所 撤去された放置自転車等の引
取り者

引取りに来た方が記載する引き取
り請求書兼受領書から情報を得て
いる

１００人〜９９９人 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

くらし19 なんでも相談窓口 相談・窓口
案内事務

市長 市民協働部くらし安心課 市民協働部くらし安心課長

「相談やサービスを提供する窓
口がわからない」「さまざまな
相談があるので、どこに相談す
ればよいかわからない」という
方のお話をお伺いし、相談内容
に応じて関係する担当課の案内
や相談内容の記録に関する事務
を管理するため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、４住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10心身に関す
る情報、11収入状況・資産状況・納税状
況・公的扶助の受給の有無、12学業・学
歴・職業・職歴・資格・成績・評価、13
家庭状況等に関する情報、14意見・要望
の内容・各種相談

相談者

本人、家族、相談者、関係機関等
から窓口・電話で、相談内容によ
り必要とする情報を収集すること
がある

１０００人以上 含まない 含む 相談内容により、必要性がある
ときは関係機関に

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

くらし29 計量検査対象事業所名簿 市長 市民協働部くらし安心課 市民協働部くらし安心課長
計量法に基づく計量器検査を行
う 1氏名、2住所、3電話番号、4職業・職歴

計量器の検査を受けようとす
る者

本人(代理人含む)から検査場所で
受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 埼玉県計量協会 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

くらし30 こしがや市民法律教室参加者名
簿

市長 市民協働部くらし安心課 市民協働部くらし安心課長

埼玉弁護士会越谷支部との共催
により、身近な法律問題をテー
マに毎月１回法律教室を開催す
る

1氏名、2住所、3電話番号、4メールアド
レス

法律教室の参加者、講師とな
る弁護士

本人（代理人含む）から電子申
請、電話、窓口で受け付ける

１００人〜９９９人 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

くらし32 市長への手紙等の処理事務 市長 市民協働部くらし安心課 市民協働部くらし安心課長

手紙・ファクス・電子メールに
より市民の意見・要望等を把握
し、市政に反映するとともに、
関係課と調整のうえ回答等を行
う。

1氏名、2年齢、3住所、4電話番号、5意見
等の内容、6その他意見等に関わる情報

意見等を提出した者、その他
意見等に関わる者 郵送、FAX、電子申請 １００人〜９９９人 含まない 含まない 庁内関係課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

くらし33 電話・来訪等による要望・苦情
の処理事務

市長 市民協働部くらし安心課 市民協働部くらし安心課長

電話・来訪等により市民の意
見・要望等を把握し、市政に反
映するとともに、関係課と調整
のうえ回答等を行う。

1氏名、2住所、3電話番号、4意見等の内
容、5その他意見等に関わる情報

電話・来訪等をした者、その
他意見等に関わる者

電話、来訪、電子メール １００人〜９９９人 含まない 含まない 庁内関係課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市民１ 住民記録システム 市長 市民協働部市民課 市民協働部市民課長
住民基本台帳の管理、証明発
行、届出処理を行う

1氏名、2生年月日、3性別、4世帯主・続
柄、5本籍、６住所等の居住情報、7住民
票コード、8個人番号、9国民健康保険に
関するもの、10外国人に関する情報

越谷市に住民登録を有する
（有した）もの

本人（代理人を含む）から窓口受
付、他市町村からの通知等 １０００人以上

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含む

地方公共団体情報システム機
構、危機管理室、秘書課、政策
課、公共施設マネジメント推進
課、市民税課、資産税課、収納
課、市民活動支援課、荻島地区
センター、くらし安心課、パス
ポートセンター、北部出張所、
南部出張所、福祉総務課、生活
福祉課、障害福祉課、地域包括
ケア課、介護保険課、子ども福
祉課、保育入所課、青少年課、
地域医療課、健康づくり推進
課、国保年金課、保健総務課、
感染症保健対策課、生活衛生
課、環境政策課、資源循環推進
課、経済振興課、農業振興課、
道路総務課、下水道経営課、市
街地整備課、建築住宅課、指令
課、教育総務課、生涯学習課、
学務課、給食課、選挙管理委員
会事務局、農業委員会事務局

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

市民2 印鑑登録システム 市長 市民協働部市民課 市民協働部市民課長 印鑑の登録及び証明発行を行う
１氏名、2住所、3印影、4登録番号、5登
録年月日

越谷市に住民登録を有するも
の

本人（代理人を含む）から窓口受
付で受け付ける １０００人以上 含まない 含まない

パスポートセンター、北部出張
所、南部出張所 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市民3 戸籍情報及び戸籍附票システム 市長 市民協働部市民課 市民協働部市民課長
戸籍及び戸籍の附票等の記録・
管理、証明発行、届出処理を行
う

1氏名、2生年月日、3性別、4住所、5本
籍、６住民票コード、7戸籍の表示、8身
分関係等の戸籍情報及び身分証明のための
情報

越谷市に本籍を有する（有し
た）もの、越谷市に戸籍の届
出をしたもの

本人からの届出（郵送を含む）、
他市町村からの通知等

１０００人以上 含まない 含む
法務省、地方公共団体情報シス
テム機構、パスポートセン
ター、北部出張所、南部出張所

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

市民4 本人通知制度事前登録者管理名
簿

市長 市民協働部市民課 市民協働部市民課長

住民票の写し等の交付の事実を
通知することにより、不正請求
及び不正取得による個人の権利
侵害を防止する

１氏名、2世帯コード、３住民コード 越谷市に住民登録、本籍を有
する（有した）もの

本人（代理人を含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける

１０００人以上 含まない 含まない 無 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市民5 住民基本台帳事務支援措置対象
者名簿

市長 市民協働部市民課 市民協働部市民課長

ドメスティック・バイオレン
ス、ストーカー行為等、児童虐
待及びこれらに準ずる行為の被
害者の保護

非公開 越谷市に住民登録、本籍を有
する（有した）もの

本人（代理人を含む）から窓口受
付で受け付ける

１０００人以上 含まない 含む 非公開 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市民6
マイナンバーカード交付管理シ
ステム 市長 市民協働部市民課 市民協働部市民課長

マイナンバーカードの申請・交
付管理を行う 1氏名、2生年月日、３性別、４住所

越谷市に住民登録を有するも
の

マイナンバーカードの申請者情報
から抽出する １０００人以上 含まない 含まない 無 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市民7 斎場予約システム 市長 市民協働部市民課 市民協働部市民課長 越谷市斎場の使用許可等に関す
る事務

1使用者氏名、2住所、3電話番号、4使用
日、5使用料、6葬祭業者名、7死亡者住
所、8死亡者氏名、9死亡者生年月日、10
死亡日、11待合室及び式場使用の有無

越谷市斎場を使用するもの 本人（代理人を含む）からイン
ターネット、窓口で受け付ける

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市斎場、北部出張所、南部
出張所

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

指定管理者業務

市民8 避難者情報管理名簿 市長 市民協働部市民課 市民協働部市民課長

東日本大震災に伴う避難者情報
を把握し、避難者に対する支援
や各種住民サービスの円滑な遂
行に資する

1氏名、2生年月日、3性別、4避難元住
所、5避難先住所、6連絡先

東日本大震災により被害を受
け、避難している（いた）者

本人（代理人を含む）から窓口受
付、県からの通知等

１００人〜９９９人 含まない 含まない
埼玉県、危機管理室、市民税
課、福祉総務課、健康づくり推
進課、学務課

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎2階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市民パ１ 一般旅券発給申請（電子申請） 市長 市民協働部市民課パスポートセン
ター

市民協働部市民課長

旅券の発給・失効・返納等旅券
事務の適正な執行の確保、旅券
の二重発給及び不正取得・使用
の防止等旅券秩序の維持のため
に利用する。

1氏名、２性別、３生年月日・年齢、4旅
券番号、5発行年月日、6本籍、7受理番
号、8写真、9住所、10刑罰の有無関係、
11渡航先、12請求元が記載された申請書
画像、14氏名・生年月日・旅券番号・発
行年月日が記載されたALPHABET LIST

一般旅券発給申請を提出した
者（令和５年３月２７日以
降）

本人（代理人含む）によって電子
申請で受け付ける

１０００人以上 含まない 含む 埼玉県パスポートセンター 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

福総1 越谷地区保護司会保護司名簿 市長 福祉部福祉総務課 福祉部福祉総務課長 保護司と連絡をとるため
1住所、２氏名、３電話番号、4生年月
日、5初任年月日、6任期満了日 越谷地区保護司会会員

越谷地区保護司会より提供されて
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市会計課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

福総２
越谷地区更生保護女性会会員名
簿 市長 福祉部福祉総務課 福祉部福祉総務課長

更生保護女性会会員と連絡をと
るため

1住所、２氏名、３電話番号、4生年月
日、5入会年月日、6役職、7表彰履歴 越谷地区更生保護女性会会員

越谷地区更生保護女性会より提供
されている １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市会計課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

福総３
埼玉県建設国保組合員名簿（平
成30年10月1日現在） 市長 福祉部福祉総務課 福祉部福祉総務課長 助成金交付事務のため 1住所、２氏名、３電話番号、

越谷市在住の埼玉県建設国保
組合員 建設埼玉東部地区本部 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市会計課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

福総４
埼玉県建設国保組合員名簿（令
和元年10月1日現在） 市長 福祉部福祉総務課 福祉部福祉総務課長 助成金交付事務のため

1被保険者番号、2氏名、3生年月日、4性
別、5続柄、6住所、7資格取得年月日

越谷市在住の埼玉県建設国保
組合員 建設埼玉東部地区本部 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市会計課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

福総５
埼玉県建設国保組合員名簿（令
和2年10月1日現在） 市長 福祉部福祉総務課 福祉部福祉総務課長 助成金交付事務のため

1被保険者番号、2氏名、3生年月日、4性
別、5続柄、6住所、7資格取得年月日

越谷市在住の埼玉県建設国保
組合員 建設埼玉東部地区本部 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市会計課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

福総６
埼玉県建設国保組合員名簿（令
和3年10月1日現在） 市長 福祉部福祉総務課 福祉部福祉総務課長 助成金交付事務のため

1被保険者番号、2氏名、3生年月日、4性
別、5続柄、6住所、7資格取得年月日

越谷市在住の埼玉県建設国保
組合員 建設埼玉東部地区本部 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市会計課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

福総７
埼玉土建国保組合員名簿（平成
30年12月1日現在） 市長 福祉部福祉総務課 福祉部福祉総務課長 助成金交付事務のため

1国保番号、2氏名、3続柄、4生年月日、5
住所、6電話番号

越谷市在住の埼玉土建国保組
合員 埼玉土建越谷支部 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市会計課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

福総８
埼玉土建国保組合員名簿（令和
元年12月1日現在） 市長 福祉部福祉総務課 福祉部福祉総務課長 助成金交付事務のため

1国保番号、2氏名、3続柄、4生年月日、5
住所、6電話番号

越谷市在住の埼玉土建国保組
合員 埼玉土建越谷支部 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市会計課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

福総９
埼玉土建国保組合員名簿（令和
2年12月1日現在） 市長 福祉部福祉総務課 福祉部福祉総務課長 助成金交付事務のため

1国保番号、2氏名、3続柄、4生年月日、5
住所、6電話番号

越谷市在住の埼玉土建国保組
合員 埼玉土建越谷支部 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市会計課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

福総１０
埼玉土建国保組合員名簿（令和
3年12月1日現在） 市長 福祉部福祉総務課 福祉部福祉総務課長 助成金交付事務のため

1国保番号、2氏名、3続柄、4生年月日、5
住所、6電話番号

越谷市在住の埼玉土建国保組
合員 埼玉土建越谷支部 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市会計課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

福総１２ 第八回戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金申請受付簿

市長 福祉部福祉総務課 福祉部福祉総務課長 弔慰金等の交付のため

1受付年月日、２氏名、3住所、4戦没者氏
名、5恩給失格者、6戦没者が亡くなった
当時の本籍地、7裁定年月日、8裁定番
号、9電話番号、10国債交付日

第八回戦没者等の遺族に対す
る特別弔慰金申請書を提出し
た者

本人（代理人含む）から窓口受付 １０００人以上 含まない 含まない 埼玉県社会福祉課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

福総１３ 第九回戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金申請受付簿

市長 福祉部福祉総務課 福祉部福祉総務課長 弔慰金等の交付のため

1受付年月日、２氏名、3住所、4戦没者氏
名、5恩給失格者、6戦没者が亡くなった
当時の本籍地、7裁定年月日、8裁定番
号、9電話番号、10国債交付日

第九回戦没者等の遺族に対す
る特別弔慰金申請書を提出し
た者

本人（代理人含む）から窓口受付 １０００人以上 含まない 含まない 埼玉県社会福祉課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

福総１４ 第十回戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金申請受付簿

市長 福祉部福祉総務課 福祉部福祉総務課長 弔慰金等の交付のため

1受付年月日、２氏名、3住所、4戦没者氏
名、5恩給失格者、6戦没者が亡くなった
当時の本籍地、7裁定年月日、8裁定番
号、9電話番号、10国債交付日

第十回戦没者等の遺族に対す
る特別弔慰金申請書を提出し
た者

本人（代理人含む）から窓口受付 １０００人以上 含まない 含まない 埼玉県社会福祉課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

福総１５ 第十一回戦没者等の遺族に対す
る特別弔慰金申請受付簿

市長 福祉部福祉総務課 福祉部福祉総務課長 弔慰金等の交付のため

1受付年月日、２氏名、3住所、4戦没者氏
名、5恩給失格者、6戦没者が亡くなった
当時の本籍地、7裁定年月日、8裁定番
号、9電話番号、10国債交付日

第十一回戦没者等の遺族に対
する特別弔慰金申請書を提出
した者

本人（代理人含む）から窓口受付 １０００人以上 含まない 含まない 埼玉県社会福祉課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

福総２１
第二十二回戦没者等の妻に対す
る特別給付金支給申請受付簿
（平成15年度〜平成17年度）

市長 福祉部福祉総務課 福祉部福祉総務課長 給付金の交付のため
1受付年月日、2氏名、3住所、4戦没者氏
名、5戦没者が亡くなった当時の本籍地、
6裁定年月日、7裁定番号、8国債交付日

第二十二回戦没者等の妻に対
する特別給付金申請書を提出
した者

本人（代理人含む）から窓口受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない 埼玉県社会福祉課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

福総３７ 東日本大震災避難者世帯台帳 市長 福祉部福祉総務課 福祉部福祉総務課長 避難者世帯支援のため
1世帯主氏名、2性別、3生年月日、4電話
番号、5現住所、6前居住地、7被災地、8
住民登録有無、9居住開始年月日

東日本大震災により越谷市に
避難した世帯 本人（代理人含む）から窓口受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

福総４１ 民生委員・児童委員名簿 市長 福祉部福祉総務課 福祉部福祉総務課長 民生委員・児童委員運用のため
１氏名 ２住所 ３電話番号 ４生年月日
５自治会名 ６委嘱日 ７世帯状況 民生委員・児童委員委嘱者 本人から受付 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

福総４２ 救急医療情報キット申請者台帳 市長 福祉部福祉総務課 福祉部福祉総務課長
救急医療情報キット制度運用の
ため

１氏名 ２住所 ３生年月日 ４家庭状況
５性別 救急医療情報キット申請者 本人から受付 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

福総５７
令和５年台風第２号等による大
雨災害被災届 市長 福祉部福祉総務課 福祉部福祉総務課長 災害見舞金等支給のため

1受付年月日、2被災者氏名、3被災者住
所、4申請者氏名、5申請者住所、6金額、
7被災内容、8支給年月日

令和5年台風第2号等による大
雨災害に係る被災届を提出し
た者

本任（代理人含む）からの窓口受
付、郵送、電子申請で受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市社会福祉協議会 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

生福１ 生活保護事務 市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長

生活保護法に基づき、生活に困
窮する世帯に最低生活を保障す
るとともに、自立を助長するた
めに面接・申請・決定・支給及
び被保護者に対する訪問指導を
行う

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影・サイ
ン、11後見・保佐、12死亡等、13心身障
害等、14疾病・負傷等、15検査・診療
等、16体力、17病院・主治医、18健康診
断結果、19健康状態、20妊娠、21収入状
況、22資産状況、23納税状況、24公的扶
助の受給の有無、25口座番号、26学業・
学歴、27職業・職歴、28資格、29地位、
30団体加入状況、31家庭状況、32居住状
況、33趣味・嗜好、34その他家庭状況に
関する情報、35各種相談、36その他社会

生活保護の相談・申請・受給
者

本人以外の実施機関、他の実施機
関国又は他の公共団体、民間・私
人

１０００人以上 含まない 含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

生福２ 生活相談事務 市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長
生活に関する相談に応じるとと
もに、必要に応じ指導・助言を
行う

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影・サイ
ン、11個人番号、12死亡等、13心身障害
等、14疾病・負傷等、15検査・診療等、
16体力、17病院・主治医、18健康状態・
妊娠、19家族の病歴、20収入状況、21資
産状況、22納税状況、23公的扶助の受給
の有無、24口座番号、25加入保険及び
額、26自動車の有無等、27学業・学歴、
28職業・職歴、29資格、30地位、31団体
加入状況、32その他の生活歴、33家庭状
況、34居住状況、35趣味・嗜好、36その
他家庭状況に関する情報、37各種相談

生活に関する相談を求める者 本人以外の実施機関、国又は他の
公共団体

１０００人以上 含まない 含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

生福3 指定医療機関等申請事務 市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長
生活保護法第49条等（55条・50
条の2）に基づく申請事務のた
め

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6資格

生活保護指定医療・介護・施
術機関申請者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける １０００人以上 含まない 含まない 各自治体・支払基金 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

生福6 住居確保給付金事業 市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長

越谷市住宅支援給付事業実施要
領に基づき、生活困窮者の就
労・自立支援を図るため、住居
確保給付金を支給する

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7親族関
係・続柄、8住所歴、9印影、10本人確認
に必要な事項、11心身障害等、12疾病・
負傷等、13検査・診療等、14体力、15病
院・主治医、16写真、17収入状況、18資
産状況、19公的扶助の受給の有無、20口
座番号、21支援状況、22職業・職歴、23
地位、24その他生活歴、25家庭状況、26
居住状況、27各種相談

申請者、申請者と生計を一と
する同居の親族、貸主、不動
産媒介業者等

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける

１０００人以上 含まない 含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

生福7 生活困窮者自立支援事業 市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長
生活困窮者自立支援業務に関す
る事務処理のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影、11サ
イン、12その他基本的事項、13心身障害
等、14疾病・負傷等、15検査・診療等、
16病院・主治医、17収入状況、18資産状
況、19納税状況、20公的扶助の受給の有
無、21学業・学歴、22職業・職歴、23資
格、24地位、25団体加入状況、26加入健
康保険、27その他生活歴、28家庭状況、
29居住状況、30趣味・嗜好、31その他家
庭状況に関すること、32意見・要望の内
容、33各種相談、34基礎年金番号

相談者、申請者、受給者等
本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける １０００人以上 含まない 含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

生福8 無料低額宿泊所入所者取扱事務 市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長
無料低額宿泊所入所者管理のた
め

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5印影、6保護の実施期間、7居住状
況、8契約書

生活保護を申請し、無料低額
宿泊所に入所した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、無料低額宿泊所から窓口受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

生福10 被保護者健康管理支援事業 市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長
生活保護受給者のうち、生活習
慣病の有病者やその予備軍に健
康管理支援の実施するため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4心身
障害等、5疾病・負傷等、6検査・診療
等、7体力、8病院・主治医、9趣味・嗜好

生活保護受給者のうち、生活
習慣病の有病者やその予備軍

本人以外の実施期間、国又は他の
公共団体、民間・私人、医療機関 １００人〜９９９人 含まない 含まない 保健医療部 健康づくり推進課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

生福11 臨時特別給付金申請者名簿 市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長 臨時特別給付金の給付事務のた
め

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7住所
歴、8印影、9心身障害等、10収入状況、
11納税状況、12公的扶助の受給の有無、
13口座番号、14家庭状況、15居住状況、
16本人確認に必要な書類

臨時特別給付金確認書（申請
書）を提出した者

本人（代理人含む）から窓口及び
郵送申請で受け付ける

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

生福12 新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金給付者名簿

市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長 自立支援金の支給に関する事務
のため

1氏名、2生年月日・年齢、3住所、4電話
番号、5公共職業安定所の求職番号、6公
的扶助の受給の有無、7親族関係・続柄、
8収入状況、9資産状況、10口座情報、11
本人確認に必要な書類、12新型コロナウ
イルス感染症生活困窮者自立支援金給付決
定に関する情報、13住居確保給付金支給
決定に関する情報

新型コロナウイルス感染症生
活困窮者自立支援金給付申請
書を提出した者

本人（代理人含む）から窓口及び
郵送申請で受け付ける

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

生福13
生活支援臨時特別給付金申請者
名簿 市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長

生活支援臨時特別給付金の給付
事務のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7住所
歴、8印影、9心身障害等、10収入状況、
11口座番号、12家庭状況、13居住状況、
14本人確認に必要な書類

生活支援臨時特別給付金確認
書（申請書）を提出した者

本人（代理人含む）から窓口及び
郵送申請で受け付ける １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

生福14
電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金申請者名簿 市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長

電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金の給付事務のた
め

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7住所
歴、8印影、9心身障害等、10収入状況、
11公的扶助の受給の有無、12口座番号、
13家庭状況、14居住状況、15本人確認に

電力・ガス・食料品等価格高
騰緊急支援給付金確認書（申
請書）を提出した者

本人（代理人含む）から窓口及び
郵送申請で受け付ける １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

生福16 年金等申請支援事業利用者名簿 市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長
生活保護受給者のうち、公的年
金等の受給資格を調査するため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影、11サ
イン、12その他基本的事項、13心身障害
等、14疾病・負傷等、15検査・診療等、
16病院・主治医、17公的扶助の受給の有
無、18職業・職歴、19その他生活歴、20
家庭状況、21その他家庭状況に関するこ
と、22基礎年金番号、23年金納付歴

生活保護被保護者のうち、公
的年金等の受給について可能
性がある者
受付票及び委任状を提出した
者

本人（代理人含む）から窓口及び
郵送申請で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

生福17
電力・ガス・食料品等価格高騰
重点支援給付金申請者名簿 市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長

電力・ガス・食料品等価格高騰
重点支援給付金の給付事務のた
め

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7住所
歴、8印影、9心身障害等、10収入状況、
11公的扶助の受給の有無、12口座番号、
13家庭状況、14居住状況、15本人確認に

電力・ガス・食料品等価格高
騰重点支援給付金確認書（申
請書）を提出した者

本人（代理人含む）から窓口及び
郵送申請で受け付ける １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

生福18
物価高騰対応重点支援給付金申
請者名簿 市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長

物価高騰対応重点支援給付金の
給付事務のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7住所
歴、8印影、9心身障害等、10収入状況、
11公的扶助の受給の有無、12口座番号、
13家庭状況、14居住状況、15本人確認に

物価高騰対応重点支援給付金
確認書（申請書）を提出した
者

本人（代理人含む）から窓口及び
郵送申請で受け付ける １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

生福19 物価高騰対応生活支援給付金申
請者名簿

市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長 物価高騰対応生活支援給付金の
給付事務のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7住所
歴、8印影、9心身障害等、10収入状況、
11公的扶助の受給の有無、12口座番号、
13家庭状況、14居住状況、15本人確認に
必要な書類

物価高騰対応生活支援給付金
確認書（申請書）を提出した
者

本人（代理人含む）から窓口及び
郵送申請で受け付ける

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

生福20
物価高騰対応こども加算給付金
申請者名簿 市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長

物価高騰対応こども加算給付金
の給付事務のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7住所
歴、8印影、9心身障害等、10収入状況、
11公的扶助の受給の有無、12口座番号、
13家庭状況、14居住状況、15本人確認に
必要な書類

物価高騰対応こども加算給付
金確認書（申請書）を提出し
た者

本人（代理人含む）から窓口及び
郵送申請で受け付ける １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

生福21
令和6年度物価高騰対応重点支
援給付金申請者名簿 市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長

物価高騰対応重点支援給付金の
給付事務のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7住所
歴、8印影、9心身障害等、10収入状況、
11公的扶助の受給の有無、12口座情報、
13家庭状況、14居住状況、15本人確認に

物価高騰対応重点支援給付金
確認書（申請書）を提出した
者

本人（代理人含む）から電子申
請、窓口及び郵送申請で受付 １０００人以上

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

生福22
令和6年度物価高騰対応生活支
援給付金申請者名簿 市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長

物価高騰対応生活支援給付金の
給付事務のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7住所
歴、8印影、9心身障害等、10収入状況、
11公的扶助の受給の有無、12口座情報、
13家庭状況、14居住状況、15本人確認に

物価高騰対応生活支援給付金
確認書（申請書）を提出した
者

本人（代理人含む）から電子申
請、窓口及び郵送申請で受付 １０００人以上

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

生福23
令和6年度物価高騰対応こども
加算給付金申請者名簿 市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長

物価高騰対応こども加算給付金
の給付事務のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7住所
歴、8印影、9心身障害等、10収入状況、
11公的扶助の受給の有無、12口座情報、
13家庭状況、14居住状況、15本人確認に

物価高騰対応こども加算給付
金確認書（申請書）を提出し
た者

本人（代理人含む）から電子申
請、窓口及び郵送申請で受付 １０００人以上

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

生福24 定額減税補足給付金対象者名簿 市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長
定額減税補足給付金の給付事務
のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7住所
歴、8印影、9心身障害等、10収入状況、
11公的扶助の受給の有無、12口座情報、
13家庭状況、14居住状況、15本人確認に

定額減税補足給付金確認書を
提出した者

本人（代理人含む）から電子申
請、窓口及び郵送申請で受付 １０００人以上

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

生福25
令和6年度物価高騰対応重点支
援給付金（追加分）申請者名簿 市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長

物価高騰対応重点支援給付金
（追加分）の給付事務のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7住所
歴、8印影、9心身障害等、10収入状況、
11公的扶助の受給の有無、12口座情報、
13家庭状況、14居住状況、15本人確認に

物価高騰対応重点支援給付金
（追加分）確認書（申請書）
を提出した者

本人（代理人含む）から電子申
請、窓口及び郵送申請で受付 １０００人以上

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

生福26
令和6年度物価高騰対応こども
加算給付金（追加分）申請者名
簿

市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長
物価高騰対応こども加算給付金
（追加分）の給付事務のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7住所
歴、8印影、9心身障害等、10収入状況、
11公的扶助の受給の有無、12口座情報、
13家庭状況、14居住状況、15本人確認に

物価高騰対応こども加算給付
金（追加分）確認書（申請
書）を提出した者

本人（代理人含む）から電子申
請、窓口及び郵送申請で受付 １０００人以上

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

生福27
定額減税補足給付金（不足額給
付）対象者名簿 市長 福祉部生活福祉課 福祉部生活福祉課長

定額減税補足給付金（不足額給
付）の給付事務のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7住所
歴、8印影、9心身障害等、10収入状況、
11公的扶助の受給の有無、12口座情報、
13家庭状況、14居住状況、15本人確認に

定額減税補足給付金（不足額
給付）確認書を提出した者

本人（代理人含む）から電子申
請、窓口及び郵送申請で受付 １０００人以上

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

障福1
新型コロナウイルス感染症対応
従事者慰労金交付関係書類台帳 市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課

慰労金交付に係る事務を行うた
め 1氏名、2住所、3生年月日 慰労金交付申請者

事業所の代表者等から電子申請及
び窓口等で収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

障福6
越谷市障害者就労支援センター
支援登録者名簿 市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課 就労支援に係る事務を行うため

1氏名、2住所、3電話番号、4障がい種
別、5所属、6生年月日 支援登録申請者

就労支援センター窓口で取集して
いる １０００人以上 含まない 含まない 越谷市障害者就労支援センター 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

障福10
越谷市障がい者計画等策定アン
ケート調査対象者名簿 市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課 計画策定に係る調査を行うため

1氏名、2住所、3電話番号、4障がい種
別、5所属、6生年月日、7性別、8障がい
部位

アンケート対象者（手帳所持
者、発達・高次脳障がい者・
難病患者・サービス事業者）

総合福祉システムより抽出し収集
している（5,868件無作為抽出） １０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

障福11
地域生活支援拠点等・基幹相談
支援センターに関するアンケー
ト調査対象者名簿

市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課 計画策定に係る調査を行うため
1氏名、2住所、3電話番号、4障がい種
別、5生年月日、6性別、7支援区分、8養
護者の有無

アンケート対象者（障害支援
区分の認定を受けている者）

総合福祉システムより抽出し収集
している（200件無作為抽出） １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

障福12
障がい者等相談支援センター利
用者名簿 市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課 相談支援に係る事務行うため 1氏名、2住所、3電話番号、4障がい種別 相談支援センター利用者

相談支援センター窓口で取集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない

越谷市障がい者等相談支援セン
ター 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

障福14
自動車燃料費助成券交付関係名
簿 市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課

自動車燃料費助成券交付に係る
事務を行うため 1氏名、2住所、3年齢、4性別

自動車燃料費助成対象者
※交付停止者を含む

総合福祉システムより抽出し収集
している １０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

障福15
福祉タクシー利用券交付関係名
簿 市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課

福祉タクシー利用券交付に係る
事務を行うため 1氏名、2住所、3年齢、4性別

福祉タクシー利用対象者
※交付停止者を含む

総合福祉システムより抽出し収集
している １０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

障福20 療育手帳交付等経由事務 市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課長
知的障害者福祉法に基づき、手
帳交付等申請者から提出された
関係書類を県知事に提出する

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6親族関係・続柄、7印
影、8心身障害等、9疾病・負傷等、10検
査・診療等、11写真、12各種相談、13個

療育手帳交付申請者・障害者
本人・本人の支援者（保護者や関
係機関）からの申請や、口頭・紙
面での情報提供

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

障福21 知的障害者更生指導台帳 市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課長 療育手帳所持者に対する援護の
実施を容易にする

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影、11心
身障害等、12疾病・負傷等、13検査・診
療等、14病院・主治医、15写真、16療育
手帳番号、17収入状況、18資産状況、19
納税状況、20公的扶助の受給の有無、21
口座番号、22学業・学歴、23職業・職
歴、24成績・評価、25賞罰、26医療加入
保険状況、27家庭状況、28居住状況、29
趣味・嗜好、30意見・要望の内容、31各
種相談記録、32各種援護実績記録、33思
想・信条、34犯罪に関する事項、35その
他社会的差別の原因となる事項

18歳以上の療育手帳所持者
本人・本人の支援者（保護者や関
係機関）からの申請や、口頭・紙
面での情報提供

１０００人以上 含まない 含む なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

障福27
越谷市重度心身障害者手当支給
事務 市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課長

越谷市重度心身障害者手当支給
条例に基づき手当を支給する

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6印影、7個人番号、8心
身障害等、9納税状況、10公的扶助の受給
の有無、11口座番号、12年金受給状況、
13施設入所状況

越谷市重度心身障害者手当受
給者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける １０００人以上

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

子育て支援課共通
特定個人情報ファイルの名称〔重度心身障
害者手当認定台帳〕

障福28 埼玉県心身障害者扶養共済制度 市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課長 県運営の扶養共済制度に対する
申請受付及び進達等の事務

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6親族関係・続柄、7印
影、8心身障害者等、9疾病・負傷等、10
障害者手帳に係る情報、11収入状況、12

申請者（知的障害者、身体障
害者１〜３級、精神障害者を
扶養している６５歳未満の保
護者）、年金受給権者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける

１００人〜９９９人 含まない 含まない 埼玉県福祉部障害者福祉推進課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

障福29
NHK放送受信料減免申請用証明
書交付関係事務 市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課長

免除基準に該当することを証明
する

1氏名、2住所、3生年月日・年齢、4電話
番号、5心身障害等、6障害者手帳に係る
情報、7収入状況、8公的扶助の受給の有

NHK放送受信料免除申請者
本人（代理人含む）から窓口受付
で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない NHKさいたま放送局営業部 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

障福30 自立支援医療（更生医療）支給
関係事務

市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課長 自立支援医療費（更生医療）の
支給に関する事務を処理する。

氏名、性別、生年月日・年齢、住所、電話
番号、親族関係・続柄、印影、心身障害
等、疾病・負傷等、検査・診療等、病院・
主治医、収入状況、納税状況、公的扶助の
受給の有無、学業・学歴、職業・職歴、成
績・評価、医療保険加入状況、年金受給状
況、家庭状況、意見・要望の内容、各種相
談、自立支援医療費受給者番号等

越谷市援護の自立支援医療費
（更生医療）支給認定者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける

１００人〜９９９人
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

障福31 身体障害者更生指導台帳 市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課長 身体障害者手帳所持者に対する
援護の実施を容易にする

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影、11心
身障害等、12疾病・負傷等、13検査・診
療等、14病院・主治医、15写真、16法に
規定する医師の診断書、17身体障害者手
帳番号、18収入状況、19資産状況、20納
税状況、21公的扶助の受給の有無、22口
座番号、23学業・学歴、24職業・職歴、
25医療加入保険状況、26家庭状況、27居
住状況、28趣味・嗜好、29意見・要望の
内容、30各種相談記録、31各種援護実績
記録、32思想・信条、33犯罪に関する事
項、34その他社会的差別の原因となる事

18歳以上の身体障害者手帳所
持者

本人・本人の支援者（保護者や関
係機関）からの申請や、口頭・紙
面での情報提供

１０００人以上 含まない 含む なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

障福32 なんでも相談窓口事務 市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課長

「相談やサービスを提供する窓
口がわからない」「さまざまな
相談があるので、どこに相談す
ればよいかわからない」という
方のお話をお伺いし、相談内容
に応じて関係する担当課の案内
や相談内容の記録に関する事務
を管理するため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、４住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10心身に関す
る情報、11収入状況・資産状況・納税状
況・公的扶助の受給の有無、12学業・学
歴・職業・職歴・資格・成績・評価、13
家庭状況等に関する情報、14意見・要望
の内容・各種相談

相談者

本人、家族、相談者、関係機関等
から窓口・電話で、相談内容によ
り必要とする情報を収集すること
がある

１０００人以上 含まない 含む 市民協働部くらし安心課なんで
も相談窓口

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

福祉部・子ども福祉部共通
業務の主管課はくらし安心課

障福33 重度心身障害者医療費支給事務
データ

市長 福祉部障害福祉課 障害福祉課長
重度心身障害者医療費支給に事
務における、資格審査及び医療
費の助成を行うため

1氏名、2住所、3年齢、４電話番号、５障
害者手帳に係る情報、６加入医療保険情
報、７収入状況、８口座番号、９診療履歴
等

重度心身障害者医療費受給資
格登録申請書を提出した者

窓口で申請書あるいは請求書を受
領することで収集している

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない 越谷市国保年金課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

障福36 補装具の交付・修理関係事務 市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課
障害者総合支援法第76条に基づ
き身体障がい者に必要な補装具
費を支給するため

1氏名、2性別、3住所、４生年月日・年
齢、5住所、6電話番号、7親族関係・続
柄、8心身障害等、9疾病・負傷等、10検
査・診療等、11病院・主治医、12その
他、13収入状況、14納税状況、15口座番
号、16学業・学歴、17職業・職歴、18家
庭状況、19居住状況、20個人番号 21公
的扶助の受給状況

補装具費(購入・借受け・修
理)支給対象者

本人（代理人含む）からの窓口受
付、郵送

１００人〜９９９人
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む 埼玉県総合リハビリテーション
センター

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

障福37 特別障害者手当等支給事務 市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課長
特別児童扶養手当等の支給に関
する法律に基づく手当を支給す
るため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6婚姻、7親族関係・続
柄、8印影、9個人番号、10年金受給状
況、11施設入所状況、12入院状況、13所
得状況、14心身障害等、15疾病・負傷
等、16検査・診療等、17体力、18病院・
主治医、19収入状況、20納税状況、21公
的扶助の受給の有無、22口座番号、23家

特別障害者手当等受給者 窓口で認定請求書を受領すること
で収集している

１００人〜９９９人
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

障福39 身体障害者手帳交付等事務 市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課長
身体障害者福祉法に基づき、手
帳交付等申請者へ手帳の交付等
を行う。

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7印影、写
真、8法に規定する医師の診断書（疾病・
負傷等、検査・診療等、病院・主治医）、
9心身障害等

身体障害者手帳申請者、転出
者、転入者、死亡者、変更申
請者

本人（代理人含む）から窓口受付
で受け付ける
福祉総合システムからの抽出

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

中核市移行により身体障害者手帳交付事務
の権限が移譲されたことに伴い、平成27年
4月から手帳経由事務は廃止したが、情報
は個人台帳及び福祉総合システム、手帳管
理データベース（エクセルファイル）にて
保有している。

障福40 日常生活用具の給付関係事務 市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課長

障害者総合支援法第77条に基づ
き、在宅の重度障がい者（児）
に対し、日常生活用具の給付及
び修理を行う。

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6婚姻、7親族関係・続
柄、8個人番号、9心身障害等、13印影、
14医師の診断書(疾病・負傷等、検査・診
療等、病院・主治医）、15収入状況、16
公的扶助の受給の有無、17納税状況、18
家庭状況、19住居状況

日常生活用具給付等申請者

本人（代理人含む）から窓口受付
で受け付ける
福祉総合システム・税総合システ
ムからの抽出

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

障福41 精神障害者保健福祉手帳交付申
請台帳

市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課長
精神保健福祉法に基づき、手帳
交付等申請者から提出された関
係書類を県へ提出するため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6婚姻、7親族関係・続
柄、8住所歴、9印影、10個人番号、11心
身障害等、12疾病・負傷等、13検査・診
療等、14病院・主治医、15写真、16法に
規定する医師の診断書、17収入状況、18
精神障害者保健福祉手帳番号等、19自立
支援医療費（精神通院）受給者番号等

精神障害者保健福祉手帳所持
者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送受付

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む 埼玉県立精神保健福祉センター 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

障福42 自立支援医療費（精神通院）支
給認定申請台帳

市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課長

障害者総合支援法に基づき自立
支援医療費（精神通院）支給認
定申請者から提出された関係書
類を県へ提出するため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6婚姻、7親族関係・続
柄、8住所歴、9印影、10個人番号、11心
身障害等、12疾病・負傷等、13検査・診
療等、14病院・主治医、15医師の意見
書、16指定自立支援医療機関名、17収入
状況、18納税状況、19公的扶助の受給の
有無、20医療保険加入状況、21自立支援
医療費（精神通院）受給者番号等、22精
神障害者保健福祉手帳番号等

自立支援医療費（精神通院）
支給認定者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送受付

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む 埼玉県立精神保健福祉センター 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

障福43 障害福祉サービス等利用者管理 市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課長
障害福祉サービス等の支給決定
事務において、決定内容の管理
や各種支援に利用するため

1住所、２氏名、３電話番号、4生年月
日・年齢、5個人番号、6本籍・国籍、7婚
姻、8親族関係・続柄、9住所歴、10心身
障害等、11疾病・負傷等、12検査・診療
等、13病院・主治医、
14収入状況、15資産状況、16納税状況、
17公的扶助の受給の有無、18学業・学
歴、19職業・職歴、20成績・評価、21家
庭状況、22居住状況、23趣味・嗜好、24
意見・要望の内容、25各種相談、26介護
保険のサービス利用状況及び給付実績情報

障害福祉サービス等の利用者

本人（代理人を含む）から窓口、
郵送で受け付ける。
障害支援区分認定調査を行い、収
集している

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む
指定特定相談支援事業所
指定一般相談支援事業所
障害者総合施設

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

障福44 精神障害者指導台帳 市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課長
精神障害者に対する支援を実施
するため

1住所、２氏名、３電話番号、4生年月
日・年齢、5本籍・国籍、6婚姻、7親族関
係・続柄、8住所歴、9心身障害等、10疾
病・負傷等、11検査・診療等、12病院・
主治医、13収入状況、14資産状況、15納
税状況、16公的扶助の受給の有無、17医
療保険加入状況、18学業・学歴、19職
業・職歴、20成績・評価、21家庭状況、
22居住状況、23趣味・嗜好、24意見・要
望の内容、25各種相談、26介護保険の
サービス利用状況及び給付実績情報等

精神障害者保健福祉手帳所持
者、自立支援医療費（精神通
院）支給認定者及び精神障害
の診断を受けている者で障害
福祉サービス等を利用してい
る者
その他相談を受けた者

本人や本人の親族、関係機関から
窓口、電話等によって収集してい
る。
障害支援区分認定調査を行い、収
集している。

１００人〜９９９人 含まない 含む
指定特定相談支援事業所
指定一般相談支援事業所
障害者総合施設

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

障福46 身体障害者手帳所持者台帳管理
事務（資格管理システム）

市長 福祉部障害福祉課 福祉部障害福祉課長 身体障害者手帳所持者の資格管
理のため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影、11心
身障害等、12疾病・負傷等、13検査・診
療等、14病院・主治医、15写真、16法に
規定する医師の診断書、17身体障害者手

18歳以上の身体障害者手帳所
持者

本人（代理人含む）からの窓口受
付、郵送

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

地共１ 敬老祝金支給台帳 市長 地域共生部地域共生推進課 地域共生部地域共生推進課長
越谷市敬老祝金条例に基づき贈
呈対象者に対する支給に係る事
務のため

氏名、性別、住所、生年月日・年齢、電話
番号、親族関係・続柄、住所歴、口座番
号、居住状況

年度内に88歳、99歳の誕生日
を迎える市民

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送によって収集している １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

出張所共通・地区センター共通
令和3年4月1日福祉推進課(1)から移管

地共２ 敬老会開催事務 市長 地域共生部地域共生推進課 地域共生部地域共生推進課長
越谷市敬老会開催要綱に基づき
敬老会招待者及び敬老記念品対
象者を把握するため

１氏名、２性別、３住所、４生年月日・年
齢、５親族関係・続柄、６居住状況

・当該年9月30日時点で75歳
以上の市民（敬老会）
・当該年度に77歳になる
（なった）市民（記念品）

住基情報によって収集している １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

令和3年4月1日福祉推進課(2)から移管

地共６ シルバーカレッジ申込名簿 市長 地域共生部地域共生推進課 地域共生部地域共生推進課長
シルバーカレッジ開催要項に基
づく入学申込者の管理のため

氏名、性別、住所、生年月日・年齢、電話
番号 市内在住満60歳以上の市民

本人から郵送、電子申請によって
収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

出張所共通・地区センター共通
令和3年4月1日福祉推進課(5)から移管



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

地共７ シルバーカレッジ講師依頼台帳 市長 地域共生部地域共生推進課 地域共生部地域共生推進課長
シルバーカレッジ開催要項に基
づく講師依頼に係る庶務のため

氏名、住所、電話番号、印影、職業・職
歴、地位、団体加入状況 シルバーカレッジ講師 本人から受付 １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

令和3年4月1日福祉推進課(6)から移管

地共８ いきいき農園地権者管理台帳 市長 地域共生部地域共生推進課 地域共生部地域共生推進課長

特定農地貸付けに関する農地法
等の特例に関する法律第３条第
１項の規定に基づく承認申請の
ため

氏名、性別、生年月日・年齢、住所、電話
番号、本籍・国籍、親族関係・続柄、印
影、資産状況、居住状況

いきいき農園貸出事業のため
に、市に土地を貸し出してい
ただける地権者

本人から受付 １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市農業委員会 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

令和3年4月1日福祉推進課(7)から移管

地共９ いきいき農園利用者管理台帳 市長 地域共生部地域共生推進課 地域共生部地域共生推進課長
いきいき農園事業事務取扱要領
に基づき、農園利用者及び希望
者の確認と連絡事務

氏名、性別、住所、生年月日・年齢、電話
番号

市内在住満60歳以上のいきい
き農園利用者及び利用希望者

郵送、電子申請によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

令和3年4月1日福祉推進課(8)から移管

地共１２ 越谷市老人クラブ連合会役員及
び単位老人クラブ名簿

市長 地域共生部地域共生推進課 地域共生部地域共生推進課長

越谷市老人クラブ補助金交付要
綱にもとづく補助金の交付事務
を執行するために交付申請書の
添付書類として連合会役員名簿
及び単位老人クラブ会員名簿の
提出を求めているため

氏名、性別、住所、生年月日・年齢、電話
番号、地位、団体加入状況、居住状況

越谷市老人クラブ連合会役員
及び単位老人クラブの会員

本人から窓口受付、越谷市社会福
祉協議会より収集している

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市社会福祉協議会 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

令和3年4月1日福祉推進課(12)から移管

地共１４ 老人福祉センター管理運営事務 市長 地域共生部地域共生推進課 地域共生部地域共生推進課長

高齢者に関する各種の相談に応
じるとともに、健康増進、教養
の向上及びレクリエーションの
ための便宜を総合的に供与する
ため

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住
所、５電話番号、６親族関係・続柄、７団
体加入状況、８施設利用状況

老人福祉センター利用者 本人から窓口受付 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

平成13年4月1日前開始
令和3年4月1日福祉推進課(33)から移管

地共１５ 地域福祉計画策定に関する事務 市長 地域共生部地域共生推進課 地域共生部地域共生推進課長
地域福祉計画策定に係るアン
ケート調査を、無作為抽出の市
民に送付するため

氏名、性別、生年月日・年齢、住所
無作為に抽出された20歳以上
の市民 行政デジタル推進課の抽出作業 １０００人以上 含まない 含まない 行政デジタル推進課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

令和3年4月1日福祉推進課(36)から移管

地共１６ 防犯カメラ設置事務 市長 地域共生部地域共生推進課 地域共生部地域共生推進課長
老人福祉センター施設の防犯及
び施設利用者の安全管理のため 来荘者映像 老人福祉センター利用者 録画 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

令和3年4月1日福祉推進課(38)から移管

地共１７ 在宅介護者福祉手当支給台帳 市長 地域共生部地域共生推進課 地域共生部地域共生推進課長
在宅介護者福祉手当支給に関す
る事務に利用するため

氏名、性別、住所、生年月日・年齢、電話
番号、親族関係・続柄、心身障害等、疾
病・負傷等、体力、病院・主治医、口座番
号、家庭状況、居住状況、要介護度、認定
の有効期間、給付実績

在宅介護者福祉手当資格認定
申請書を提出した者 本人（代理人含む）から窓口受付 １００人〜９９９人 含まない 含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

平成28年4月1日 福祉推進課から移管
令和3年4月1日 地域包括ケア推進課(16)
から移管

地共１８ 介護支援ボランティア制度登録
者名簿

市長 地域共生部地域共生推進課 地域共生部地域共生推進課長

ボランティアポイントの換金に
かかる事務、事業状況の報告・
通知発送にかかる事務に利用す
るため

氏名、生年月日・年齢、住所、電話番号、
親族関係・続柄、介護保険被保険者番号、
納税状況、口座番号、活動状況

介護支援ボランティア登録者 本人から窓口受付（委託先）、住
基情報によって取得

１００人〜９９９人 含まない 含まない 社会福祉法人 越谷市社会福祉
協議会

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

平成28年4月1日 福祉推進課から移管
令和3年4月1日 地域包括ケア推進課(23)
から移管

地共１９
助け合いの仕組みづくり事業利
用者受付表 市長 地域共生部地域共生推進課 地域共生部地域共生推進課長

利用者の把握、地域検討会の庶
務等に利用するため

氏名、性別、生年月日・年齢、住所、電話
番号、地位、団体加入状況、健康状態

「ふらっと」がもう・おおぶ
くろ利用者

本人から窓口受付（委託先）、住
基情報によって取得 １００人〜９９９人 含まない 含まない

社会福祉法人 越谷市社会福祉
協議会 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

平成28年4月1日 福祉推進課から移管
令和3年4月1日 地域包括ケア推進課(25)
から移管

地共２０ 重層的支援体制整備事業 市長 地域共生部地域共生推進課 地域共生部地域共生推進課長
複雑・複合的な課題を抱えた市
民への支援方法について協議
し、福祉の向上を図るため

氏名、性別、生年月日・年齢、住所、電話
番号、本籍・国籍、婚姻、親族関係・続
柄、住所歴、心身障害等、疾病・負傷等、
検査・診療等、体力、病院・主治医、写
真、収入状況、資産状況、納税状況、公的
扶助の受給の有無、学業・学歴、職業・職
歴、資格、地位、成績・評価、賞罰、団体
加入状況、家庭状況、居住状況、趣味・嗜
好、各種相談

複雑・複合的な課題を抱え市
役所や福祉の支援機関に相談
に来た市民、その家族等

・本人やその家族等から、聞き取
りにより収集
・住基情報によって収集
・福祉に携わる関係各課が保有す
る情報システムによって収集

１００人〜９９９人 含まない 含まない

くらし安心課・福祉総務課・生
活福祉課（生活自立相談よりそ
い）・障害福祉課（障がい者等
基幹相談支援センター）・地域
共生推進課・地域包括ケア課
（地域包括支援センター）・子
ども施策推進課・子ども福祉
課・こども家庭センター・保育
入所課（保育コンシェル
ジュ）・保健総務課（こころの
健康支援室）・健康づくり推進
課・教育センター

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

地共２１ 第４次地域福祉計画策定 市長 地域共生部地域共生推進課 地域共生部地域共生推進課長
無作為抽出した市民に対し、地
域福祉計画策定に係るアンケー
ト調査を実施するため

氏名、性別、生年月日・年齢、住所
無作為に抽出された15歳以上
（R6.6.1現在）の市民 行政デジタル推進課の抽出作業 １０００人以上 含まない 含まない 行政デジタル推進課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

地共２２ きらポ申請者名簿 市長 地域共生部地域共生推進課 地域共生部地域共生推進課長
きらポの登録に関する事務及び
登録者の管理のため 1氏名、2住所、3生年月日、4電話番号 きらポ登録者 本人から受付 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

地ケア４
介護予防リーダーブラッシュ
アップ講座管理簿 市長 地域包括ケア課 地域共生部地域包括ケア課長

・当該講座に参加するものを把
握するため
・介護予防リーダーが運営する
通いの場の活動状況を把握する
ため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6リーダーとしての活動
状況、7活動団体名、8活動場所、9活動場
所の住所、10活動日時、11団体の活動状
況、12団体代表者の問合せ先

講座に申し込んだ者
介護予防リーダーが運営する
通いの場の情報

介護予防リーダーが運営する通い
の場の代表者が回答した内容をも
とに情報収集

１００人〜９９９人 含まない 含まない

越谷市リハビリテーション連絡
協議会
越谷市社会福祉協議会地域福祉
課
地域共生推進課

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

地ケア１１ 専門職の介護予防出張講座管理
簿

市長 地域包括ケア課 地域共生部地域包括ケア課長 当該講座に参加するものを把握
するため

1団体名、団体代表者氏名、2住所、3電話
番号、4その他（実施日時場所等）

講座への参加申し込みを行
い、受講した団体、講演した
講師

受講希望団体から提出された申込
み書をもとに情報収集

１００人〜９９９人 含まない 含まない

越谷市リハビリテーション連絡
協議会       越谷市歯
科医師会    越谷市薬剤師
会     埼玉県栄養士会

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

地ケア１３
高齢者の保健事業と介護予防事
業の一体的実施 対象者リスト 市長 地域包括ケア課 地域共生部地域包括ケア課長

介護予防教室への参加勧奨を行
うため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6健診結果、7認定情報

後期高齢者医療制度加入者
越谷市国民健康保険加入者

国保年金課が保有するKDBシステ
ムのデータを受領する １００人〜９９９人 含まない 含む 国保年金課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

地ケア１６ 地域包括支援センターシステム 市長 地域包括ケア課 地域共生部地域包括ケア課長

高齢者の状況を把握することの
ほか、被保険者が要介護状態に
なることを予防し、可能な限り
地域において、自立した日常生
活を営むことができるよう支援
する

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6国籍、7親族関係、8介
護保険情報、9被保険者番号等、10疾病・
負傷等、11サービス利用状況

65歳以上の市民、40歳〜64歳
で介護の認定を受けた方、関
係者

本人、関係者、介護保険情報シス
テムにより収集

１０００人以上 含まない 含む 地域包括支援センター13か所 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

地ケア２５
包括主任介護支援専門員会議
参加者名簿 市長 地域包括ケア課 地域共生部地域包括ケア課長

会議開催通知および参加状況の
確認、研修会への参加者を把握
するため

1氏名、2所属名、３（所属）住所、４
（所属）電話番号、4職種、5（所属）
メールアドレス

主任ケアマネ会議メンバーで
ある者、研修会への参加申し
込みを行った者

地域包括支援センターからの報告
による １００人〜９９９人 含まない 含まない 地域包括支援センター13か所 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

地ケア３０ 地域ケア会議出席者名簿 市長 地域包括ケア課 地域共生部地域包括ケア課長
地域ケア会議の出席者を把握す
るため。 １氏名、２事業所名、３資格 地域ケア会議出席者

本人もしくは専門職団体よりメー
ル、電子申請で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

地ケア３２ 地域包括支援ネットワーク協力
機関・団体名簿

市長 地域包括ケア課 地域共生部地域包括ケア課長
ネットワーク協力・機関団体を
管理、把握し、支援や会議に活
用するため

１団体名称、２代表者名、３住所、４電話
番号、５性別、６自治会名、７郵便番号、
８フリガナ

地域包括支援ネットワーク協
力機関・団体

地域包括支援ネットワーク協力機
関・団体から窓口、メールでの受
付、関係機関（福祉総務課、市民
活動支援課、老人クラブ連合会、
越谷市社会福祉協議会）から紙媒
体もしくはメールでの提供

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

地ケア３４ 介護マーク利用者一覧 市長 地域包括ケア課 地域共生部地域包括ケア課長 申請者数の把握のため
1介護者氏名、2性別、3続柄、4要介護者
氏名、5要介護者生年月日、6要介護者年
齢、7介護者住所、8介護者電話番号

介護マーク申請書を提出した
者及びその者の介護する者
（平成２３年度以降）

申請者本人から窓口受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

地ケア３５
認知症徘徊高齢者家族支援サー
ビス利用者名簿 市長 地域包括ケア課 地域共生部地域包括ケア課長

越谷市認知症徘徊高齢者家族支
援サービス事業実施要綱に基づ
き事務を処理する

1氏名、2性別、3住所、4電話番号、5親族
関係・続柄、6要介護度、7疾病・負傷
等、8家庭状況、9居住状況、10生活状
況、11担当地域包括支援センター

認知症徘徊家族支援サービス
高齢者家族支援サービス事業
対象者、申請者、利用料金を
支払う親族、対応可能な親
族、ケアマネジャー

本人、実施機関内から収集してい
る １００人〜９９９人 含まない 含む

ホームネット株式会社、
サービス利用者の該当地区の地
域包括支援センター

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

地ケア３６ 認知症サポーター養成講座名簿 市長 地域包括ケア課 地域共生部地域包括ケア課長 参加者を把握するため 1氏名、2住所、3電話番号 上級編の講座を受講した者 本人からの電話等による受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない 地域包括支援センター 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

地ケア３７
認知症サポータースキルアップ
講座（入門編）修了者名簿 市長 地域包括ケア課 地域共生部地域包括ケア課長

修了者名簿を作成し管理するた
め 1氏名、2住所、3電話番号

講座への参加申し込みを行
い、受講した者

地域包括支援センターからの報告
による １００人〜９９９人 含まない 含まない 地域包括支援センター 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

地ケア３８
認知症サポータースキルアップ
講座（上級編）修了者名簿 市長 地域包括ケア課 地域共生部地域包括ケア課長

修了者名簿を作成し管理するた
め 1氏名、2住所、3電話番号

入門編の講座を受講した者の
うち、上級編の講座を受講し
た者

本人からの電話等による受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない 地域包括支援センター 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

地ケア３９
認知症サポータースキルアップ
講座受講者 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ参加者名
簿

市長 地域包括ケア課 地域共生部地域包括ケア課長
修了者名簿を作成し管理するた
め 1氏名、2住所、3電話番号 上級編の講座を受講した者 本人からの電話等による受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない 地域包括支援センター 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

地ケア４０
訪問理美容サービス事業利用者
名簿（令和5年度） 市長 地域包括ケア課 地域共生部地域包括ケア課長

訪問理美容サービス事業利用者
の管理のため

1氏名、2住所、3電話番号、4親族関係・
続柄、5性別、6介護保険情報、7障害区
分、8親族の連絡先

訪問理美容サービス事業申請
書を提出した者、利用者、緊
急連絡先

申請者もしくは利用者本人から収
集 １００人〜９９９人 含まない 含む

埼玉県美容業生活衛生同業組合
越谷支部、埼玉県理容生活衛生
同業組合越谷支部

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

地ケア４３ 緊急通報システム利用者台帳 市長 地域包括ケア課 地域共生部地域包括ケア課長
緊急通報システムの設置者管理
のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、8緊急
連絡先、9疾病・負傷等、10病院・主治医

緊急通報システム事業対象
者、申請者、緊急連絡先の者
及び賃貸人等

本人、実施機関内から収集してい
る １００人〜９９９人 含まない 含む

越谷市消防局指令課
大阪ガスセキュリティサービス
株式会社

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

地ケア５０
高齢者虐待防止研修参加者名簿
（令和６年度） 市長 地域包括ケア課 地域共生部地域包括ケア課長 参加者を把握するため 1氏名、2その他（職名・事業所名） 参加申込みをしたもの 本人から収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

地ケア５６
訪問理美容サービス事業利用者
名簿（令和６年度） 市長 地域包括ケア課 地域共生部地域包括ケア課長

訪問理美容サービス事業利用者
の管理のため

1氏名、2住所、3電話番号、4親族関係・
続柄、5性別、6介護保険情報、7障害区
分、8親族の連絡先

訪問理美容サービス事業申請
書を提出した者、利用者、緊
急連絡先

申請者もしくは利用者本人から収
集 １００人〜９９９人 含まない 含む

埼玉県美容業生活衛生同業組合
越谷支部、埼玉県理容生活衛生
同業組合越谷支部

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

地ケア５９ ケース一覧表・相談記録 市長 地域包括ケア課 地域共生部地域包括ケア課長

市民及び関係機関等からの相談
内容を管理するほか、権利擁護
等で継続的に支援する支援対象
者の情報を管理するため

1氏名、2住所、3生年月日・年齢、4親族
関係・続柄、5電話番号・6要介護度、7心
身障害等、8疾病・負傷等

地域包括ケア課に相談があっ
た者

本人、関係者、介護保険情報シス
テムにより収集

１０００人以上 含まない 含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

地ケア６０
地域ケア会議出席者名簿（令和
６年度） 市長 地域包括ケア課 地域共生部地域包括ケア課長

地域ケア会議の出席者を把握す
るため。 １氏名、２事業所名、３資格 地域ケア会議出席者

本人もしくは専門職団体よりメー
ル、電子申請で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

地ケア６１
地域ケア会議出席者名簿（令和
７年度） 市長 地域包括ケア課 地域共生部地域包括ケア課長

地域ケア会議の出席者を把握す
るため。 １氏名、２事業所名、３資格 地域ケア会議出席者

本人もしくは専門職団体よりメー
ル、電子申請で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

地ケア６２
訪問理美容サービス事業利用者
名簿（令和７年度） 市長 地域包括ケア課 地域共生部地域包括ケア課長

訪問理美容サービス事業利用者
の管理のため

1氏名、2住所、3電話番号、4親族関係・
続柄、5性別、6介護保険情報、7障害区
分、8親族の連絡先

訪問理美容サービス事業申請
書を提出した者、利用者、緊
急連絡先

申請者もしくは利用者本人から収
集 １００人〜９９９人 含まない 含む

埼玉県美容業生活衛生同業組合
越谷支部、埼玉県理容生活衛生
同業組合越谷支部

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

介保2
越谷市高齢者保健福祉計画・介
護保険事業計画の策定等に係る
実態調査送付対象者リスト

市長 地域共生部介護保険課 地域共生部介護保険課長

越谷市高齢者保健福祉計画・介
護保険事業計画の策定等にあた
り、被保険者等の意見を反映す
るための実態調査を行うため

1氏名、2性別、3年齢、4住所、5要介護度 基礎調査送付対象者 本人、家族等から郵送等によって
収集している

１０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

介保3 事故報告 市長 地域共生部介護保険課 地域共生部介護保険課長
老人福祉施設等危機管理マニュ
アルに基づく指定事業所等での
事件・事故の把握するため

1氏名、2性別、3心身障害等、4疾病・負
傷等、5検査・診療等、6病院、7写真

事故報告を提出した者、事故
にあった者

指定事業所等から電子申請で収集
している １０００人以上 含まない 含まない

地域包括ケア課
福祉総務課
埼玉県高齢者福祉課

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

介保4
事業所等にかかる指定等に関す
る事務 市長 地域共生部介護保険課 地域共生部介護保険課長

介護サービス事業所の指定等を
行うため

1氏名、2生年月日、3住所、4職業、5資
格、6地位

指定(予定)事業所の運営法人
等代表、管理者、サービス提
供責任者

本人（代理人含む）から窓口、郵
送等によって収集している １０００人以上 含まない 含まない

障害福祉課
埼玉県高齢者福祉課
福祉総務課

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

介保6
新型コロナウイルス感染症対応
従事者慰労金支給簿 市長 地域共生部介護保険課 地域共生部介護保険課長

対象となる事業の従事者に対
し、慰労金を支給するため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5印影、6口座番号、7職業・職歴

新型コロナウイルス感染症対
応従事者慰労金の支給申請を
した者

本人が所属する事業所などから窓
口、郵送等で収集している １０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

介保7 介護保険システム（認定管理） 市長 地域共生部介護保険課 地域共生部介護保険課 認定管理のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6印影、7個人番号、8申
請者と本人との関係、9被保険者番号、10
要介護度、11認定の有効期間、12資格喪
失等、13心身障害等、14疾病・負傷等、
15検査・診療等、16体力、17病院・主治
医、18サービス利用状況、19公的扶助の
受給の有無、20サービス限度基準額等、
21職業・職歴、22２号被保険者の医療保
険加入状況等、23家庭状況、24居住状
況、25趣味・嗜好、26意見・要望の内
容、27各種相談、28特記事項の内容（生
育歴等）、29入所の有無・施設名等、30
変更申請理由、31認定審査会の意見等、
32給付制限の内容等氏名、性別、生年月
日・年齢、住所、電話番号、印影、申請者
と本人との関係、被保険者番号、要介護
度、認定の有効期間、心身障害等、疾病・
負傷等、検査・診療等、体力、病院・主治
医、サービス限度基準額等、職業・職歴、
２号被保険者の医療保険加入状況等、家庭
状況、居住状況、意見・要望の内容、各種

越谷市介護保険被保険者

本人（代理人含む）、事業所等か
らの申請、届出（窓口、郵送、電
子申請による）、関係機関からの
情報提供、市職員の調査等によっ
て収集している。

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

介保8 介護認定訪問調査員従事者名簿 市長 地域共生部介護保険課 地域共生部介護保険課
認定調査を委託する居宅介護支
援事業等の認定調査員を把握す
るため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4電話
番号、5その他、6職業・職歴、7資格、8
勤務先（事業所）、9所在地

認定調査を受託した事業所に
所属する調査員 事業所から窓口、郵送にて収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

介保10 介護保険システム（給付管理） 市長 地域共生部介護保険課 地域共生部介護保険課長 介護保険業務の給付管理のため

1氏名、２生年月日、３性別、4年齢、5住
所、6送付先住所、7送付先氏名、8被保険
者番号、9被保険者資格情報、10要介護認
定情報、11居宅サービス計画作成依頼届
出情報、12事業対象者情報、13負担割合
情報、14利用者負担に関する減免情報、
15給付制限情報、16給付情報、17口座情
報、18世帯情報、19収入情報、20保険料
賦課情報、21保険料収納情報

越谷市介護保険被保険者

本人、事業所等からの申請、届出
（窓口受付または郵送による）、
関係機関からの情報提供、市職員
の調査等によって収集している

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない 埼玉県国民健康保険団体連合会 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

介保11 障害者控除対象者認定書発行簿 市長 地域共生部介護保険課 地域共生部介護保険課長
確定申告の際に障害者控除の適
用を受けるための障害者控除対
象者認定書の発行管理のため

1申請者氏名、２続柄、３被保険者番号、
4生年月日、5死亡日、6要介護状態区分、
7送付先住所、8送付先氏名、9認定結果、
10電話番号

障害者控除対象者認定申請者 本人等からの申請（窓口受付また
は郵送）によって収集している

１００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

介保12 おむつ使用証明書発行簿 市長 地域共生部介護保険課 地域共生部介護保険課長
確定申告の際に医療費控除の適
用を受けるためのおむつ使用証
明書の発行管理のため

1被保険者番号、２氏名 おむつ使用証明申請者 本人等からの申請（窓口受付）に
よって収集している

１００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

介保13
軽度者に対する福祉用具貸与確
認通知書発行簿 市長 地域共生部介護保険課 地域共生部介護保険課長

居宅介護支援事業所等の申請に
基づき、軽度者に対する福祉用
具貸与が適切であることの確認
を市が行ったことを通知する確
認通知書の発行管理のため

1被保険者番号、２氏名、３担当居宅介護
支援事業所等、4住所、5適用期間、6貸与
種目、7医学的所見区分

居宅介護支援事業所等が行う
確認申請の対象者

居宅介護支援事業所等からの申請
（窓口受付または郵送）によって
収集している

１００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

介保14 第三者の行為による被害届受付
簿

市長 地域共生部介護保険課 地域共生部介護保険課長 第三者の行為による被害届の受
付管理のため

1氏名、２住所、３埼玉県国民健康保険団
体連合会への求償事務委託の有無、4被保
険者番号、5要介護認定申請日、6要介護
状態区分、7利用サービス

第三者の行為による被害届の
届出者

本人等からの届出（窓口受付また
は郵送）によって収集している

１００人〜９９９人 含まない 含まない 埼玉県国民健康保険団体連合会 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

介保15
特別養護老人ホーム優先入所希
望者に関する報告書受付簿 市長 地域共生部介護保険課 地域共生部介護保険課長

特別養護老人ホーム優先入所希
望者に関する報告書の受付管理
のため

1氏名、2被保険者番号、3要介護状態区
分、4入所申込特別養護老人ホーム、5特
例入所要件

特別養護老人ホームが行う優
先入所希望者報告の対象者

特別養護老人ホームからの報告
（窓口受付または郵送）によって
収集している

１００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

介保18
介護保険システム（保険料管
理） 市長 地域共生部介護保険課 地域共生部介護保険課長 介護保険料業務の管理のため

1氏名、2性別、3生年月日、４年齢、５本
籍・戸籍、６親族関係、７続柄、８世帯主
名、９婚姻、１０住所、１１電話番号、１
２住所歴、１３個人番号、１４転入日、１
５転出日、１６死亡日、１７在留資格、１
８被保険者証番号、１９住所地特例適用・
変更・終了届出年月日、２０介護保険施設
名（異動前、異動後）、２１介護保険施設
入退所日、２２施設所在地、２３施設電話
番号、２４前住所地被保険者証番号、２５
適用除外施設名、２６適用除外施設種類、
２７減免申請日、２８承認・不承認の別、
２９減免額、３０交付年月日、３１収入状
況、３２資産状況、３３納税状況、３４家
族状況、３５居住状況、３６取引状況、３
７各種相談、３８職業・職歴、３９特別徴
収対象年金の種類、４０特別徴収義務者、
４１基礎年金番号、４２収入状況、４３公
的扶助の受給の有無、４４口座番号、４５
課税状況、４６老齢福祉年金受給有無、４
７生活保護需給開始年月日、48保険料
額、４９印影

越谷市介護保険被保険者、他
市区町村から越谷市内住所地
特例対象施設に住所を移した
者

本人、事業所、関係機関、市職員
等から申請、届出、情報提供、調
査等によって収集している

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む 埼玉県国民健康保険団体連合会 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

子施1 児童福祉分科会委員名簿 市長 子ども家庭部子ども施策推進課 子ども家庭部子ども施策推進課長
社会福祉審議会児童福祉分科会
の委員管理のため

1氏名、2性別、3生年月日、4肩書、5住
所、6電話番号、7選出母体

委員選出報告及び承諾書を提
出したもの

本人、選出母体から、郵送等に
よって収集している １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子施2
子育て応援サイト運営ボラン
ティア名簿 市長 子ども家庭部子ども施策推進課 子ども家庭部子ども施策推進課長

子育て応援サイト運営ボラン
ティアの管理のため

1氏名、2ハンドルネーム、3お子さんの年
齢、4住所、5電話番号、6メールアドレス
（PC）、7メールアドレス（携帯）

越谷市子育て応援サイト運営
ボランティア申込書を提出し
たもの

本人から郵送等によって収集して
いる １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子施3
越谷市子ども・子育て支援事業
計画子育て支援策に係る実態調
査簿

市長 子ども家庭部子ども施策推進課 子ども家庭部子ども施策推進課長 越谷市子ども・子育て支援事業
計画の実態調査のため

1住所、２氏名、３生年月日、4性別、5続
柄、6年齢

抽出条件に該当したもの 条件に該当する対象者を無作為抽
出によって抽出している

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子施4 越谷市保育ステーションにおけ
る送迎保育事業利用者名簿

市長 子ども家庭部子ども施策推進課 子ども家庭部子ども施策推進課長
越谷市保育ステーションにおけ
る送迎保育利事業の管理に必要
なため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7疾
病・負傷等、8健康状態等、9職業・職
歴、10医療保険加入状況、11家庭状況

越谷市保育ステーションにお
いて送迎保育事業を利用した
もの

利用者の保護者から送迎保育利用
者登録券利用申請書等の提出を受
けることで収集している

１人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子施5 越谷市保育ステーションにおけ
る一時預かり事業利用者名簿

市長 子ども家庭部子ども施策推進課 子ども家庭部子ども施策推進課長
越谷市保育ステーションにおけ
る一時預かり事業の管理に必要
なため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7疾
病・負傷等、8健康状態等、9職業・職
歴、10医療保険加入状況、11家庭状況

越谷市保育ステーションにお
いて一時預かり事業を利用し
たもの

利用者の保護者から一時預かり利
用者登録申請書等の提出を受ける
ことで収集している

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子施6 越谷市病児保育事業利用者名簿 市長 子ども家庭部子ども施策推進課 子ども家庭部子ども施策推進課長 越谷市病児保育事業の管理に必
要なため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7疾
病・負傷等、8検査・診療等、9病院・主
治医、健康状態、10公的扶助の受給の有
無、11職業・職歴、12医療保険加入状
況、13家庭状況

越谷市病児保育事業の利用を
申し込んだもの

利用者の保護者から、病児保育室
ネット予約サービスで受け付け
る。

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子施7 障害児通所（相談）支援事業所
指定管理台帳

市長 子ども家庭部子ども施策推進課 子ども家庭部子ども施策推進課長 障害児通所（相談）支援事業所
の指定業務の管理に必要なため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6学業・学歴、7職業・職
歴、8資格、9収入状況、10資産状況

越谷市において障害児通所
（相談）事業の指定を受けた
者及び指定を受けた事業所に
勤務する従業者

事業者から、窓口受付、郵送、電
子申請で受け付ける

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子施8
越谷市ファミリー・サポート・
センター会員登録 市長 子ども家庭部子ども施策推進課 子ども家庭部子ども施策推進課長

ファミリー・サポート・セン
ターの提供会員・利用会員登録
を行うため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6疾病・負傷等、8病院・
主治医、9職業・職歴、10資格、11地図、
12家庭状況、13趣味・嗜好、14援助でき
る内容、15送迎方法、16各種相談

提供会員登録書及び利用会員
登録書を提出したもの

提供会員・利用会員から、窓口受
付で受け付ける １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子施9 越谷市ファミリー・サポート・
センター会員台帳

市長 子ども家庭部子ども施策推進課 子ども家庭部子ども施策推進課長
ファミリー・サポート・セン
ターの提供会員・利用会員の利
用管理を行うため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6親族関係・続柄、7疾
病・負傷等、8提供会員情報、9活動内
容、10保育施設情報、11愛称、12各種相

提供会員及び利用会員の事前
打ち合わせ票に記載したもの

提供会員・利用会員から、窓口受
付で受け付ける

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子施10
越谷市子育てサロン相談業務・
講座実施事務 市長 子ども家庭部子ども施策推進課 子ども家庭部子ども施策推進課長

子育てサロンの相談業務や講座
受講をするため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6各種相談、7メールアド
レス

子育てサロン申込時に申請し
たもの

本人から、窓口受付、電話、電子
申請で受け付ける １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子施12 緊急サポート事業個別情報項目 市長 子ども家庭部子ども施策推進課 子ども家庭部子ども施策推進課長
緊急サポートセンターの提供会
員・利用会員登録を行うため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6疾病・負傷等、7心身障
害等、8病院・主治医、9職業・職歴、10
資格、11各種相談、12家庭状況、13趣
味・嗜好、14援助できる内容、15送迎方
法、16メールアドレス、17写真、18親族
関係・続柄、19口座番号、20居住状況

提供会員登録書及び利用会員
登録書を提出したもの

提供会員・利用会員から、窓口受
付で受け付ける １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福1 児童手当資格管理ファイル 市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長
児童手当の支給に関する事務の
ため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係、9続柄、10住所歴、11個人番
号、12収入状況、13口座番号、14職業、
15加入年金

児童手当の対象児童および児
童を監護し、かつ、これと生
計を同じくする父または母等
のうち生計を維持する程度の
高い者。

受給資格者（本人）、配偶者等。 １０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福2
こども医療費受給資格管理ファ
イル 市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長

こども医療費の支給に関する事
務のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10心身障害
等、11検査・診療等、12病院・主治医、
13公的扶助の受給の有無、14口座番号、
15医療保険等支給額・支給状況等、16加
入医療保険、17家庭状況

こども医療費の対象児童及び
こども医療費受給資格登録申
請書兼登録台帳を提出した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送等で受け付ける。 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福5
越谷市重度心身障害者手当支給
事務 市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長

越谷市重度心身障害者手当支給
条例に基づき手当を支給するた
め

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7印影、8
個人番号、9心身障害等、10納税状況、11
公的扶助の受給の有無、12口座番号、13
年金受給状況、14施設入所状況

越谷市重度心身障害者手当交
付申請書提出者 本人（代理人含む）から窓口受付 １００人〜９９９人

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福7 児童ケース台帳作成事務 市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長 児童ケース状況の把握と処遇方
針決定のため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10心身障害
等、11疾病・負傷等、12検査・診療等、
13体力、14病院・主治医、15写真、16身
体障害者手帳番号、17療育手帳番号、18
収入状況、19資産状況、20納税状況、21
公的扶助の受給の有無、22学業・学歴、
23職業・職歴、24加入医療保険、25家庭
状況、26居住状況、27趣味・嗜好、28各

身体障害者手帳交付申請書提
出者

療育手帳交付申請書提出者

本人（代理人含む）から窓口受付 １００人〜９９９人
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福9 障害児援護事務 市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長
障害児に対しての福祉の援護事
務のため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影、11心
身障害等、12疾病・負傷等、13検査・診
療等、14体力、15病院・主治医、16収入
状況、17資産状況、18納税状況、19取引
状況、20公的扶助の受給の有無、21口座
番号、22学業・学歴、23職業・職歴、24
家庭状況、25居住状況

障害児通所給付費支給申請書
兼利用者負担減額・免除等申
請書提出者

介護給付費・訓練等給付費・
特定障害者特別給付費・地域
相談支援給付費・療育介護医
療費支給申請書兼利用者負担
額現額・免除等申請書提出者

本人（代理人含む）から窓口受
付・郵送でも受け付ける １０００人以上

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福13 補装具給付管理ファイル 市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長 補装具の給付に関する事務のた
め

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影、11個
人番号、12心身障害等、13疾病・負傷
等、14検査・診療等、15体力、16病院・
主治医、17収入状況、18納税状況、19公
的扶助の受給の有無、20職業・職歴、21
家庭状況、22居住状況

補装具給付申請者、対象児童
とその家族等

本人（代理人含む）から窓口受付 １００人〜９９９人
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

子福14 日常生活用具給付管理ファイル 市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長 日常生活用具の給付に関する事
務のため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影、11個
人番号、12心身障害等、13疾病・負傷
等、14検査・診療等、15体力、16病院・
主治医、17収入状況、18納税状況、19公
的扶助の受給の有無、20職業・職歴、21
家庭状況、22居住状況

日常生活用具給付申請者、対
象児童とその家族等

本人（代理人含む）から窓口受付 １００人〜９９９人
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福16 ひとり親家庭等医療費申請事務 市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長
ひとり親家庭等医療費の資格要
件の把握に関する事務を処理す
る

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影、11個
人番号、12心身障害等、13疾病・負傷
等、14検査・診療等、15体力、16収入状
況、17納税状況、18取引状況、19公的扶
助の受給の有無、20口座番号、21学業・
学歴、22職業・職歴、23加入医療保険、
24家庭状況、25居住状況、26犯罪に関す

ひとり親家庭等医療費の受給
者及び対象児童

受給者本人から窓口受付、郵送等
で受け付ける。 １０００人以上

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福17
ひとり親家庭等医療費受給者認
定事務 市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長

ひとり親家庭等医療費の認定要
件の把握に関する事務を処理す
る

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影、11個
人番号、12心身障害等、13疾病・負傷
等、14検査・診療等、15体力、16収入状
況、17納税状況、18取引状況、19公的扶
助の受給の有無、20口座番号、21学業・
学歴、22職業・職歴、23加入医療保険、
24家庭状況、25居住状況、26犯罪に関す

ひとり親家庭等医療費の受給
者及び対象児童

受給者本人から窓口受付、郵送等
で受け付ける。 １０００人以上

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福18
ひとり親家庭等医療費受給者届
出事務 市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長

ひとり親家庭等医療費受給者の
現況及び変更等の把握に関する
届出事務を処理する

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影、11個
人番号、12心身障害等、13疾病・負傷
等、14検査・診療等、15体力、16収入状
況、17納税状況、18取引状況、19公的扶
助の受給の有無、20口座番号、21学業・
学歴、22職業・職歴、23加入医療保険、
24家庭状況、25居住状況、26犯罪に関す

ひとり親家庭等医療費の受給
者及び対象児童

受給者本人から窓口受付、郵送等
で受け付ける。 １０００人以上

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福19 ひとり親家庭等医療費支給事務 市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長
ひとり親家庭等医療費の支給要
件の把握に関する事務を処理す
る

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影、11心
身障害等、12疾病・負傷等、13検査・診
療等、14体力、15病院・主治医、16収入
状況、17納税状況、18取引状況、19公的
扶助の受給の有無、20口座番号、21費
用・負担額等、22職業・職歴、23加入医
療保険、24家庭状況、25居住状況

ひとり親家庭等医療費の受給
者及び対象児童

受給者本人から窓口受付、郵送等
で受け付ける。 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福20 母子及び父子並びに寡婦福祉資
金貸付管理台帳

市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長

母子及び父子並びに寡婦福祉法
に基づく母子家庭等の親及び寡
婦の経済的自立や扶養している
子どものために必要な資金の貸
付

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影、11個
人番号、12心身障害等、13疾病・負傷
等、14検査・診療等、15病院・主治医、
16収入状況、17資産状況、18納税状況、
19取引状況、20公的扶助の受給の有無、
21口座番号、22学業・学歴、23職業・職
歴、24資格、25加入医療保険、26家庭状
況、27居住状況

申請者とその家族及び申請者
の保証人

本人、関係機関からの聴取 １００人〜９９９人
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福21 高等職業訓練促進給付金等支給
台帳

市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長

高等職業訓練促進給付金等支給
要綱に基づき、高等職業訓練促
進給付金や高等職業訓練修了支
援給付金を支給する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9個人番号、10収入状
況、11納税状況、12公的扶助の受給の有
無、13口座番号、14支給状況、15学業・
学歴、16職業・職歴、17資格、18家庭状

申請者等 本人、関係機関からの聴取 １００人〜９９９人
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福22 母子家庭等自立支援教育訓練給
付金支給台帳

市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長
母子家庭等自立支援教育訓練給
付金支給要綱に基づき、給付金
を支給する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9個人番号、10収入状
況、11納税状況、12公的扶助の受給の有
無、13口座番号、14支給状況、15学業・
学歴、16職業・職歴、17資格、18家庭状

申請者等 本人、関係機関からの聴取 １００人〜９９９人
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福24 児童扶養手当認定等業務 市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長

児童扶養手当法に基づき、児童
扶養手当の認定に係る請求の受
付及び決定並びに手当の現況把
握及び支給事由等の変更に関す
る事務を処理する

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影、11個
人番号、12心身障害等、13疾病・負傷
等、14検査・診療等、15診断書、16身体
障害者手帳、17療育手帳番号、18収入状
況、19納税状況、20公的扶助の受給の有
無、21口座番号、22手当額、23学業・学
歴、24職業・職歴、25成績・評価、26児
童福祉施設等の入所歴等、27基礎年金番
号等、28家庭状況、29居住状況、30その
他家庭状況に関する情報、31意見・要望

児童扶養手当申請者とその家
族等

本人から窓口受付、実施機関及び
国又は他の地方公共団体より提供

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福25
未婚の児童扶養手当受給者に対
する臨時・特別給付金受給者台
帳

市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長
臨時・特別の措置として児童扶
養手当の受給者のうち、未婚の
ひとり親に対して給付を行う

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10収入状況、
11口座番号、12手当額、13家庭状況、14
居住状況、15その他家族状況に関する情

申請者とその家族 受給者本人からの申請受付 １００人〜９９９人 含まない 含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎０階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福26 令和２年度子育て世帯への臨時
特別給付金受給者台帳

市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長
児童手当を受給する世帯に対
し、臨時特別の給付金を支給す
る

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7住所
暦、8収入状況、9口座番号、10手当額、
11職業・職歴、12家庭状況、13居住状況

児童手当の申請者とその家族 児童手当受給者台帳を活用、受給
者本人からの申請受付

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎１階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福27 児童扶養手当受給者への臨時給
付金受給者台帳

市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長 児童扶養手当を受給する世帯に
対し、臨時給付金を支給する

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所暦、10収入状況、
11口座番号、12手当額、13家庭状況、14

児童扶養手当の申請者とその
家族

児童扶養手当受給者台帳を活用 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎０階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福28
ひとり親世帯臨時特別給付金受
給者台帳 市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長

新型コロナウイルス感染症の影
響を受けたひとり親世帯に対
し、臨時給付金を支給する

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所暦、10心身障害
等、11収入状況、12公的扶助の受給の有
無、13口座番号、14手当額、15基礎年金
番号等、16家庭状況、17居住状況、18そ
の他家族状況に関する情報

申請者とその家族
児童扶養手当受給者台帳を活用、
受給者本人からの申請受付 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎１階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福29
令和３年度子育て世帯生活支援
特別給付金受給台帳 市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長

新型コロナウイルス感染症の影
響が長期化する中、低所得者の
子育て世帯に対し、生活の支援
を行う観点より給付金を支給す
る

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所暦、10個人番号、
11心身障害等、12収入状況、13納税状
況、14公的扶助の受給の有無、15口座番
号、16手当額、17基礎年金番号等、18家
庭状況、19居住状況、20その他家族状況

申請者とその家族
児童手当受給者台帳、児童扶養手
当受給者台帳の活用受給者本人か
らの申請受付

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福30 令和３年度子育て世帯への臨時
特別給付金受給者台帳

市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長

新型コロナウイルス感染症によ
る影響が長期化する中で、子ど
もたちを力強く支援し、その未
来を拓く観点から、令和３年度
の所得額が児童手当（本則給
付）の支給対象となる額未満の
子育て世帯へ、臨時特別給付金
を支給する

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10個人番号、
11心身障害等、12収入状況、13公的扶助
の受給の有無、14口座番号、15手当額、
16家庭状況、17居住状況、18その他家族
状況に関する状況

申請者とその家族
児童手当受給者台帳、児童扶養手
当受給者台帳の活用受給者本人か
らの申請受付

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

子福31
令和４年度子育て世帯生活支援
特別給付金受給者台帳 市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長

新型コロナウイルス感染症によ
る影響が長期化する中で、食費
等の物価高騰等に直面する低所
得の子育て世帯に対し、その実
情を踏まえた生活の支援を行う
観点から給付金を支給する

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所暦、10個人番号、
11心身障害等、12収入状況、13公的扶助
の受給の有無、14口座番号、15手当額、
16基礎年金番号等、17家庭状況、18居住
状況、9その他家族状況に関する情報

申請者とその家族
児童手当受給者台帳、児童扶養手
当受給者台帳の活用受給者本人か
らの申請受付

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福32
子育て世帯応援特別給付金受給
者台帳 市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長

新型コロナウイルス感染症の影
響下において原油価格や物価が
高騰している現状に鑑み、市独
自の支援として子育て世帯に対
し給付金を支給する

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所暦、10収入状況、
11納税状況、12公的扶助の受給の有無、
13口座番号、14手当額、15基礎年金番号
等、16家庭状況、17居住状況、18その他
家族状況に関する情報

申請者とその家族
児童手当受給者台帳を活用、受給
者本人からの申請受付 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福33 こども支援臨時特別給付金受給
者台帳

市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長

新型コロナウイルスの影響下に
おいて原油価格や物価が高騰し
ている現状を鑑み、市独自の支
援として子育て世帯に対し、給
付金を支給する

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10口座番号、
11手当額、12家族状況、13居住状況、14
その他家族状況に関する情報

申請者とその家族

児童手当受給者台帳・児童扶養手
当受給者台帳・子育て世帯応援特
別給付金受給者台帳を活用、受給
者本人からの申請受付

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福34 特別児童扶養手当受給資格管理
ファイル

市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長 特別児童扶養手当の資格者管理
に関する事務及び進達のため

1証書記号・番号、2氏名、3性別、4生年
月日、5住所、6前住所（市町村名）、7金
融機関名・口座番号・預金種類・口座名義
人、8年金受給の有無・種類、9電話番
号、10認定年月日、11支給開始年月、12
支給停止年月、13資格喪失年月日、14手
当月額、15転出先・転出年月日、16本
籍・国籍、17外国人登録番号、18在留期
間、19通称名、20振込停止期間、21婚姻
の有無、22親族関係、23続柄、24同居別
居の別、25支給該当年月、26有期事由・
年月、27非該当事由・年月日、28特児等
級、29障害種別・等級・認定区分、30障
害者手帳番号・判定年月日・発行者、31
年度別月別該当児童数、32所得変更前情
報、33年度別所得情報、34個人番号、35
収入状況、36勤務先、37疾病・負傷等、
38検査・診療等、39体力、40病院・主治
医、41写真、42法に規定する医師の診断
書、43納税状況、44公的扶助の受給の有

特別児童扶養手当の対象者及
びその配偶者、対象児童並び
に対象者と生計を同じくする
扶養義務者

本人提出の特別児童扶養手当受給
申請書（認定請求書、変更届等）

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む 埼玉県特別児童扶養手当担当課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福35
超重症心身障害児短期入所促進
事業台帳 市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長

超重症心身障害児短期入所促進
事業に関する事務処理のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7印
影、8心身障害等、9疾病・負傷等、10検
査・診療等、11体力、12病院・主治医、
13収入状況、14利用者負担額、15補助金
の額、16診療報酬額、17家庭状況、18居
住状況、19入所期間等

越谷市在宅重症心身障害児の
家族に対するレスパイトケア
事業の利用者、家族等

対象児童の短期入所実施機関から
の郵送での申請受付 １人〜９９人 含まない 含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福36
身体障害者手帳管理台帳（障が
い児） 市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長

１８歳未満の児童に対する身体
障害者手帳交付事務のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5住所歴、6電話番号、7親族関係・続
柄、8印影、9身体障害者手帳交付（再交
付）申請日、10身体障害者手帳交付（再
交付）申請日、11身体障害者手帳番号、
12身体障害者手帳種別・等級、13障害の
原因・内容、14合併障害、15検査・診療
等、16病院・主治医、17写真、18法に規
定する医師の診断書、19療育手帳番号、
20療育手帳等級、21特定疾患医療受給者
証有無、22被爆者健康手帳有無、23個人

１８歳未満の者にかかる身体
障害者手帳交付等申請者
身体障害者手帳交付対象者の
保護者

本人（15歳未満の者についてはそ
の保護者）からの申請受付 １００人〜９９９人

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福38
越谷市障害児（者）生活サポー
ト事業 市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長

障害児(者)の福祉の向上及び介
護者の負担の軽減を図ることを
目的とする事務のため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9印影、10心身障害等、
11疾病・負傷等、12収入状況、13資産状
況、14納税状況、15公的扶助の受給の有
無、16学業・学歴、17職業・職歴、18家
庭状況、19居住状況

申請者とその家族
保護者および実施機関から窓口受
付、郵送等で受け付ける。 １００人〜９９９人 含まない 含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福41 療育手帳交付等受付事務（障害
児）

市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長 １８歳未満の児童に対する療育
手帳交付事務のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5住所歴、6電話番号、7親族関係・続
柄、8印影、9療育手帳交付（再交付）申
請日、10療育手帳交付（再交付）申請
日、11療育手帳番号、12療育等級、13障
害の原因・内容、14合併障害、15検査・
診療等、16病院・主治医、17写真、18法
に規定する医師の診断書、19身体障害者
手帳番号、20身体障害者手帳等級、21特
定疾患医療受給者証有無、22被爆者健康

１８歳未満の者にかかる療育
手帳交付等申請者
療育手帳交付対象者の保護者
等

18歳未満の療育手帳対象者の保護
者等からの申請受付

１００人〜９９９人
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福42 手帳所持児記録事務 市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長
心身に障害のある児童の現況の
把握・助言・指導

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5住所歴、6電話番号、7本籍・国籍、
8婚姻、9親族関係・続柄、10住所歴、11
療育手帳、身体障害者手帳交付（再交付）
申請日、12療育手帳、身体障害者手帳交
付（再交付）申請日、13療育手帳、身体
障害者手帳番号、14療育手帳、身体障害
者手帳種別・等級、15障害の原因・内
容、16合併障害、17検査・診療等、18病
院・主治医、19写真、20法に規定する医
師の診断書、21特定疾患医療受給者証有
無、22被爆者健康手帳有無、23収入状
況、24資産状況、25納税状況、26公的扶
助の需給の有無、27学業・学歴、28職
業・職歴、29成績・評価、30家庭状況、

児童及びその家族並びに親族

18歳未満の療育手帳及び身体障碍
者手帳所持者及び対象者の保護者
等
実施機関内
国又は他の地方公共団体

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福43
自立支援医療費（育成医療）支
給認定事務 市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長

自立支援医療（育成医療）の支
給に関する事務

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6婚姻、7親族関係・続
柄、8印影、9個人番号、10心身障害等、
11疾病・負傷等、12検査・診療等、13病
院・主治医、14収入状況、15納税状況、
16公的扶助の受給の有無、17職業・職
歴、18加入医療保険、19家庭状況、20居

申請者、受診者とその家族
本人、実施機関内、その他（家族
等） １人〜９９人

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

子福46
令和５年度低所得の子育て世帯
に対する子育て世帯生活支援特
別給付金受給者台帳

市長 子ども家庭部子ども福祉課 子ども家庭部子ども福祉課長

食費等の物価高騰に直面し、影
響を特に受ける低所得の子育て
世帯に対して、その実情を踏ま
えた生活支援を行う観点から、
給付金を支給するため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所暦、10個人番号、
11心身障害等、12収入状況、13公的扶助
の受給の有無、14口座番号、15手当額、
16基礎年金番号等、17家庭状況、18居住
状況、19その他家族状況に関する情報

申請者とその家族
児童手当受給者台帳、児童扶養手
当受給者台帳の活用
受給者本人からの申請受付

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

児支セ1 個人記録票（相談・発達支援） 市長
子ども家庭部子ども福祉課児童発達
支援センター 子ども家庭部子ども福祉課長

外来発達相談、早期療育教室、
児童発達支援、保育所等訪問支
援における児童の状況把握及び
療育・相談・指導に役立てるた
め

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6婚姻、7親族関係・続
柄、8心身に関する情報、9社会生活等に
関する情報、10家庭情報等に関する情
報、11意見・要望の内容、12各種相談

外来発達相談、早期療育教
室、児童発達支援のびのび、
保育所等訪問支援利用児童と
その保護者

保護者から直接聴取、相談・検査
の実施、医療機関、他機関からの
申し送りにより収集

１０００人以上 含まない 含む

健康づくり推進課、保育入所
課、医療機関、各種相談・療育
機関、幼稚園、保育所（園）、
教育センター、子ども福祉課

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

児支セ2 相談受付処理簿 市長
子ども家庭部子ども福祉課児童発達
支援センター 子ども家庭部子ども福祉課長

外来発達相談事務における記
録、管理のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6婚姻、7親族関係・続
柄、8心身に関する情報、9社会生活等に
関する情報、10家庭情報等に関する情
報、11意見・要望の内容、12各種相談

外来発達相談利用児童とその
保護者 保護者から直接聴取により収集 １０００人以上 含まない 含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

児支セ3 障害児通所給付費等請求情報
ファイル

市長 子ども家庭部子ども福祉課児童発達
支援センター

子ども家庭部子ども福祉課長 障害児通所給付費等請求事務に
おける請求情報作成のため

1氏名、2性別、3生年月日、4住所、5受給
者番号、6支給内容に関する情報、7利用
者負担に関する情報、8出席状況に関する
情報

児童発達支援、保育所等訪問
支援利用児童とその保護者

保護者から提供された通所受給者
証、出席簿より収集

１００人〜９９９人 含まない 含む 埼玉県国民健康保険団体連合会 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

児支セ4 健康記録台帳 市長 子ども家庭部子ども福祉課児童発達
支援センター

子ども家庭部子ども福祉課長 児童発達支援における児童の健
康状況を把握するため

1氏名、2性別、3生年月日、4身体測定・
内科健診情報、5診断名、6予防接種状
況、7感染症罹患状況、8アレルギー情
報、9歯科検診情報

児童発達支援ぐんぐん利用児
童

保護者から聴取、嘱託医の健診実
施により収集

１００人〜９９９人 含まない 含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

児支セ5 児童台帳 市長
子ども家庭部子ども福祉課児童発達
支援センター 子ども家庭部子ども福祉課長

児童発達支援において児童の発
達状況・家庭状況を把握するた
め

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9心身に関する情報、10
社会生活等に関する情報、11家庭情報等
に関する情報、12意見・要望の内容

児童発達支援ぐんぐん利用児
童とその家族

保護者から書面により提出された
書類から転記、及び直接聴取して
収集している

１００人〜９９９人 含まない 含む
保育入所課、医療機関、各種相
談・療育機関、幼稚園、保育所
（園）、教育センター

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

こ家セ4 家庭児童相談室管理台帳 市長 子ども家庭部こども家庭センター 子ども家庭部こども家庭センター長 児童についての悩み、問題の相
談・指導

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、４住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10心身障害
等、11疾病・負傷等、12検査・診療等、
13体力、14病院・主治医、15収入状況、
16納税状況、17公的扶助の受給の有無、
18学業・学歴、19職業・職歴、20成績・
評価、21家庭状況、22居住状況、23趣
味・嗜好、24意見・要望の内容、25各種
相談、26行動・観察

児童福祉法第10条に基づく者
（児童及び妊産婦、家庭その
他）

本人から聴取、関係機関から聴
取。

１０００人以上 含まない 含む 越谷市要保護児童対策地域協議
会

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

こ家セ5 施設入所者管理簿 市長 子ども家庭部こども家庭センター 子ども家庭部こども家庭センター長 施設入所者に関する事務のため
1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所。5入所施設、6入退所日、7入所・退
所・変更理由、8措置元

施設入所者本人及び保護者 児童相談所から提供 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

こ家セ6 子どもショートステイ管理簿 市長 子ども家庭部こども家庭センター 子ども家庭部こども家庭センター長 子育て短期支援事業に関する事
務を処理するため

1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住
所、5.電話番号、6.親族関係・続柄、7.心
身障害等、8.疾病・負傷等、9.検査・診療
等、10.体力、11.病院・主治医、12.体格、
13.納税状況、14.公的扶助の受給の有無、
15.利用者負担額、16.学業・学歴、17.職
業・職歴、18.家庭状況、19.趣味・嗜好、
20.入所期間・理由等

子育て短期支援事業の利用申
請者、その家族

申請者、対象児童、その家族、関
係機関からの聴取

１人〜９９人 含まない 含む 委託施設（乳児院） 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

こ家セ7
埼玉県男女共同参画推進セン
ター等一時保護施設入所者台帳 市長 子ども家庭部こども家庭センター 子ども家庭部こども家庭センター長

埼玉県婦人相談センター等の入
所等について一時入所が必要な
婦人を入所させるため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10心身障害
等、11疾病・負傷等、12検査・診療等、
13体力、14病院・主治医、15収入状況、
16資産状況、17公的扶助の受給の有無、
18学業・学歴、19職業・職歴、20資格、
21地位、22成績・評価、賞罰、23加入医
療保険、24家庭状況、25居住状況、26趣

申請者とその家族
知人 本人、関係機関からの聴取 １人〜９９人 含まない 含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

こ家セ8 母子生活支援施設入所事務 市長 子ども家庭部こども家庭センター 子ども家庭部こども家庭センター長
援護を必要とする母子を母子生
活支援施設に入所させる手続き
を行う事務

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影、11個
人番号、12心身障害等、13疾病・負傷
等、14検査・診療等、15体力、16病院・
主治医、17収入状況、18資産状況、19納
税状況、20公的扶助の受給の有無、21学
業・学歴、22職業・職歴、23資格、24地
位、25成績・評価、26賞罰、27団体加入
状況、28加入医療保険、29家庭状況、30
居住状況、31趣味・嗜好、32各種相談

母子生活支援施設入所者及び
その家族

本人及び実施機関内、国または他
の地方公共団体より聴取 １人〜９９人

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

こ家セ9 入院助産施設入所事務 市長 子ども家庭部こども家庭センター 子ども家庭部こども家庭センター長

経済的理由等により、入院助産
を受けることができないと認め
られる妊産婦に対し、助産を行
う事務のため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影、11個
人番号、12心身障害等、13疾病・負傷
等、14検査・診療等、15体力、16病院・
主治医、17収入状況、18資産状況、19納
税状況、20公的扶助の受給の有無、21学
業・学歴、22職業・職歴、23資格、24地
位、25成績・評価、26賞罰、27団体加入
状況、28加入医療保険、29家庭状況、30
居住状況、31趣味・嗜好

入院助産施設入所者及びその
家族

本人及び実施機関内、他の実施機
関、国または他の地方公共団体、
民間・私人からの聴取

１人〜９９人
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

こ家セ10 母子健康手帳交付関係台帳 市長 子ども家庭部こども家庭センター 子ども家庭部こども家庭センター長

母子保健法に基づき、母子健康
手帳及び妊産婦健康診査票、新
生児聴覚スクリーニング検査票
を交付し、母子健康管理の向上
を図る

1氏名、2生年月日・年齢、3住所、4電話
番号、5本籍・国籍、6住所歴、7親族関
係・続柄、8印影、9個人番号、10メール
アドレス、11検査・診療等、12病院・主
治医、13健康状態・妊娠状況等、14職
業・職歴、15家庭状況

妊娠届出書を提出した者、母
子健康手帳別冊交付申請者

本人または家族から直接受け付け
る

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

こ家セ11 乳幼児等健康診査関係台帳 市長 子ども家庭部こども家庭センター 子ども家庭部こども家庭センター長

母子保健法に基づき実施する乳
幼児等健康診査及び事後指導に
おいて、、必要な保健指導を行
い市民の健康の保持増進を図る

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9心身障害等、10疾病・
負傷等、11検査・診療等、12病院・主治
医、13学業・学歴、14職業・職歴、15成
績・評価、16家庭状況、17居住状況、18
趣味・嗜好、19意見・要望の内容、20各
種相談、21その他

乳幼児健康診査受診者、未受
診者

本人から窓口受付で受け付ける １０００人以上 含まない 含む なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

こ家セ13 母子保健健康教育関係一覧 市長 子ども家庭部こども家庭センター 子ども家庭部こども家庭センター長

母親学級、育児教室、離乳食教
室等の健康教育を実施し、妊産
婦及び乳幼児の保護者等に対し
集団で保健指導を行い、母子保
健の推進を図る

1氏名、2住所、3生年月日・年齢、4電話
番号 相談を受けた者

本人から電子申請、および来所時
に本人から直接情報収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

こ家セ14 母子保健相談事業関係事務 市長 子ども家庭部こども家庭センター 子ども家庭部こども家庭センター長

乳幼児育児相談、継続相談、栄
養相談等の相談を実施し、必要
な保健指導を行い母子保健の推
進を図る

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10メールアド
レス、11在留資格・期限、12心身障害
等、13疾病・負傷等、14検査・診療等、
15体力、16病院・主治医、17写真、18健
康状態・妊娠状態、19発達状況等、20そ
の他、21収入状況、22資産状況、23納税
状況、24公的扶助の受給の有無、25利用
者負担額等、26その他、27学業・学歴、
28職業・職歴、,29資格、30地位、31成
績・評価、32その他、33家庭状況、34居
住状況、35趣味・嗜好、36その他、37意
見・要望の内容、38各種相談、39母子健

相談を受けた者
本人からの聞き取り、他市等から
の関係機関からの郵送による情報
提供

１００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

こ家セ16 越谷市出産・子育て応援金申請
台帳

市長 子ども家庭部こども家庭センター 子ども家庭部こども家庭センター長 越谷市出産・子育て応援給付金
に関する事務を処理する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6印影、7電子メールアド
レス、8妊娠・出産の相談等、9口座番
号、10他市町村からの同一給付金の支給
状況

①越谷市出産応援金申請書兼
請求書を提出した者
②越谷市子育て応援金申請書
兼請求書を提出した者
③越谷市出産・子育て応援金
申請書兼請求書を提出した者

①本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送、電子申請で受け付ける
②転入者については必要に応じて
転入元の市町村に紹介する。

１０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

こ家セ17 越谷市妊婦等包括相談支援事業 市長 子ども家庭部こども家庭センター 子ども家庭部こども家庭センター長
妊産婦に対する妊婦等包括相談
支援事業に関する事務を処理す
る。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9疾病・負傷等、10検
査・診療等、11病院・主治医、12妊娠・
出産の相談等、12収入状況、13職業・職
歴、14家族状況、15趣味嗜好、

市内に住所を有する妊産婦

①事前に相談者からアンケート形
式で窓口受付、郵送、電子申請で
受付ける
②面談当日に本人から聞き取りで
受け付ける

１０００人以上 含まない 含まない 健康づくり推進課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

こ家セ19 越谷市子育てファミリー応援金
申請台帳

市長 子ども家庭部こども家庭センター 子ども家庭部こども家庭センター長 越谷市子育てファミリー応援金
に関する事務を処理する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6電子メールアドレス、7
妊娠・出産の相談等、8口座番号

越谷市子育てファミリー応援
金申請書を提出した者

①子ども福祉課がこども医療費受
給資格登録申請の際に収集した情
報の提供を受ける。
②上記①で申請内容に不備があっ
た方を対象に、本人（代理人含
む）から電子申請で受け付ける。

１０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

こ家セ21 越谷市妊婦支援給付金申請台帳 市長 子ども家庭部こども家庭センター 子ども家庭部こども家庭センター長
越谷市妊婦支援給付金に関する
事務を処理する。

1氏名、2生年月日・年齢、3職業、4メー
ルアドレス、5個人番号、6電話番号、7住
所、8居住地(現住所と異なる場合)、9妊娠
届出日、10妊娠月数、11妊娠届出日時点
の住所地(現住所と異なる場合のみ)、12診
療を受けている医療機関の情報(名称、住
所、電話番号、診察した医師の氏名)
13他市町村からの同一給付金の支給状
況、14振込先口座番号

①妊婦給付認定申請書を提出
した者
②胎児の数の届出を申請した
者

①本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送、電子申請で受け付ける
②転入者については必要に応じて
転入元の市町村に紹介する。

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保入1
子ども・子育て支援システム
（保育） 市長 子ども家庭部保育入所課 子ども家庭部保育入所課長

教育・保育給付認定事務及び施
設等利用給付認定事務とそれに
付随する事務のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7続柄等親
族関係、8個人番号、9収入・資産状況、
10その他家庭状況等、11口座情報、12保
育施設利用状況等、13認定区分等認定情

教育・保育給付認定又は施設
等利用給付認定を受けた者
（申請者含む）

本人から窓口受付・郵送、保育施
設からの進達によって収集してい
る

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む

生活福祉課、子ども福祉課、市
区町村、福祉事務所等、国、都
道府県、児童発達支援事業者、
日本スポーツ振興センター、保
育施設・幼稚園等

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保入2
教育・保育給付認定及び特定教
育・保育施設等利用調整事務に
係る名簿等

市長 子ども家庭部保育入所課 子ども家庭部保育入所課長
教育・保育給付認定及び特定教
育・保育施設等利用調整事務の
ため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7続柄等親
族関係、8個人番号、9収入・資産状況、
10その他家庭状況等、11保育施設利用状
況等、12認定区分等認定情報

教育・保育給付認定を受けた
者（申請者含む）

本人から窓口受付・郵送、保育施
設からの進達によって収集してい
る

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む

生活福祉課、子ども福祉課、市
区町村、福祉事務所等、国、都
道府県、児童発達支援事業者、
日本スポーツ振興センター、保
育施設・幼稚園等

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

保入3 教育・保育給付費等に係る名簿
等

市長 子ども家庭部保育入所課 子ども家庭部保育入所課長 教育・保育給付費等に係る管理

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7続柄等親
族関係、8個人番号、9収入・資産状況、
10その他家庭状況等、11口座情報、12保
育施設利用状況等、13認定区分等認定情
報、14印影、15写真、16学歴・職歴、17

教育・保育給付認定を受けた
者（申請者含む）、特定教
育・保育施設従事者

本人から窓口受付・郵送、保育施
設からの進達によって収集してい
る

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない 市区町村、福祉事務所等、国、
都道府県、保育施設・幼稚園等

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保入4 特別支援保育対象児童名簿等 市長 子ども家庭部保育入所課 子ども家庭部保育入所課長 特別支援保育事務に係る管理

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6続柄等親族関係、7その
他家庭状況等、8保育施設利用状況等、9
写真

教育・保育給付認定を受けた
者（申請者含む）

本人から窓口受付・郵送・電話、
保育施設からの進達によって収集
している

１００人〜９９９人
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む

生活福祉課、子ども福祉課、市
区町村、福祉事務所等、国、都
道府県、児童発達支援事業者、
保育施設・幼稚園等

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保入6
特定教育・保育施設等に対する
補助金の審査・支給等に係る名
簿等

市長 子ども家庭部保育入所課 子ども家庭部保育入所課長 教育・保育施設等に対する補助
金の審査・支給等の実施のため

1氏名、2生年月日・年齢、3住所、4収
入・資産状況、5保育施設利用状況等、6
認定区分等認定情報、7印影、8写真、9学
歴・職歴、10資格

教育・保育給付認定を受けた
者（申請者含む）、特定教
育・保育施設従事者

保育施設からの進達によって収集
している

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない 市区町村、福祉事務所等、国、
都道府県、保育施設・幼稚園等

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保入7 災害共済給付に係る名簿 市長 子ども家庭部保育入所課 子ども家庭部保育入所課長 災害給付負担金の徴収及び給付

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7続柄等親
族関係、8個人番号、9収入・資産状況、
10その他家庭状況等、11保育施設利用状
況等、12認定区分等認定情報、13事故・
怪我情報

特定教育・保育給付認定の申
請者

保育施設からの進達によって収集
している

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む
市区町村、福祉事務所等、国、
都道府県、日本スポーツ振興セ
ンター、保育施設・幼稚園等

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第12項のファイル 無し

保入8 利用者負担額の算定等に係る名
簿等

市長 子ども家庭部保育入所課 子ども家庭部保育入所課長 利用者負担額の算定等

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5続柄等親族関係、6収入・資産状
況、7その他家庭状況等、8口座情報、9保
育施設利用状況等、10認定区分等認定情

教育・保育給付認定を受けた
者（申請者含む）

本人から窓口受付・郵送、保育施
設からの進達によって収集してい
る

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない
生活福祉課、子ども福祉課、市
区町村、福祉事務所等、国、都
道府県、保育施設・幼稚園等

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第13項のファイル 無し

保入9 こしがや「プラス保育」幼稚園
事業に係る名簿等

市長 子ども家庭部保育入所課 子ども家庭部保育入所課長 こしがや「プラス保育」幼稚園
事業の管理のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5収入・資産状況、6その他家庭状況
等、7保育施設利用状況等、8認定区分等
認定情報、9写真、10学歴・職歴、11資格

プラス保育枠の申請者及びこ
しがや「プラス保育」幼稚園
事業の従事者

本人から窓口受付・郵送、幼稚園
からの進達によって収集している

１００人〜９９９人
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない 市区町村、福祉事務所等、国、
都道府県、保育施設・幼稚園等

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第14項のファイル 無し

保入10
施設等利用給付認定に係る名簿
等 市長 子ども家庭部保育入所課 子ども家庭部保育入所課長 施設等利用給付認定事務のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7続柄等親
族関係、8個人番号、9収入・資産状況、
10その他家庭状況等、11保育施設利用状
況等、2認定区分等認定情報

施設等利用給付認定を受けた
者（申請者含む）

本人から窓口受付・郵送、幼稚園
等からの進達によって収集してい
る

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む
生活福祉課、子ども福祉課、市
区町村、福祉事務所等、国、都
道府県、保育施設・幼稚園等

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第15項のファイル 無し

保入11 施設等利用費に係る名簿等 市長 子ども家庭部保育入所課 子ども家庭部保育入所課長 子育てのための施設等利用費に
係る管理

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5続柄等親族関係、6収入・資産状
況、7その他家庭状況等、8保育施設利用
状況等、9認定区分等認定情報

施設等利用給付認定を受けた
者（申請者含む）及び幼稚園
等従事者

本人から窓口受付・郵送、幼稚園
等からの進達によって収集してい
る

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない
生活福祉課、子ども福祉課、市
区町村、福祉事務所等、国、都
道府県、保育施設・幼稚園等

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第16項のファイル 無し

保入12 広域入所に係る名簿等 市長 子ども家庭部保育入所課 子ども家庭部保育入所課長 広域入所の管理

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7続柄等親
族関係、8個人番号、9収入・資産状況、
10その他家庭状況等、11保育施設利用状
況等、12認定区分等認定情報

広域入所申請者
本人から窓口受付・郵送、他自治
体からの送付によって収集してい
る

１００人〜９９９人
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む
生活福祉課、子ども福祉課、市
区町村、福祉事務所等、国、都
道府県、保育施設・幼稚園等

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第17項のファイル 無し

保入13
乳児等通園支援事業（こども誰
でも通園制度）に係る名簿等 市長 子ども家庭部保育入所課 子ども家庭部保育入所課長

乳児等通園支援事業（こども誰
でも通園制度）の実施に係る管
理

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6メールアドレス、7続柄
等親族関係、8収入・資産状況、9その他
家庭状況等、10保育施設利用状況等、11
認定区分等認定情報

乳児等通園支援事業（こども
誰でも通園制度）利用認定申
請者

本人から電子申請による申請に
よって収集している １０００人以上 含まない 含む

こども家庭庁、保育施設・幼稚
園等 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保施1 子ども・子育て支援システム台
帳（保育施設課）

市長 子ども家庭部保育施設課 子ども家庭部保育施設課長

・保育料収納関係事務のため
・保育所給食費実費徴収事務の
ため
・副食費実費徴収額補助金事務
のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影、11認
定区分・認定証番号等、12心身障害等、
13疾病・負傷等、14収入状況、15資産状
況、16納税状況、17取引状況、18公的扶
助の受給の有無、19口座番号、20利用者
負担額等、21学業・学歴、22職業・職
歴、23資格、24地位、25家庭状況、26居
住状況、27意見・要望の内容、28各種相

・保育所入所児童及びその保
護者
・副食費実費徴収額補助金交
付申請書提出者（令和２年度
以降）

・本人、家族、保育所（園）、本
人の勤め先及び金融機関等から電
話、郵送等によって収集してい
る。
・副食費実費徴収額補助金実費徴
収額補助金交付申請者本人から窓
口、郵送、電子申請（令和５年度
以降）により収集している。

１００人〜９９９人 含まない 含む ・金融機関
・保育施設

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保施2 保育所建設関連台帳 市長 子ども家庭部保育施設課 子ども家庭部保育施設課長
保育所の用地取得、建替え等に
係る事務を処理するため

1氏名、2生年月日・年齢、3住所、4電話
番号、5印影、6意見・要望の内容、7各種
相談

建設工事に関係する土地賃借
人、工事請負業者

本人から窓口で受取り又は郵送で
収集。 １人〜９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号） 当該書類は保育施設課で保管

保施4 事故報告事務台帳 市長 子ども家庭部保育施設課 子ども家庭部保育施設課長 保育所の管理下における事故の
状況を把握するため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7疾
病・負傷等、8検査・診療等、9病院・主
治医、10写真、11学業・学歴、12意見・
要望の内容

保育所入所児童 保育士が事故に係る情報、発生概
要等を記録する。

１００人〜９９９人 含まない 含まない
重大な事故に該当する案件の
み、埼玉県及び消費者庁へ提供
それ以外はなし

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

保施5 保育所クラス運営事務台帳 市長 子ども家庭部保育施設課 子ども家庭部保育施設課長

全ての公立保育所において、保
育日誌、出席簿、緊急連絡カー
ド等を記録保管し、保育所にお
けるクラス運営を行うため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7出席
状況等、8心身障害等、9疾病・負傷等、
10検査・診療等、11体力、12病院・主治
医、13健康状態・妊娠、14発達状況等、
15学業・学歴、16職業・職歴、17成績・
評価、18医療保険加入状況、19趣味・嗜
好、20意見・要望の内容、21各種相談

保育所入所児童及びその保護
者

・保育士が児童の様子等を記録し
ている。
・児童の保護者が児童に係る情報
等を書類に記入し、保育士に提出
している。

１０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

当該書類は各保育所で保管

保施6 成長の記録事務台帳 市長 子ども家庭部保育施設課 子ども家庭部保育施設課長

全ての公立保育所において、成
長の記録（児童票）、家庭訪
問・個別面談等の記録、乳幼児
生活調査票、健康調査票等の記
録保管により、子どもの家庭状
況、生育歴、健康状態及び成長
の様子をよく理解できるように
するため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7出席
状況等、8心身障害等、9疾病・負傷等、
10検査・診療等、11体力、12病院・主治
医、13健康状態・妊娠、14発達状況等、
15学業・学歴、16職業・職歴、17成績・
評価、18家庭状況、19趣味・嗜好、20意
見・要望の内容、21各種相談

保育所入所児童及びその保護
者

・保育士が児童の様子等を記録し
ている。
・児童の保護者が児童に係る情報
等を書類に記入し、保育士に提出
している。

１０００人以上 含まない 含む なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

当該書類は各保育所で保管



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

保施7 保育時間協議書台帳 市長 子ども家庭部保育施設課 子ども家庭部保育施設課長 基本的な保育時間を協議し、延
長保育や時間外保育を行うため

1氏名、2生年月日・年齢、3住所、4親族
関係・続柄、5認定区分・認定証番号等、
6延長保育使用料、7職業・職歴、8学業・
学歴、9意見・要望の内容

保育所入所児童及びその保護
者

児童の保護者が保育時間の協議に
必要な情報を記入し、保育士に提
出している。

１０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

当該書類は各保育所で保管

保施8 保育所給食関係台帳 市長 子ども家庭部保育施設課 子ども家庭部保育施設課長

食物アレルギーのある児童や離
乳食、喫食の状況に対応した給
食を提供する事務を処理するた
め

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7印
影、8心身障害等、9疾病・負傷等、10検
査・診療等、11病院・主治医、12学業・
学歴、13職業・職歴、14資格、15成績・
評価、16意見・要望の内容等、17各種相

保育所入所児童のうち該当者
及びその保護者

医師及び保護者が記入し、保護者
が保育士に提出している。

１人〜９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

当該書類は各保育所で保管（写しを課で保
管）

保施9 防犯カメラ設置事務台帳 市長 子ども家庭部保育施設課 子ども家庭部保育施設課長
防犯及び施設利用者の安全管理
のため 1映像

カメラの映像に映し出される
全ての人 防犯カメラの録画装置 １人〜９９人 含まない 含まない

捜査関係事項照会書で求めが
あった警察署 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号） 当該書類は保育施設課で保管

保施10 保育所(移行)児童保育要録台帳 市長 子ども家庭部保育施設課 子ども家庭部保育施設課長

子どもの育ちを支えるための資
料として、保育所児童保育要録
（移行児童保育要録）を作成
し、就学先（移行先の保育施
設）に送付するため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5心身障害等、6疾病・負傷等、7検
査・診療等、8体力、9健康状態等、10発
達状況等、11成績・評価、12家庭状況、
13意見・要望の内容、14各種相談

保育所入所児童
保育士が児童に係る情報等に基づ
き作成している。 １０００人以上 含まない 含まない

・卒園児の就学先（小学校等）
・移行先の保育施設（保育所
等）

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号） 当該書類は各保育所で保管

保施11
地域子育て支援センター事務台
帳 市長 子ども家庭部保育施設課 子ども家庭部保育施設課長

地域において子育て親子の交流
等を推進するため、地域子育て
支援センターにおいて子育て相
談、子育て講座、一時預かり等
を行う事務を処理するため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7疾
病・負傷等、8健康状態等、9利用料等、
10医療保険加入状況、11家庭状況、12利
用期間等

地域子育て支援センター利用
者

地域子育て支援センター利用者本
人からセンターで受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

保施12 保育実習の受入れに係る名簿等 市長 子ども家庭部保育施設課 子ども家庭部保育施設課長 保育実習の受入れに係る管理 1氏名、2住所 実習生
養成校からの進達によって収集し
ている １人〜９９人 含まない 含まない 保育施設 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第10項のファイル 無し

R6.4.1 事務見直しに伴い保育入所課から個
人情報ファイルを移管

青1
青少年育成越谷市民会議団体役
員等及び事業参加者名簿 市長 子ども家庭部青少年課 子ども家庭部青少年課長

団体役員等への通知、事業運営
に伴う連絡のため

1氏名、２性別、３住所、４生年月日・年
齢、５電話番号、６職業・職歴、７地位、
８団体加入状況、９親族関係・続柄、１０
メールアドレス、１１写真、１２意見・要
望の内容

団体役員、理事、参加希望
者、表彰候補者、参加者、応
募者、発表者、決定者、講
師、関係団体の構成員

本人及び本人の同意を得て本人以
外（選出母体）から郵送等によっ
て収集している

１０００人以上 含まない 含まない 埼玉県県民生活部青少年課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り ー

青2
青少年指導員連絡協議会団体役
員等及び事業参加者名簿 市長 子ども家庭部青少年課 子ども家庭部青少年課長

団体役員等への通知、事業運営
に伴う連絡のため

1氏名、２性別、３住所、４生年月日・年
齢、５電話番号、６職業・職歴、７地位、
８団体加入状況、９親族関係・続柄、１０
メールアドレス、１１写真、１２意見・要
望の内容

団体役員、指導員、参加希望
者、委嘱候補者、表彰候補
者、応募者、決定者、講師、
関係団体の構成員

本人及び本人の同意を得て本人以
外（選出母体）から郵送等によっ
て収集している

１０００人以上 含まない 含まない 埼玉県県民生活部青少年課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り ー

青3
青少年育成推進委員協議会団体
役員等及び事業参加者名簿 市長 子ども家庭部青少年課 子ども家庭部青少年課長

団体役員等への通知、事業運営
に伴う連絡のため

1氏名、２性別、３住所、４生年月日・年
齢、５電話番号、６職業・職歴、７地位、
８団体加入状況、９親族関係・続柄、１０
メールアドレス、１１写真、１２意見・要
望の内容

団体役員、委員、参加希望
者、委嘱候補者、参加者、表
彰候補者、応募者、決定者、
講師、関係団体の構成員

本人及び本人の同意を得て本人以
外（選出母体）から郵送等によっ
て収集している

１０００人以上 含まない 含まない 埼玉県県民生活部青少年課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第8項のファイル 有り ー

青4
青少年相談員協議会相談員名簿
及び事業参加者名簿 市長 子ども家庭部青少年課 子ども家庭部青少年課長

団体役員等への通知、事業運営
に伴う連絡のため

1氏名、２性別、３住所、４生年月日・年
齢、５電話番号、６職業・職歴、７地位、
８団体加入状況、９親族関係・続柄、１０
メールアドレス、１１写真、１２意見・要
望の内容

団体役員、相談員、参加希望
者、委嘱候補者、表彰候補
者、参加者、応募者、決定
者、講師、関係団体の構成員

本人及び本人の同意を得て本人以
外（家族等）から電話、青少年相
談員申込カードの提出等によって
収集している

１０００人以上 含まない 含まない 埼玉県県民生活部青少年課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第9項のファイル 有り ー

青5 越谷市子ども会育成連絡協議会
共催事業参加者名簿

市長 子ども家庭部青少年課 子ども家庭部青少年課長 共催事業運営に伴う連絡のため

1氏名、２性別、３住所、４生年月日・年
齢、５電話番号、６団体加入状況、７親族
関係・続柄、８メールアドレス、９写真、
１０意見・要望の内容

参加者、協力者、応募者、講
師、関係団体の構成員

本人及び本人の同意を得て本人以
外（家族等）から郵送等によって
収集している

１０００人以上 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第10項のファイル 有り

ー

青6
青少年関係団体補助金等申請書
等 市長 子ども家庭部青少年課 子ども家庭部青少年課長 補助金申請に伴う事務のため

1氏名、２性別、３住所、４生年月日・年
齢、５電話番号、６職業・職歴、７地位、
８団体加入状況

補助金申請団体
補助金申請団体から申請書の提出
によって収集している １０００人以上 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り ー

青7 レクリエーション指導者養成講
習会指導者及び参加者名簿

市長 子ども家庭部青少年課 子ども家庭部青少年課長 指導者及び参加者への連絡のた
め

1氏名、２性別、３住所、４生年月日・年
齢、５電話番号、６団体加入状況、７親族
関係・続柄、８メールアドレス、９写真、
１０意見・要望の内容

参加者、応募者、講師、関係
団体の構成員

本人及び本人の同意を得て本人以
外（家族等）から電話等によって
収集している

１０００人以上 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第8項のファイル 有り

ー

青8 わくわく体験プロジェクト実行
委員及び参加者名簿

市長 子ども家庭部青少年課 子ども家庭部青少年課長 実行委員及び参加者への連絡の
ため

1氏名、２性別、３住所、４生年月日・年
齢、５電話番号、６団体加入状況、７親族
関係・続柄、８メールアドレス、９写真、
１０意見・要望の内容

参加者、応募者、講師、関係
団体の構成員

本人及び本人の同意を得て本人以
外（家族等）から電話等によって
収集している

１０００人以上 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第9項のファイル 有り

ー

青9 青少年問題協議会委員名簿 市長 子ども家庭部青少年課 子ども家庭部青少年課長
委員への通知、会議運営に伴う
連絡のため

1氏名、２性別、３住所、４生年月日・年
齢、５電話番号、６団体加入状況、７メー
ルアドレス

委員
本人及び本人の同意を得て本人以
外（選出母体）から郵送等によっ
て収集している

１０００人以上 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第10項のファイル 有り ー

青10 青少年相談室相談記録簿 市長 子ども家庭部青少年課 子ども家庭部青少年課長

青少年の非行、問題行動などで
悩んでいる保護者や悩みを抱え
ている青少年を対象に、適切な
助言・指導を行うため

1氏名、２性別、３住所、４生年月日・年
齢、５電話番号、６職業・職歴、７家庭状
況、８各種相談

相談者 本人から電話等によって収集して
いる。

１０００人以上 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

ー

青11 放課後子ども教室推進事業ス
タッフ及び参加者名簿

市長 子ども家庭部青少年課 子ども家庭部青少年課長
コーディネーターや参加者への
通知、事業運営に伴う連絡のた
め

1氏名、２性別、３住所、４生年月日・年
齢、５電話番号、６団体加入状況、７親族
関係・続柄、８メールアドレス、９写真、
１０意見・要望の内容、１１印影、１２心
身障害等、１３疾病・負傷等、１４検査・
診療棟、１５病院・主治医、１６口座番
号、１７学業・学歴、１８職業・職歴、１
９資格、２０地位、２１趣味・嗜好

参加者、家族、講師、コー
ディネーター、指導員、ボラ
ンティア等

本人及び本人の同意を得て本人以
外（家族等）から電話等によって
収集している

１０００人以上 含まない 含まない 放課後子ども教室コーディネー
ター

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

ー

青12 プレーパーク事業スタッフ及び
参加者名簿

市長 子ども家庭部青少年課 子ども家庭部青少年課長 プレーパーク運営に関する事務

1氏名、２性別、３住所、４生年月日・年
齢、５電話番号、６団体加入状況、７親族
関係・続柄、８メールアドレス、９写真、
１０意見・要望の内容、１１印影、１２心
身障害等、１３疾病・負傷等、１４検査・
診療等、１５口座番号、１６学業・学歴、
１７職業・職歴、１８資格、１９地位、２
０趣味・嗜好

参加者、家族、講師、関係団
体の構成員等

本人及び本人の同意を得て本人以
外（家族等）から電話等によって
収集している

１０００人以上 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第8項のファイル 有り

ー

青13
しらこばとキャンプ場利用申請
書等 市長 子ども家庭部青少年課 子ども家庭部青少年課長

キャンプ場利用の申請受付・許
可に関する事務

1氏名、２性別、３住所、４生年月日・年
齢、５電話番号

しらこばとキャンプ場施設利
用者

本人からしらこばとキャンプ場利
用届の提出等によって収集してい
る

１０００人以上 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー
マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号） ー

青16 学童保育室入退所事務 市長 子ども家庭部青少年課 子ども家庭部青少年課長
学童保育室の入退所等に係る事
務を処理する

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9印影、10心身障害等、
11疾病・負傷等、12健康状態、13公的扶
助の受給の有無、14学業・学歴、15職
業・職歴、16家庭状況、17居住状況、18
意見・要望の内容、19学童保育室名等

学童保育室利用申請書を提出
した者（児童、保護者、成人
親族、同居人、祖父母）

保護者等から窓口受付（青少年
課、学童保育室）、郵送、電子申
請等によって収集している

１０００人以上 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り ー

青17 学童保育室保育料減免事務 市長 子ども家庭部青少年課 子ども家庭部青少年課長
越谷市学童保育室設置及び管理
条例に基づき、保育料の減免の
可否を判定するため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6収入状況、7納税状況、
8公的扶助の受給の有無、9学業・学歴、
10家庭状況

学童保育室利用許可者（児
童、保護者、成人親族、同居
人、祖父母）

保護者等から窓口受付、郵送等に
よって収集している

１０００人以上 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

ー

青18 学童保育指導員の任用事務 市長 子ども家庭部青少年課 子ども家庭部青少年課長
学童保育指導員の新採用、再任
時における選考のため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6婚姻、7写真、8健康状
態、9学業・学歴、10職業・職歴、11資
格、12賞罰、13家庭状況、14趣味・嗜
好、15個人番号

会計年度任用職員（学童保育
指導員、学童保育補助指導
員、学童保育夏季パート指導
員）

会計年度任用職員から窓口受付、
郵送、電話等によって収集してい
る

１００人〜９９９人
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む ー 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り ー

青19 越谷市学童保育事業運営費補助
金事業

市長 子ども家庭部青少年課 子ども家庭部青少年課長

越谷市学童保育事業運営費補助
金交付要綱に基づく補助金を交
付するにあたり、職員の状況、
児童の状況を把握するため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6写真、7収入状況、8学
業・学歴、9職業・職歴、10資格、11地
位、12雇用形態、13家庭状況

補助金対象事業者、事業所
（従業員含む）

事業者等から窓口受付等によって
収集している

１人〜９９人 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

ー

青20 放課後児童健全育成事業費補助
金申請事務

市長 子ども家庭部青少年課 子ども家庭部青少年課長

埼玉県放課後児童健全育成事業
費補助金交付要綱に基づく補助
金を申請するにあたり、指導員
の状況を把握するため

1氏名、2報酬額、3職業・職歴、4資格、5
雇用形態、6雇用期間

補助金対象事業者、事業所
（従業員含む）

事業者等から窓口受付等によって
収集している

１人〜９９人 含まない 含まない 埼玉県少子政策課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

ー



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

青21 学童保育室利用に係る保育料等
納付管理事務

市長 子ども家庭部青少年課 子ども家庭部青少年課長

保育料等の徴収、収納状況の把
握、不納欠損処分など保育料等
の納付管理に関する事務を処理
する

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7親族関
係・続柄、8住所歴、9印影、10収入状
況、11資産状況、12納税状況、13公的扶
助の受給の有無、14口座番号、15保育
料、16学業・学歴、17職業・職歴、18地
位、19家庭状況、20居住状況、21各種相
談、22学童保育室名等

学童保育室利用者（児童、保
護者、成人親族、同居人、祖
父母）

保護者等から窓口受付、郵送等に
よって収集している

１０００人以上 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

ー 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

ー

児コ３ 児童館図書登録申込名簿 市長
子ども家庭部青少年課児童館コスモ
ス 子ども家庭部青少年課長

児童館図書室の本の貸し出しを
行うため

１氏名、２住所、３生年月日・年齢、４電
話番号 児童館図書室の本貸出者

本人が来館時に記入したものを直
接収集している １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

児コ４
児童館ボランティア登録事務名
簿 市長

子ども家庭部青少年課児童館コスモ
ス 子ども家庭部青少年課長

児童館ボランティアの登録を行
うため １氏名、２住所、３電話番号

ボランティア登録の申請をし
た者

本人が来館時に記入したものを直
接収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

児ヒ２
児童館図書登録申し込み受付名
簿 市長

子ども家庭部青少年課児童館ヒマワ
リ 子ども家庭部青少年課長

児童館図書室の本の貸し出しを
行うため 1住所、２氏名、３電話番号、４生年月日

児童館図書登録の申請をした
者 本人から窓口受付 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

地医4 越谷市夜間急患診療所・診療に
係る事務

市長 保健医療部地域医療課 保健医療部地域医療課長

患者の受付、診療録の管理及び
閲覧等、患者の服薬指導及び診
断書・証明書の発行事務等の診
療に係る事務を処理するため。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9印影、10健康保険証、
11心身障害等、12疾病・負傷等、13検
査・診療等、14体力、15病院・主治医、
16写真、17処方内容、18公的扶助の受給
の有無、19受給資格、20学業・学歴、21
職業・職歴、22資格、23地位、24団体加
入状況、25家庭状況、26居住状況、27趣
味・嗜好、28意見・要望の内容、29思
想・信条、30宗教、31人種・民族、32犯
罪に関する事項、33その他社会的差別の

患者及び家族等の関係者、病
診連携を行う担当者、診療所
従事者（医師、薬剤師、看護
師等）、職員

基本情報は本人（代理人含む）か
ら窓口受付。
診療情報等は医師診察により聴
取。

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市医師会
本人及び代理人

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

地医6 越谷市夜間急患診療所・診療報
酬等請求事務

市長 保健医療部地域医療課 保健医療部地域医療課長

診療報酬を支払基金・国保連に
請求、外国人未払い調査・請
求、生活保護法の診療報酬請求
及び乳幼児医療費の請求等に係
る事務を処理するため。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10印影、11健
康保険証、12心身障害等、13疾病・負傷
等、14検査・診療等、15病院・主治医、
16写真、17収入状況、18資産状況、19納
税状況、20公的扶助の受給の有無、21口
座番号、22受給資格、23未収状況、24学
業・学歴、25職業・職歴、26資格、27地
位、28団体加入状況、29家庭状況、30居
住状況、31意見・要望の内容、32各種相
談、33その他社会的差別の原因となる事

患者及びその家族等関係者、
診療所従事者、職員

基本情報は本人（代理人含む）か
ら窓口受付。
診療情報等は医師診察により聴
取。
滞納状況等は本人（代理人含む）
から電話等で収集

１００人〜９９９人 含まない 含まない
越谷市医師会
埼玉県国民健康保険団体連合会
社会保険診療報酬支払基金

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

地医11 休日当番医制・休日歯科当番医
制事業関係事務

市長 保健医療部地域医療課 保健医療部地域医療課長 休日における地域住民の初期救
急医療体制を確保するため。

1氏名、2性別、3住所、4電話番号、5職
業・職歴、6資格、7団体加入状況

市内医療従事者

休日当番医制事業を業務委託して
いる越谷市医師会を通じて収集す
る。
休日歯科当番医制事業を業務委託
している越谷市歯科医師会を通じ
て収集する。

１００人〜９９９人 含まない 含まない 埼玉県保健医療部医療整備課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

地医12 看護師等修学資金貸与事務 市長 保健医療部地域医療課 保健医療部地域医療課長
看護師等修学資金を貸与するた
め

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7住所
歴、8印影、9心身障害等、10疾病・負傷
等、11収入状況、12資産状況、13納税状
況、14口座番号、15修学資金貸与額、16
学業・学歴、17職業・職歴、18資格、19
成績・評価、20家庭状況、21居住状況、
22作文、23修学資金貸与状況等、24借用
証書等、25就労証明書等

申請者（代理人含む）、修学
生、法定代理人、連帯保証
人、貸与終了生、その他関係
者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送、電話で収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

地医13 在宅医療・介護連携推進事業実
施事務

市長 保健医療部地域医療課 保健医療部地域医療課長

在宅医療と介護を一体的に提供
するために医療機関と介護事業
所などの関係者の連携の推進を
図る。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6職業・職歴、7資格

医療従事者、介護事業所従事
者、その他関係者、講演会や
講座の参加者

本人（代理人含む）から電子メー
ル、電子申請、電話等で収集

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市医師会 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

健推６ 各種健（検）診事務 市長 保健医療部健康づくり推進課 保健医療部健康づくり推進課
健康増進に資するため、健康診
査やがん等各種検診の周知、実
施、結果分析等を行う

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6婚姻、7親族関係・続
柄、8印影（サイン）、9心身障害等、10
疾病・負傷等、11検査・診療等、12体
力、13病院・主治医、14写真、15体格、
16妊娠状況等、17公的扶助の受給の有
無、18口座番号、19自己負担額、20職
業・職歴、21成績・評価、22医療保険加
入状況、23家庭状況、24居住状況（施設
名等）、25趣味・嗜好、26生活状況等、
27各種相談、28旅券の内容、29特定保健

各種健（検）診の申込者及び
受診者

委託機関から提出された受診者
（代理人含む）が記載した各種健
（検）診記録表等

１０００人以上 含まない 含む なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

健推９ 乳幼児等健康診査関係台帳 市長 保健医療部健康づくり推進課 保健医療部健康づくり推進課

母子保健法に基づき実施する乳
幼児等健康診査及び事後指導に
おいて、、必要な保健指導を行
い市民の健康の保持増進を図る

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9心身障害等、10疾病・
負傷等、11検査・診療等、12病院・主治
医、13学業・学歴、14職業・職歴、15成
績・評価、16家庭状況、17居住状況、18
趣味・嗜好、19意見・要望の内容、20各
種相談、21その他

乳幼児健康診査受診者、未受
診者

本人から窓口受付で受け付ける １０００人以上 含まない 含む なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

健推１０ 母子保健訪問指導関係台帳 市長 保健医療部健康づくり推進課 保健医療部健康づくり推進課
妊産婦・乳幼児等に対し、訪問
により必要な保健指導を行い、
母子等の健全な育成を図る

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10心身障害
等、11疾病・負傷等、12検査・診療等、
13体力、14病院・主治医、15収入状況、
16資産状況、17納税状況、18公的扶助の
受給の有無、19学業・学歴、20職業・職
歴、21資格、22地位、23成績・評価、24
家庭状況、25居住状況、26趣味・嗜好、

訪問指導を実施した妊産婦・
乳幼児等

本人からの聞き取り、他市等から
の関係機関からの郵送による情報
提供

１００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

健推１１ 母子保健健康教育関係一覧 市長 保健医療部健康づくり推進課 保健医療部健康づくり推進課

母親学級、育児教室、離乳食教
室等の健康教育を実施し、妊産
婦及び乳幼児の保護者等に対し
集団で保健指導を行い、母子保
健の推進を図る

1氏名、2住所、3生年月日・年齢、4電話
番号 相談を受けた者

本人から電子申請、および来所時
に本人から直接情報収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

健推１２ 母子保健相談事業関係事務 市長 保健医療部健康づくり推進課 保健医療部健康づくり推進課

乳幼児育児相談、継続相談、栄
養相談等の相談を実施し、必要
な保健指導を行い母子保健の推
進を図る

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10メールアド
レス、11在留資格・期限、12心身障害
等、13疾病・負傷等、14検査・診療等、
15体力、16病院・主治医、17写真、18健
康状態・妊娠状態、19発達状況等、20そ
の他、21収入状況、22資産状況、23納税
状況、24公的扶助の受給の有無、25利用
者負担額等、26その他、27学業・学歴、
28職業・職歴、,29資格、30地位、31成
績・評価、32その他、33家庭状況、34居
住状況、35趣味・嗜好、36その他、37意
見・要望の内容、38各種相談、39母子健

相談を受けた者
本人からの聞き取り、他市等から
の関係機関からの郵送による情報
提供

１００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

健推１４ 被災者等母子保健事業申請 市長 保健医療部健康づくり推進課 保健医療部健康づくり推進課

 原発特例法および災害救助法の
適用を受けた地域からの避難
者、 戸籍および住民票に記載が
なく、越谷市に居住しているこ
とが明らかな者、
 その他特別な事情により、避難
を余儀なくされた住民票に記載
のない者を対象に母子保健事業
等を実施し、母性ならびに乳児
及び幼児の健康の保持及び増進
に寄与することを目的とする

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10メールアド
レス、11在留資格・期限、12心身障害
等、13疾病・負傷等、14検査・診療等、
15体力、16病院・主治医、17写真、18健
康状態・妊娠状態、19発達状況等、20そ
の他、21収入状況、22資産状況、23納税
状況、24公的扶助の受給の有無、25利用
者負担額等、26学業・学歴、27職業・職
歴、28資格、29地位、30成績・評価、31
家庭状況、32居住状況、33趣味・嗜好、
34意見・要望の内容、35各種相談、36母

被災者等母子保健事業申請者 本人から窓口受付で受け付ける １人〜９９人
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

健推１５ 新生児特別定額給付金申請書発
送リスト

市長 保健医療部健康づくり推進課 保健医療部健康づくり推進課

新型コロナウイルス感染症緊急
経済対策による新生児特別定額
給付金の支給事務における対象
者資格審査のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7住所
歴、8印影、9家庭状況、10居住状況、11
本人確認に必要な事項

新生児特別低額給付金を申請
した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送、電子申請で受け付ける

１０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

健推１７ 越谷市妊婦等包括相談支援事業 市長 保健医療部健康づくり推進課 保健医療部健康づくり推進課長
妊産婦に対する妊婦等包括相談
支援事業に関する事務を処理す
る。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9疾病・負傷等、10検
査・診療等、11病院・主治医、12妊娠・
出産の相談等、12収入状況、13職業・職
歴、14家族状況、15趣味嗜好、

市内に住所を有する妊産婦

①事前に相談者からアンケート形
式で窓口受付、郵送、電子申請で
受付ける
②面談当日に本人から聞き取りで
受け付ける

１０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

R6.4.1 組織改正に伴いこども家庭セン
ターに個人情報ファイルを移管

健推１８ 予防接種関係台帳 市長 保健医療部健康づくり推進課 保健医療部健康づくり推進課

予防接種法等に基づき、伝染の
恐れのある疾病の発生及び蔓延
を予防するために予防接種を実
施する

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7職
業・職歴、8心身障害等、9疾病・負傷
等、10検査・診療等、11病院・主治医、
12医師の診断書、13公的扶助の受給の有
無、14自己負担額

予防接種被接種者
被接種者本人
医療機関
住民台帳

１００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

健推２０ 健康づくり推進事業参加者名簿 市長 保健医療部健康づくり推進課 保健医療部健康づくり推進課
健康教育、健康相談、訪問指導
に関する事務を処理する

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10メールアド
レス、11ＦＡＸ番号、12心身障害等、13
疾病・負傷等、14検査・診療等、15体
力、16病院・主治医、17要介護度、18体
格、19妊娠状況等、20収入状況、21公的
扶助の受給の有無、22自己負担額、23学
業・学歴、24職業・職歴、25資格、26地
位、27成績・評価、28団体加入状況、29
医療保険加入状況、30家庭状況、31居住
状況、32趣味・嗜好、33生活状況等、34
意見・要望の内容、35各種相談、36訪問
指導日等、37参加教室名等、38精神障害
者保健福祉手帳番号等、39各種援護実績

事業を希望した者
本人から電話または電子申請等に
よって収集 １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市食生活改善推進員協議会 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

健推２３
各種健（検）診及び予防接種に
係る費用の無料扱い及び助成に
関する申請情報一覧

市長 保健医療部健康づくり推進課 保健医療部健康づくり推進課

生活困窮者等に対する各種健
（検）診及び予防接種に係る費
用の無料扱い及び助成に関する
事務を処理する

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7印
影、8心身障害等、9疾病・負傷等、10検
査・診療等、11病院・主治医、12医師の
診断書、13収入状況、14納税状況、15公
的扶助の受給の有無、16口座番号、17自
己負担額、18助成金等の受給状況、19後
期高齢者医療被保険者番号等、20加入健

無料券発行申請者 発行申請 １０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

健推２５ 市外での予防接種費用助成に係
る申請者名簿

市長 保健医療部健康づくり推進課 保健医療部健康づくり推進課 市外での予防接種費用助成に係
る事務を処理する

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6親族関係・続柄、7住所
歴、8印影、9予防接種の種類、10接種場
所、11予防接種依頼書番号、12心身障害
等、13疾病・負傷等、14検査・診療等、
15病院・主治医、16口座番号、17助成額

市外の医療機関で予防接種を
希望する者

申請時 １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

健推２６
健康増進及び予防接種に関する
台帳 市長 保健医療部健康づくり推進課 保健医療部健康づくり推進課

各種健診、予防接種、届出など
の台帳管理を行い、市民の健康
増進等と各事務の円滑な遂行に
資するため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9母子健康手帳交付番号
等、10心身障害等、11疾病・負傷等、12
検査・診療等、13体力、14病院・主治
医、15要介護度、16予防接種の状況、17
体格、18妊娠状況等、19公的扶助の受給
の有無、20自己負担額、21職業・職歴、
22成績・評価、23医療保険加入状況、24
家庭状況、25趣味・嗜好、26生活状況
等、27各種相談、28訪問指導日等、29参

予防接種被接種者
住民台帳
健診受診・予防接種接種記録票 １０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

健推２７
埼玉県コバトンALKOOマイ
レージ参加者情報ファイル 市長 保健医療部健康づくり推進課 保健医療部健康づくり推進課

埼玉県コバトンALKOOマイレー
ジの参加情報取扱及び所属ポイ
ントの付与に関する事務を処理
する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6検査・診療等、7歩数、
8健康教育等、9ポイント、10メールアド
レス

参加登録者
埼玉県コバトン管理ツールより検
索 １０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

R6.4.1 「埼玉県コバトン健康マイレー
ジ」から「埼玉県コバトンALKOOマイ
レージ」に名称変更

健推２８ 特定健康診査及び特定保健指導
関連ファイル

市長 保健医療部健康づくり推進課 保健医療部健康づくり推進課長
生活習慣病になる危険性の高い
人を早期に発見し、改善指導を
行う

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6被保険者番号、7心身障
害等、8疾病・負傷等、9検査・診療等、
10体力、11病院・主治医、12体格、13要
介護度、14趣味・嗜好、15生活状況等、
16特定保健指導の経過等

特定健康診査の受診者及び特
定保健指導の利用者

医療機関、特定保健指導代行機
関、特定健康診査等管理システ
ム、国保データベースシステム
（KDBシステム）

１０００人以上 含まない 含む
越谷市医師会、埼玉県国民健康
保険団体連合会、埼玉県、国、
特定保健指導代行機関、

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年１
国民健康保険の資格情報異動関
連ファイル 市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長

被保険者等の資格取得・喪失そ
の他の異動状況、被保険者証及
び高齢受給者証の発行状況等を
管理するため。

〇資格情報異動
1記号番号、2被保険者数、3一般／退職区
分、4世帯主区分、5世帯主氏名、6世帯主
住民コード、7電話番号、8住所、9郵便番
号、10転出先、11郵便番号（転出先）、
12氏名、13フリガナ、14住民コード、15
枝番、16生年月日、17年齢、18続柄、19
性別、20国保開始日、21国保終了日、22
退職該当日、23退職非該当日、24その他
資格区分
〇個人履歴
25氏名、26住民コード、27記号番号、28
枝番、29資格区分、30開始事由、31開始
日、32開始届出日、33終了事由、34終了
日、35終了届出日、36退職国保該当事
由、37退職国保該当日、38退職国保該当
届出日、39退職国保非該当事由、40退職
国保非該当日、41退職国保非該当届出
日、42市町村被保険者ＩＤ
〇前期高齢
43住民コード、44記号番号、45生年月
日、46氏名、47年度、48適用事由、49適

１ 被保険者(＊)：都道府県の
区域内に住所を有する者で、
他の医療保険制度の被保険者
でない者のうち、当市に住所
を有する者
２ 擬制世帯主：被保険者が属
する住民基本台帳上の世帯主
のうち、国民健康保険の被保
険者でない者（例：国保に加
入している世帯員がいるが、
その世帯の世帯主は社会保険
に加入している場合に、この
国保に未加入の世帯主を「擬
制世帯主」という。）
３ 過去に被保険者であった者
および過去に擬制世帯主で
あった者∗ 国民健康保険法第5条から第
6条に基づく被保険者のう
ち、当市に加入資格が適用さ
れる者をいう

市民等から国民健康保険の被保険
者資格に関する資格適用開始の届
出を入手し、国民健康保険自庁シ
ステム（以下、自庁システム）に
当該情報を登録する。

１０００人以上 含まない 含む
医療保険者、保険医療機関・保
険薬局、審査支払機関、日本年
金機構、株式会社アイネス

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

国年２
国民健康保険税の賦課情報異動
関連ファイル 市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長

国民健康保険税の課税額、算出
基礎となる所得、納税通知書の
発行状況等を管理するため。

〇賦課情報異動
1賦課年度、2更正期別、3氏名、4フリガ
ナ、5記号番号、6世帯主住民コード、7通
知書番号、8過年度通知書番号、9住所、
10転出先、11異動事由、12口座、13軽減
判定所得、14軽減調整人数、15判定加算
額、16基準総所得、17医療分所得割額、
18介護分所得割額、19支援分所得割額、
20医療分人数、21介護分人数、22支援分
人数、23医療分均等割額、24介護分均等
割額、25支援分均等割額、26医療分合
計、27介護分合計、28支援分合計、29軽
減区分、30医療分軽減合計、31介護分軽
減合計、32支援分軽減合計、33医療分限
度超過額、34介護分限度超過額、35支援
分限度超過額、36医療分年間課税額、37
介護分年間課税額、38支援分年間課税
額、39医療分月割増減額等、40介護分月
割増減額等、41支援分月割増減額等、42
医療分特例軽減額、43介護分特例軽減
額、44支援分特例軽減額、45医療分旧社
保被扶養減免額、46介護分旧社保被扶養

１ 被保険者(＊)：都道府県の
区域内に住所を有する者で、
他の医療保険制度の被保険者
でない者のうち、当市に住所
を有する者
２ 擬制世帯主：被保険者が属
する住民基本台帳上の世帯主
のうち、国民健康保険の被保
険者でない者（例：国保に加
入している世帯員がいるが、
その世帯の世帯主は社会保険
に加入している場合に、この
国保に未加入の世帯主を「擬
制世帯主」という。）
３ 過去に被保険者であった者
および過去に擬制世帯主で
あった者∗ 国民健康保険法第5条から第
6条に基づく被保険者のう
ち、当市に加入資格が適用さ
れる者をいう

１．市民等から国民健康保険の被
保険者資格に関する資格適用開始
の届出を入手し、国民健康保険自
庁システム（以下、自庁システ
ム）に当該情報を登録する。
２．住民税システムから、該当者
の所得情報を取得する。
３．転入者の場合は、転入前市町
村に該当者の所得を照会する。

１０００人以上 含まない 含まない
市町村、日本年金機構、株式会
社アイネス 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年３ 国保情報集約関連情報ファイル 市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長

１ 資格継続業務を行うため
(ア) 都道府県内の市区町村間を
転居した場合、転出市区町村と
転入市区町村の適用終了日（転
出）と適用開始日（転入）の重
複・空白期間をチェックする。
(イ) 資格取得年月日や資格喪失
年月日の引き継ぎを行う。
２ 高額該当回数の引き継ぎ業務
を行うため
(ア) 転入地市区町村が世帯継続
性を認めた場合には、転出地市
区町村から転入地市区町村へ高
額該当情報の引き継ぎを行う。
３ オンライン資格確認の準備の
ための医療保険者等向け中間
サーバー等への被保険者異動情
報の提供を行うため
(ア) オンライン資格確認等シス
テムで被保険者等の資格情報を
利用するため、被保険者異動情
報に関するデータを医療保険者

〇都道府県被保険者ID管理
(TSA01_TDFKNHHID)
1都道府県被保険者ID,2履歴番号,3個人番
号(マイナンバー）_暗号化後,4有効フラグ,
〇市町村被保険者ID管理
(TSA02_SHCHUSNHHID)
5市町村被保険者ID,6履歴番号,7市町村保
険者番号,8有効フラグ,9都道府県被保険者
ID,10市町村個人管理番号,
〇世帯管理番号管理
(TSA03_STIKNRBNG)
11市町村保険者番号,12市町村世帯管理番
号,13被保険者証記号_全角,14被保険者証
番号_全角,15被保険者証記号_半角,16被保
険者証番号_半角,17世帯番号,18国保適用
開始年月日,19継続候補世帯抽出済フラ
グ,20次期国保総合システム連携済フラグ,
〇個人管理番号管理
(TSA04_KJNKNRBNG)
21市町村保険者番号,22市町村個人管理番
号,23被保険者証記号_全角,24被保険者証
番号_全角,25被保険者証記号_半角,26被保

１ 被保険者(＊)：都道府県の
区域内に住所を有する者で、
他の医療保険制度の被保険者
でない者のうち、当市に住所
を有する者
２ 擬制世帯主：被保険者が属
する住民基本台帳上の世帯主
のうち、国民健康保険の被保
険者でない者（例：国保に加
入している世帯員がいるが、
その世帯の世帯主は社会保険
に加入している場合に、この
国保に未加入の世帯主を「擬
制世帯主」という。）
３ 過去に被保険者であった者
および過去に擬制世帯主で
あった者∗ 国民健康保険法第5条から第
6条に基づく被保険者のう
ち、当市に加入資格が適用さ
れる者をいう

1. 市民等から国民健康保険の被保
険者資格に関する資格適用開始の
届出を入手し、国民健康保険自庁
システム（以下、自庁システム）
に当該情報を登録する。
2. 自庁システムから、異動があっ
た被保険者とその世帯に属するす
べての被保険者(擬制世帯主を含
む)についての被保険者異動情報
(資格情報(世帯)ファイル、資格情
報(個人)ファイル)を作成する。
3. 被保険者異動情報データを、市
区町村の国保総合PCに移入する
と、国保連合会の国保総合(国保集
約)システムに｢被保険者異動情
報｣が送信され｢被保険者異動情
報｣に基づいて、同システムの当
該情報が更新される。

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含む

1. 転入地市町村(高額該当回数
の引き継ぎ業務)
2. 取りまとめ機関(オンライン
資格確認の準備のための医療保
険者等向け中間サーバー等への
被保険者異動情報の提供)

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年４ 住民登録外被保険者関連ファイ
ル

市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長 当市に住民登録のない被保険者
の資格を管理するため。

１記号番号、２住民コード、３氏名、４一
般／退職区分、５証区分、６生年月日、７
性別、８該当区分、９届出日、１０適用開
始日、１１施設名、１２住民登録地、１３
特例該当前住所、１４特例該当前記号番
号、１５適用終了日

当市に住民登録のない者のう
ち、当市の国民健康保険の被
保険者資格を有する者

市民等から住所地主義の特例に関
する届出書を入手し、当該情報を
ファイルに登録する。

１００人〜９９９人 含まない 含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年５
住民登録外外国人被保険者関連
ファイル 市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長

住民基本台帳法第３０条の４５
に規定する外国人住民以外の外
国人被保管者の資格を管理する
ため。

１氏名、２記号番号、３住民コード、４性
別、５世帯主氏名、６住所、７国籍、８在
留カード番号、９在留資格、１０在留期間

住民基本台帳法第３０条の４
５に規定する外国人住民以外
の者で当市の国民健康保険の
被保険者資格を有する者

(ア) 市民課より情報提供を受
け、当該情報をファイルに登録す
る。
(イ) 市民等から国民健康保険の
被保険者資格に関する資格適用開
始の届出を入手し、当該情報を
ファイルに登録する。

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年６
居所不明者被保険者関連ファイ
ル 市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長

居所不明被保険者の調査及び管
理のため。

○居所不明被保険者
１氏名、２住所、３記号番号、４住民コー
ド、５通知書番号、６納税通知書区分、７
賦課年度、８返戻日、９調査結果、１０不
現住確定日、１１住民票消除日
○公示送達
１２氏名、１３住所、１４記号番号、１５
住民コード、１６通知書番号、１７賦課年
度、１８期別

納税通知書や被保険者証が不
着返戻となった者

納税通知書や被保険者証が不着返
戻となった者の当該情報をファイ
ルに登録する。

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年７
短期被保険者証及び被保険者資
格証明書関連ファイル 市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長

短期被保険者証及び被保険者資
格証明書の交付対象世帯を管理
するため。

１住民コード、２記号番号、３氏名、４住
所、５被保険者数、６短期／資格証区分

短期被保険者証及び被保険者
資格証明書の交付対象世帯 自庁システムより抽出する。 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年８
介護保険法施行法第１１条第１
項（適用除外に関する経過措
置）関連ファイル

市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長

介護保険法施行法第１１条第１
項（適用除外に関する経過措
置）に該当する被保険者を管理
するため。

１記号番号、２住民コード、３氏名、４世
帯主氏名、５生年月日、６住所、７施設
名、８該当事由、９該当年月日

介護保険法施行法第１１条第
１項の適用を受ける被保険者

障害福祉課より情報提供を受け、
当該情報をファイルに登録する。

１００人〜９９９人 含まない 含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年１０ 国民健康保険税の納付方法の変
更申出関連ファイル

市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長 国民健康保険税の納付方法変更
申出者を管理するため。

１世帯主氏名、２記号番号、３住民コー
ド、４申出日、５受付場所

納付方法変更申出書を提出し
た者

市民等から国民健康保険税の納付
方法変更に関する申出書を入手
し、当該情報をファイルに登録す
る。

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年１１
社会保険料控除資料関連ファイ
ル 市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長

社会保険料控除資料の対象とな
る国民健康保険税の納付額を管
理するため。

１氏名、２住民コード、３郵便番号、４住
所、５納付税額、６納付予定額、７合計

普通徴収による国民健康保険
税の納付があった者

収納代行業者等から市民等の納付
データを受領し、消込処理を行
う。

１０００人以上 含まない 含まない 株式会社アイネス 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年１２
令和２年度 新型コロナウイル
ス感染症に係る国民健康保険税
の減免関連ファイル

市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長

新型コロナウイルス感染症に係
る国民健康保険税の減免の対象
者及び減免額のを管理するた
め。

１世帯主氏名、２主たる生計維持者氏名、
３記号番号、４住民コード、５通知書番
号、６申請日、７申請方法、８減免額

新型コロナウイルス感染症に
係る国民健康保険税減免申請
書を提出した者

市民等から新型コロナウイルス感
染症に係る国民健康保険税減免申
請書を入手し、当該情報をファイ
ルに登録する。

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年１３
令和３年度 新型コロナウイル
ス感染症に係る国民健康保険税
の減免関連ファイル

市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長

新型コロナウイルス感染症に係
る国民健康保険税の減免の対象
者及び減免額のを管理するた
め。

１世帯主氏名、２主たる生計維持者氏名、
３記号番号、４住民コード、５通知書番
号、６申請日、７申請方法、８減免額

新型コロナウイルス感染症に
係る国民健康保険税減免申請
書を提出した者

市民等から新型コロナウイルス感
染症に係る国民健康保険税減免申
請書を入手し、当該情報をファイ
ルに登録する。

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年１４
令和４年度 新型コロナウイル
ス感染症に係る国民健康保険税
の減免関連ファイル

市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長

新型コロナウイルス感染症に係
る国民健康保険税の減免の対象
者及び減免額のを管理するた
め。

１世帯主氏名、２主たる生計維持者氏名、
３記号番号、４住民コード、５通知書番
号、６申請日、７申請方法、８減免額

新型コロナウイルス感染症に
係る国民健康保険税減免申請
書を提出した者

市民等から新型コロナウイルス感
染症に係る国民健康保険税減免申
請書を入手し、当該情報をファイ
ルに登録する。

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年１５
令和４年度 多子世帯に係る国
民健康保険税の減免関連ファイ
ル

市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長
多子世帯に係る国民健康保険税
の減免の対象者及び減免額を管
理するため。

〇案内管理
１発送日、２受理日、３住民コード、４記
号番号、５氏名、６地区コード、７通知書
番号、８郵便番号、９住所
〇申請管理
１０受理日、１１住民コード、１２減免決
定日、１３記号番号、１４氏名、１５地区
コード、１６通知書番号、１７減免前調定
額、１８医療分減免額、１９支援分減免
額、２０合計減免額、２１減免人数、２２
減免後調定額

多子世帯に係る国民健康保険
税の減免の特例に該当する者

1. 市民等から国民健康保険の被保
険者資格に関する資格適用開始の
届出を入手し、国民健康保険自庁
システム（以下、自庁システム）
に当該情報を登録する。
2. 自庁システムから、国民健康保
険税の賦課情報データを作成す
る。
3. 賦課情報データを、このファイ
ルに移入する。

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年１６
令和５年度 多子世帯に係る国
民健康保険税の減免関連ファイ
ル

市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長
多子世帯に係る国民健康保険税
の減免の対象者及び減免額を管
理するため。

〇案内管理
１発送日、２受理日、３住民コード、４記
号番号、５氏名、６地区コード、７通知書
番号、８郵便番号、９住所
〇申請管理
１０受理日、１１住民コード、１２減免決
定日、１３記号番号、１４氏名、１５地区
コード、１６通知書番号、１７減免前調定
額、１８医療分減免額、１９支援分減免
額、２０合計減免額、２１減免人数、２３
減免後調定額

多子世帯に係る国民健康保険
税の減免の特例に該当する者

1. 市民等から国民健康保険の被保
険者資格に関する資格適用開始の
届出を入手し、国民健康保険自庁
システム（以下、自庁システム）
に当該情報を登録する。
2. 自庁システムから、国民健康保
険税の賦課情報データを作成す
る。
4. 賦課情報データを、このファイ
ルに移入する。

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

国年４１ 国民健康保険診療報酬明細書
（レセプト）関連ファイル

市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長
国民健康保険法第45条に基づく
診療報酬支払に関する事務を行
う

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５
電話番号、６続柄、７住所、８記号番号、
９要介護度、１０認定の有効期間、１１心
身障害等、１２疾病・負傷等、１３検査・
診療等、１４病院・主治医、１５収入状
況、１６納税状況、１７公的扶助の受給の
有無、１８費用・負担額等、１９所得区
分、２０給付実績・給付額等

国民健康保険を使用して診療
を受けた者

医療機関、国保総合システム １０００人以上 含まない 含む 株式会社アイネス 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年４４ 国民健康保険高額療養費給付関
連ファイル

市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長
国民健康保険法第57条の2に基
づき法定給付し国保事業全般の
基本事項として処理する

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５
電話番号、６国籍、７婚姻、８続柄、９住
所、１０印影、１１記号番号、１２心身障
害等、１３疾病・負傷等、１４検査・診療
等、１５病院・主治医、１６収入状況、１
７納税状況、１８公的扶助の受給の有無、
１９口座番号、２０費用・負担額等、２１
所得区分、２２家庭状況、２３申請理由

国民健康保険高額療養費支給
申請書を提出した者

被保険者から申請書等を入手し、
当該情報をファイルに登録する。

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない
株式会社アイネス、福祉部障害
福祉課、子ども家庭部子ども福
祉課

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年４５ 国民健康保険高額療養費支給申
請手続の簡素化関連ファイル

市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長 国民健康保険法第57条の2に基
づき法定給付として処理する

１氏名、２生年月日、３住所、４電話番
号、５印影、６記号番号、７口座番号、８
制度利用に関する合意の有無

国民健康保険高額療養費支給
申請手続簡素化申出書兼同意
書を提出した者（令和４年度
以降）

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送申請で受付ける

１０００人以上 含まない 含まない 株式会社アイネス 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

国年４６ 国民健康保険療養費給付関連
ファイル

市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長 国民健康保険法第54条に基づき
法定給付として処理する

１氏名、２性別、３住所、４生年月日、５
電話番号、６国籍、７婚姻、８続柄、９住
所、１０印影、１１診断書、１２心身障害
等、１３疾病・負傷等、１４検査・診療
等、１５病院・主治医、１６収入状況、１
７納税状況、１８口座番号

国民健康保険療養費支給申請
書を提出した者

被保険者から申請書等を入手し、
当該情報をファイルに登録する。

１０００人以上 含まない 含まない 株式会社アイネス 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年４９
国民健康保険出産育児一時金給
付関連ファイル 市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長

国民健康保険出産育児一時金の
給付に関する事務を処理する

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５
電話番号、６印影、７記号番号、８検査・
診療等、９病院・主治医、１０妊娠・出産
状況、１１収入状況、１２納税状況、１３
口座番号、１４費用・負担額等、１５国保
加入状況、１６家庭状況、１７制度利用に
関する合意の有無

国民健康保険出産育児一時金
支給申請書を提出した者

被保険者から申請書等を入手し、
当該情報をファイルに登録する。 １０００人以上 含まない 含まない 株式会社アイネス 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年５０
国民健康保険葬祭費給付関連
ファイル 市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長

国民健康保険法第58条及び国保
条例第8条に基づき法定給付と
して処理する

１氏名、２性別、３住所、４生年月日、５
電話番号、６国籍、７婚姻、８続柄、９住
所、１０印影、１１収入状況、１２納税状
況、１３公的扶助の受給の有無、１４口座
番号

国民健康保険葬祭費支給申請
書を提出した者

被保険者から申請書等を入手し、
当該情報をファイルに登録する。 １０００人以上 含まない 含まない 株式会社アイネス 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年５１ 国民健康保険保養所宿泊助成金
支給関連ファイル

市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長 越谷市国民健康保険保養所宿泊
助成要綱に基づき処理する

１氏名、２性別、３住所、４生年月日、５
電話番号、６国籍、７婚姻、８続柄、９住
所、１０印影、１１収入状況、１２納税状
況、１３口座番号

国民健康保険保養所宿泊助成
金申請者を提出した者

被保険者から申請書等を入手し、
当該情報をファイルに登録する。

１０００人以上 含まない 含まない 埼玉県国民健康保険団体連合会 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年５２ 国民健康保険第三者行為関連
ファイル

市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長
国民健康保険法第64条に基づく
第三者行為傷病と損害賠償請求
権に関する事務を行う

１氏名、２性別、３住所、４生年月日、５
電話番号、６国籍、７婚姻、８続柄、９住
所、１０印影、１１事故証明書、１２印鑑
証明書、１３加害者の状況、１４心身障害
等、１５疾病・負傷等、１６検査・診療
等、１７病院・主治医、１８納税状況、１
９口座番号、２０職業・職歴、２１家庭状
況

第三者行為に係る傷病を国民
健康保険を使用して診療を受
けた者

被保険者から被害届を入手し、当
該情報をファイルに登録する。

１０００人以上 含まない 含む 埼玉県国民健康保険団体連合会 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

国年５５ 国民健康保険特定疾病療養関連
ファイル

市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長 国民健康保険特定疾病療養該当
者に受療証を発行する

１氏名、２性別、３住所、４生年月日、５
電話番号、６国籍、７婚姻、８続柄、９住
所、１０印影、１１心身障害等、１２疾
病・負傷等、１３検査・診療等、１４病
院・主治医、１５収入状況、１６納税状
況、１７課税状況

国民健康保険特定疾病認定申
請書を提出した者

被保険者から申請書を入手し、当
該情報をファイルに登録する。

１０００人以上 含まない 含まない 株式会社アイネス 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年５６ 国民健康保険国庫補助事業検査
等関連ファイル

市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長
国庫補助事業に対する会計検査
や指導監査の受検のための事務
を行う

１氏名、２性別、３住所、４生年月日、５
電話番号、６国籍、７婚姻、８続柄、９住
所、１０印影、１１診断書、１２事故証明
書、１３印鑑証明書、１４加害者の状況、
１５母子手帳、１６死亡、１７心身障害
等、１８疾病・負傷等、１９検査・診療
等、２０病院・主治医、２１写真、２２収
入状況、２３資産状況、２４納税状況、２
５公的扶助の受給の有無、２６口座番号、
２７職業・職歴、２８資格、２９地位、３
０団体加入状況、３１国保加入状況、３２
国民年金加入状況、３３家庭状況、３４居
住状況、３５意見・要望の内容、３６各種
相談、３７減免を受ける理由書

国庫補助事業に対する検査等
に必要な被保険者の情報

各申請書等から情報を入手し、当
該情報をファイルに登録する。

１０００人以上 含まない 含まない 会計検査院、厚生労働省、埼玉
県国保医療課

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年５７
国民健康保険限度額適用・標準
負担額減額認定証交付関連ファ
イル

市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長 限度額適用・標準負担額減額認
定証の発行

１氏名、２性別、３住所、４生年月日、５
電話番号、６国籍、７婚姻、８続柄、９住
所、１０印影、１１記号番号、１２標準負
担額、１３病院・主治医、１４入院期間、
１５収入状況、１６納税状況、１７口座番
号、１８課税状況

国民健康保険限度額適用認定
申請書、標準負担額減額認定
申請書を提出した者

被保険者から申請書を入手し、当
該情報をファイルに登録する。

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない 株式会社アイネス 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年５８ 過誤・再審査請求関連ファイル 市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長 医療費適正化のため、過誤・再
審査請求を行う

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５
電話番号、６続柄、７住所、８記号番号、
９要介護度、１０認定の有効期間、１１心
身障害等、１２疾病・負傷等、１３検査・
診療等、１４病院・主治医、１５収入状
況、１６納税状況、１７公的扶助の受給の
有無、１８費用・負担額等、１９所得区
分、２０給付実績・給付額等

過誤申出、再審査の対象と
なった診療を受けた者

県からの通知を収受し、当該情報
をファイルに登録する

１０００人以上 含まない 含む 埼玉県国民健康保険団体連合会 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年５９ 特定健康診査及び特定保健指導
関連ファイル

市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長
生活習慣病になる危険性の高い
人を早期に発見し、改善指導を
行う

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５
電話番号、６記号番号、７心身障害等、８
疾病・負傷等、９検査・診療等、１０病
院・主治医、１１体格、１２要介護度、１
３趣味・嗜好、１４生活状況等、１５特定
保健指導の経過等

特定健康診査の受診者及び特
定保健指導の利用者

医療機関、特定保健指導代行機
関、特定健康診査等管理システ
ム、国保データベースシステム
（KDBシステム）

１０００人以上 含まない 含む

越谷市医師会、埼玉県国民健康
保険団体連合会、埼玉県国保医
療課、厚生労働省、特定保健指
導代行機関

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年６０
国民健康保険人間ドック検診料
助成金関連ファイル 市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長

国民健康保険事業に伴い、人間
ドック検診料助成要綱に基づき
処理する

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５
電話番号、６印影、７記号番号、８心身障
害等、９疾病・負傷等、１０検査・診療
等、１１病院・主治医、１２体格、１３納
税状況、１４取引状況、１５口座番号、１
６国保加入状況、１７趣味・嗜好、１８生
活状況等

国民健康保険人間ドック検診
料助成金交付申請書を提出し
た者

被保険者から申請書等を入手し、
当該情報をファイルに登録する。 １０００人以上 含まない 含む

厚生労働省、埼玉県国民健康保
険団体連合会、特定保健指導代
行機関

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年６１
被保険者資格喪失後の受診によ
り発生する返還金の保険者間で
の調整関連ファイル

市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長
被保険者資格喪失後の受診によ
り発生する返還金の受領委任に
関する事務を処理する

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５
電話番号、６続柄、７印影、８記号番号、
９心身障害等、１０疾病・負傷等、１１検
査・診療等、１２病院・主治医、１３口座
番号、１４費用・負担額等、１５診療（調
剤）報酬明細書、１６国保加入状況

資格喪失後受診等における返
還金を保険者間調整で行う者

被保険者から申請書等を入手し、
当該情報をファイルに登録する。

１００人〜９９９人 含まない 含まない 埼玉県国民健康保険団体連合
会、振替差となる保険者

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年６２
生活習慣病重症化予防対策（糖
尿病性腎症重症化予防対策）関
連ファイル

市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長
糖尿病性腎症のリスク保有者に
対し保健指導等を実施するため
の事務処理

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５
電話番号、６住所、７心身障害等、８疾
病・負傷等､９検査・診療等､１０病院・
主治医､１１体格、１２診療（調剤）報酬
明細書、１３国保加入状況、１４家庭状
況、１５趣味・嗜好、１６生活状況等、１
７各種相談

糖尿病性腎症重症化予防対策
事業に参加したもの

埼玉県国民健康保険団体連合会、
事業実施代行機関、保健医療部健
康づくり推進課

１０００人以上 含まない 含む
越谷市医師会、埼玉県国民健康
保険団体連合会、埼玉県国保医
療課、厚生労働省

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
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★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

国年６３ 傷病手当金支給関連ファイル 市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長 傷病手当金の支給に関する事務
処理

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５
電話番号、６印影、７疾病・負傷等、８検
査・診療等、９病院・主治医、１０収入状
況、１１口座番号、１２就労状況、１３職
業・職歴、１４国保加入状況、１５各種相
談

国民健康保険傷病手当金支給
申請書を提出した者

被保険者から申請書等を入手し、
当該情報をファイルに登録する。

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年６４ 傷病給付金支給関連ファイル 市長 保健医療部国保年金課 保健医療部国保年金課長
傷病給付金の支給に関する事務
処理

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５
電話番号、６印影、７疾病・負傷等、８検
査・診療等、９収入状況、１０口座番号、
１１就労状況、１２職業・職歴、１３国保
加入状況、１４各種相談

越谷市新型コロナウイルス感
染症傷病給付金支給申請書を
提出した者

被保険者から申請書等を入手し、
当該情報をファイルに登録する。 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年６５
後期高齢者医療葬祭費支給申請
書管理ファイル 市長 保険医療部国保年金課 保険医療部国保年金課長

後期高齢者医療制度における葬
祭費の支給に関する管理のため

1氏名、２住所、３生年月日、4被保険者
番号、5死亡年月日、6葬祭日、7死亡の原
因、8葬祭執行者、9振込先口座情報

1被保険者、2葬祭執行者
葬祭執行者から窓口受付、郵送で
受け付ける １０００人以上 含まない 含む 埼玉県後期高齢者医療広域連合

埼玉県後期高齢者医療広
域連合

〒330-0074
埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5
埼玉県浦和合同庁舎4階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

国年６６
後期高齢者医療保険料納付方法
変更申出書管理ファイル 市長 保険医療部国保年金課 保険医療部国保年金課長

後期高齢者医療制度における保
険料の納付に関する管理のため

1氏名、２住所、３電話番号、4続柄、5被
保険者番号、6生年月日、7納税状況、8口
座情報

1被保険者、2申出者
申出者から窓口受付、郵送で受け
付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

国年６７
後期高齢者医療限度額適用・標
準負担額減額認定証交付簿管理
ファイル

市長 保険医療部国保年金課 保険医療部国保年金課長
後期高齢者医療制度における減
額認定証の国公布に関する管理
のため

1氏名、２住所、３生年月日、4被保険者
番号、5続柄、6診療情報 1被保険者、2届出者

届出者から窓口受付、郵送で受け
付ける １０００人以上 含まない 含まない

埼玉県後期高齢者医療広
域連合

〒330-0074
埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5
埼玉県浦和合同庁舎4階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

国年６８
後期高齢者医療限度額適用認定
証交付簿管理ファイル 市長 保険医療部国保年金課 保険医療部国保年金課長

後期高齢者医療制度における減
額認定証の国公布に関する管理
のため

1氏名、２住所、３生年月日、4被保険者
番号、5続柄、6診療情報 1被保険者、2届出者

届出者から窓口受付、郵送で受け
付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない

埼玉県後期高齢者医療広
域連合

〒330-0074
埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5
埼玉県浦和合同庁舎4階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

国年６９
後期高齢者医療療養費支給関係
送付書管理ファイル 市長 保険医療部国保年金課 保険医療部国保年金課長

後期高齢者医療制度における療
養費の支給に関する管理のため

1氏名、２住所、３生年月日、4被保険者
番号、5診療情報、6振込先口座情報 1被保険者

申請者から窓口受付、郵送で受け
付ける １０００人以上 含まない 含まない 埼玉県後期高齢者医療広域連合

埼玉県後期高齢者医療広
域連合

〒330-0074
埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5
埼玉県浦和合同庁舎4階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

国年７０
後期高齢者医療口座振替依頼書
管理ファイル 市長 保険医療部国保年金課 保険医療部国保年金課長

後期高齢者医療制度における保
険料口座振替に関する管理のた
め

1氏名、2住所、3電話番号、4被保険者番
号、5口座情報 1被保険者、2口座名義人

依頼者から窓口受付、郵送受付、
金融機関で受け付ける １０００人以上 含まない 含まない 取扱い金融機関 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

国年７１
後期高齢者医療高額療養費支給
申請書管理ファイル 市長 保険医療部国保年金課 保険医療部国保年金課長

後期高齢者医療制度における高
額療養費支給に関する管理のた
め

1氏名、2住所、3生年月日、4電話番号、5
被保険者番号、6診療情報、7口座情報 1被保険者

申請者から窓口受付、郵送で受け
付ける １０００人以上 含まない 含まない

埼玉県後期高齢者医療広
域連合

〒330-0074
埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5
埼玉県浦和合同庁舎4階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

国年７２
後期高齢者医療過誤納金還付
（【歳入】特徴）管理ファイル 市長 保険医療部国保年金課 保険医療部国保年金課長

後期高齢者医療制度における過
誤納金還付に関する管理のため 1氏名、2被保険者番号、3還付額 1被保険者、2口座名義人

被保険者から窓口受付、郵送で受
け付ける １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

国年７３
後期高齢者医療過誤納金還付
（【歳入】普徴現年）管理ファ
イル

市長 保険医療部国保年金課 保険医療部国保年金課長
後期高齢者医療制度における過
誤納金還付に関する管理のため 1氏名、2被保険者番号、3還付額 1被保険者、2口座名義人

被保険者から窓口受付、郵送で受
け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

国年７７
後期高齢者医療過誤納金還付
（【歳出】）管理ファイル 市長 保険医療部国保年金課 保険医療部国保年金課長

後期高齢者医療制度における過
誤納金還付に関する管理のため 1氏名、2被保険者番号、3還付額 1被保険者、2口座名義人

被保険者から窓口受付、郵送で受
け付ける １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

国年７９
後期高齢者医療日本年金機構返
納者管理ファイル 市長 保険医療部国保年金課 保険医療部国保年金課長

後期高齢者医療制度における徴
収保険料機構返納に関する管理
のため

1氏名、2生年月日、3被保険者番号、4返
納額、5年金種別 1被保険者

日本年金機構から郵送で受け付け
る １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年８０
後期高齢者医療申立書管理ファ
イル 市長 保険医療部国保年金課 保険医療部国保年金課長

後期高齢者医療制度における申
立書に関する管理のため

1氏名、2生年月日、3被保険者番号、6死
亡日、7続柄 1被保険者、2相続人

相続人の代表者から窓口受付、郵
送で受け付ける １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

国年８２
後期高齢者医療住所地特例者管
理ファイル 市長 保険医療部国保年金課 保険医療部国保年金課長

後期高齢者医療制度における住
所地特例者に関する管理のため

1氏名、2住所、3生年月日、4被保険者番
号、5住民コード、6世帯番号 1被保険者

転出先市町村からの転入通知で受
け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年８３
後期高齢者医療障害認定有効期
限一覧管理ファイル 市長 保険医療部国保年金課 保険医療部国保年金課長

後期高齢者医療制度における障
害認定有効期限に関する管理の
ため

1氏名、2生年月日、3被保険者番号、4手
帳有効期限 1被保険者 被保険者から窓口で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年８４
後期高齢者医療簡易申告対象者
管理ファイル 市長 保険医療部国保年金課 保険医療部国保年金課長

後期高齢者医療制度における簡
易申告に関する管理のため

1氏名、2生年月日、3被保険者番号、4住
民コード 1被保険者

被保険者から窓口受付、郵送で受
け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

国年８５
後期高齢者医療所得照会対象者
管理ファイル 市長 保険医療部国保年金課 保険医療部国保年金課長

後期高齢者医療制度における簡
易申告に関する管理のため 1氏名、2生年月日、3被保険者番号 1被保険者、2世帯員

転出元市町村に対する照会の回答
で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年８６
後期高齢者医療口座振替銀行送
付一覧管理ファイル 市長 保険医療部国保年金課 保険医療部国保年金課長

後期高齢者医療制度における口
座振替銀行送付に関する管理の
ため

1氏名、2被保険者番号、3口座情報 1被保険者、2口座名義人
依頼者から窓口受付、郵送受付、
金融機関で受け付ける １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年８７
後期高齢者医療特定疾病療養受
領証申請書管理ファイル 市長 保険医療部国保年金課 保険医療部国保年金課長

後期高齢者医療制度における特
定疾病療養受領証に関する管理
のため

1氏名、2住所、3生年月日、4電話番号、5
被保険者番号、6診療情報、7続柄 1被保険者、2届出者

届出者から窓口受付、郵送で受け
付ける １００人〜９９９人 含まない 含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

国年８８
後期高齢者医療障害認定申請書
管理ファイル 市長 保険医療部国保年金課 保険医療部国保年金課長

後期高齢者医療制度における障
害認定申請に関する管理のため

1氏名、2住所、3生年月日、4電話番号、5
診療情報、6心身障害等 1被保険者、2申請者 届出者から窓口で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含む 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

国年８９
後期高齢者医療分割納付・誓約
書管理ファイル 市長 保険医療部国保年金課 保険医療部国保年金課長

後期高齢者医療制度における分
割納付・誓約書に関する管理の
ため

1氏名、2住所、3電話番号、4被保険者番
号、5続柄、6保険料未納金額、7 1被保険者、2誓約者

誓約者から窓口受付、郵送で受け
付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

国年９３
後期高齢者医療成年後見人リス
ト管理ファイル 市長 保険医療部国保年金課 保険医療部国保年金課長

後期高齢者医療制度における成
年後見人リストに関する管理の
ため

1氏名、2住所、3生年月日、4電話番号、5
被保険者番号、6住民コード、7後見人及
び保佐人登記事項

1被保険者、2後見人、3保佐
人

後見人及び保佐人から窓口受付で
受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

国年９４
国民年金制度の普及・相談及び
調査等の協力連携業務
(国民年金台帳)

市長 保健医療部国保年金課 国保年金課長

年金受給権が確保されるよう広
報活動や加入・喪失手続きの受
付及び相談業務を行うため。ま
た、国が行う年金事業運営上不
可欠な統計調査に協力するため

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住
所、５電話番号、６本籍・国籍、７婚姻、
８親族関係・続柄、９住所歴、１０在留資
格・期間、１１心身障害等、１２収入状
況、１３公的扶助の受給の有無、１４学
業・学歴、１５職業・職歴、１６基礎年金
番号、１７国保加入状況、１８家庭状況、
１９居住状況（入所の有無・施設名等を含
む）、２０意見・要望の内容、２１各種相
談

国民年金第一号被保険者
国民年金受給者等

本人または同一世帯員から窓口、
郵送によって収集している

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない 日本年金機構 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年９５ 国民年金保険料免除・納付猶予
関係業務 (国民年金台帳)

市長 保健医療部国保年金課 国保年金課長

国民年金保険料免除・学生納付
特例の届出・申請を受理し事実
を審査し日本年金機構に報告す
る

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住
所、５電話番号、６続柄、７住所歴、８収
入状況、９学業・学歴、１０基礎年金番号

国民年金第一号被保険者 本人または同一世帯員から窓口、
郵送によって収集している

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない 日本年金機構 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年９６ 被保険者資格異動関係業務
(国民年金台帳)

市長 保健医療部国保年金課 国保年金課長
国民年金未加入者の適用及び被
保険者からの各種届出の審査・
処理等を行うため

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住
所、５電話番号、６本籍・国籍、７婚姻、
８親族関係・続柄、９住所歴、１０基礎年
金番号、１１各種相談

国民年金第一号被保険者
任意適用者

本人または同一世帯員から窓口、
郵送によって収集している

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない 日本年金機構 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年９８
年金生活者支援給付金の支給に
関する業務
(国民年金台帳)

市長 保健医療部国保年金課 国保年金課長 年金生活者支援給付金の支給に
関する事務を行うため

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住
所、５電話番号、６個人番号、７口座番
号、８基礎年金番号

年金生活者支援給付金請求者

本人または同一世帯員から窓口で
収集している
日本年金機構からの対象者リスト
送付による

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない 日本年金機構 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

国年100
高齢者の保健事業と介護予防の
一体的実施事業 市長 保健医療部国保年金課 国保年金課長

高齢者の保健事業と介護予防の
一体的実施事業に関する事務を
処理するため

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５
電話番号、６記号番号及び被保険者番号、
７心身障害等、８疾病・負傷等、９検査・
診療等、１０病院・主治医、１１体格、１
２診療（調剤）報酬明細書、１３健康診査
等の結果、１４健康保険加入状況、１５家
庭状況、１６居住状況、１７趣味・嗜好、
１８生活状況等、１９各種相談、２０介護
認定状況、２１保健指導の経過等

国民健康保険被保険者及び
後期高齢者医療制度被保険者

医療機関、特定保健指導代行機
関、特定健康診査等管理システ
ム、国保データベースシステム
（KDBシステム）

１０００人以上 含まない 含む

越谷市医師会、埼玉県国民健康
保険団体連合会、埼玉県国保医
療課、厚生労働省、一体的実施
事業代行機関、健康づくり推進
課、地域包括ケア課

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

保総1 栄養士名簿 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長

栄養士法に関する事務におい
て、栄養士免許取得者を登録
し、免許証の作成を行うととも
に、登録事項の変更に伴う書き
換えや再発行に備え記録を保管
する

1免許登録番号、２登録年月日、３本籍地
都道府県名、４氏名・ふりがな、５性別、
６生年月日、７取得資格（「養成施設卒
業」「試験合格」の別）、８資格取得年月
日（試験合格者の場合は試験合格年月
日）、９養成施設名称（該当者のみ）、１
０異動事項（書換え、再交付の履歴、免許
取消の記録）１１行政処分

栄養士免許取得者
本人から提出された栄養士免許申
請書（新規申請、名簿訂正・書換
え交付申請、再交付申請）

１０００人以上 含まない 含む 埼玉県保健医療政策課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

栄養士法施行令
名簿の訂正（第３条）、登録の
抹消（第４条）

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

保総2 准看護師籍 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長

保健師助産師看護師法に関する
事務において、准看護師免許取
得者を登録し、免許証の作成を
行うとともに、登録事項の変更
に伴う書き換えや再発行に備え
記録を保管する

1免許登録番号、２登録年月日、３本籍地
都道府県名、４氏名・ふりがな、５性別、
６生年月日、７試験合格地都道府県名、８
合格年月日、９合格証書番号、１０異動事
項（書換え、再交付の履歴、業務停止等の
記録）１１行政処分

准看護師免許取得者
本人から提出された准看護師免許
申請書（新規申請、籍訂正・書換
え交付申請、再交付申請）

１０００人以上 含まない 含む 埼玉県保健医療政策課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

保健師助産師看護師法施行令
登録事項の変更（第３条）、登
録の抹消（第４条）、死亡時の
登録の抹消（第５条）

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保総3 製菓衛生師名簿 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長

製菓衛生師法に関する事務にお
いて、製菓衛生師免許取得者を
登録し、免許証の作成を行うと
ともに、登録事項の変更に伴う
書き換えや再発行に備え記録を
保管する

1免許登録番号、２登録年月日、３本籍地
都道府県名、４氏名・ふりがな、５性別、
６生年月日、７試験合格地都道府県名、８
合格年月日、９合格証書番号、１０異動事
項（書換え、再交付の履歴、免許取消等の
記録）１１行政処分

製菓衛生師免許取得者
本人から提出された製菓衛生師免
許申請書（新規申請、名簿訂正・
書換え交付申請、再交付申請）

１０００人以上 含まない 含む 埼玉県保健医療政策課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

製菓衛生師法施行令
名簿の訂正（第３条）、登録の
消除（第４条）

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保総4 クリーニング師原簿 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長

クリーニング業法に関する事務
において、クリーニング師免許
取得者を登録し、免許証の作成
を行うとともに、登録事項の変
更に伴う書き換えや再発行に備
え記録を保管する

1免許登録番号、２登録年月日、３本籍地
都道府県名、４氏名・ふりがな、５性別、
６生年月日、７試験合格地都道府県名、８
合格年月日、９合格証書番号、１０異動事
項（書換え、再交付の履歴、免許取消等の
記録）１１行政処分

クリーニング師免許取得者
本人から提出されたクリーニング
師免許申請書（新規申請、訂正申
請、再交付申請）

１０００人以上 含まない 含む 埼玉県保健医療政策課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

クリーニング業法施行規則
訂正の申請（第８条）、登録の
抹消（第１０条）

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保総5 調理師名簿 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長

調理師法に関する事務におい
て、調理師免許取得者を登録
し、免許証の作成を行うととも
に、登録事項の変更に伴う書き
換えや再発行に備え記録を保管
する

1免許登録番号、２登録年月日、３本籍地
都道府県名、４氏名・ふりがな、５性別、
６生年月日、７取得資格（「養成施設卒
業」「試験合格」の別）、８試験合格地都
道府県名、９合格年月日（試験合格者の
み）、１０合格証書番号、１１資格取得年
月日（養成施設卒業者のみ）、１２養成施
設名、１３異動事項（書換え、再交付の履
歴、免許取消の記録）、１４行政処分

調理師免許取得者
本人から提出された調理師免許申
請書（新規申請、名簿訂正・書換
え交付申請、再交付申請）

１０００人以上 含まない 含む 埼玉県保健医療政策課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

調理師法施行令
名簿の訂正（第１１条）、登録
の抹消（第１２条）

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保総6 登録販売者名簿 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長

医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関す
る法律に関する事務において、
販売従事登録を受けた者を登録
し、登録証の作成を行うととも
に、登録事項の変更に伴う書き
換えや再発行に備え記録を保管
する

1免許登録番号、２登録年月日、３本籍地
都道府県名、４氏名・ふりがな、５性別、
６生年月日、７取得資格（「試験合格」
「薬種商」の別）、８試験合格地都道府県
名、９合格年月日（試験合格者のみ）、１
０合格証書番号、１１異動事項（書換え、
再交付の履歴、消除の記録）、１２行政処
分

販売従事登録を受けた者

本人から提出された販売従事登録
申請書（新規申請、名簿変更届
出、書換え交付申請、再交付申
請）

１０００人以上 含まない 含む 埼玉県保健医療政策課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関す
る法律施行規則
名簿の変更（第１５９条の９第
１項）、登録の消除（第１５９
条の１０第１項、第２項、第４
項）

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保総7 人口動態調査出生票 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長
統計法に基づく人口動態調査に
関する事務における、出生票の
審査及び保管

１子の氏名・父母との続き柄・男女別、２
生まれたとき（年月日・時）、３生まれた
ところ、４子の住所、５父母の氏名・生年
月日、６父母の国籍、７同居を始めたと
き、８子が生まれたときの世帯の主な仕
事、９子が生まれたときの父母の職業、１
０子が生まれたところ及びその種別、１１
体重及び身長、１２単胎・多胎の別、１３
妊娠週数、１４この母の出産した子の数、
１５出生に立ち会った者、１６双子以上の
場合は他の子の事件簿番号

出生者、父、母 市民課からの送付。 １０００人以上 含まない 含まない 埼玉県保健医療政策課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

戸籍法第24条
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

保総8 人口動態調査死産票 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長
統計法に基づく人口動態調査に
関する事務における、死産票の
審査及び保管

１父母の国籍、２父母の氏名及び年齢、３
死産児の男女別及び嫡出子か否かの別、４
死産があったとき（年月日・時分）、５死
産があったときの母の住所、６死産があっ
たときの世帯の主な仕事、７死産があった
ときの父母の職業、８この母の出産した子
の数、９妊娠週数、１０死産児の体重及び
身長、１１胎児死亡の時期（妊娠満２２週
以後の自然死産）、１２死産があったとこ
ろの種別、１３単胎・多胎の別、１４死産
の自然人工別、１５自然死産の原因若しく
は理由又は人工死産の理由、１６胎児手術
の有無、１７死胎解剖の有無、１８死産に
立ち会った者、１９双子以上の場合は他の
子の事件簿番号

死産児の父、母 市民課からの送付。 １０００人以上 含まない 含まない 埼玉県保健医療政策課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

戸籍法第24条
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

保総9 人口動態調査婚姻票 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長
統計法に基づく人口動態調査に
関する事務における、婚姻票の
審査及び保管

１氏名及び生年月、２夫の住所、３国籍、
４婚姻後の夫婦の氏、５同居を始めたとき
（年月）、６初婚・再婚の別、７同居を始
める前の夫妻のそれぞれの世帯の主な仕
事、８同居を始める前の夫婦の職業

夫、妻 市民課からの送付。 １０００人以上 含まない 含まない 埼玉県保健医療政策課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

戸籍法第24条
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

保総10 人口動態調査離婚票 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長
統計法に基づく人口動態調査に
関する事務における、離婚票の
審査及び保管

１氏名及び生年月、２国籍、３離婚の種
別、４未成年の子の数、５同居の期間、６
別居する前の住所、７別居する前の世帯の
主な仕事、８別居する前の夫妻の職業

夫、妻 市民課からの送付。 １０００人以上 含まない 含まない 埼玉県保健医療政策課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

戸籍法第24条 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

保総11 あん摩マツサージ指圧師・はり
師・きゆう師施術所台帳

市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長

あん摩マツサージ指圧師、はり
師、きゆう師等に関する法律に
基づく事務において、届出の審
査及び保管

１氏名、２住所、３電話番号（開設者）、
4免許の種類、５免許番号、６身体障がい

あん摩マツサージ指圧師・は
り師・きゆう師施術所の開設
者及び施術者

あん摩マツサージ指圧師・はり
師・きゆう師施術所開設届、施術
所届出事項変更届及び添付書類の
住所を確認できる書類

１００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

保総12
あん摩マツサージ指圧師・はり
師・きゆう師出張専業施術者台
帳

市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長

あん摩マツサージ指圧師、はり
師、きゆう師等に関する法律に
基づく事務において、届出の審
査及び保管

１氏名、２住所、３電話番号、4免許の種
類、５免許番号、６身体障がい

あん摩マツサージ指圧師・は
り師・きゆう師出張業務開始
者

あん摩マツサージ指圧師・はり
師・きゆう師出張業務開始届

１００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

保総13 柔道整復師施術所台帳 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長
柔道整復師法に基づく事務にお
いて、届出の審査及び保管

１氏名、２住所、３電話番号（開設者）、
4免許番号、５身体障がい

柔道整復師施術所の開設者及
び施術者

柔道整復師施術所開設届、施術所
届出事項変更届及び添付書類の住
所を確認できる書類

１００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

保総14 施術所名簿 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長

あん摩マツサージ指圧師、はり
師、きゆう師等に関する法律に
基づく事務において、届出の審
査及び保管

１氏名、２住所、３電話番号
あん摩マツサージ指圧師・は
り師・きゆう師出張業務開始
者

あん摩マツサージ指圧師・はり
師・きゆう師出張業務開始届

１００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保総15 医療機関台帳 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長 医療法に基づく事務において、
届出の審査及び保管

１氏名、２住所、３電話番号（開設者） 病院、診療所、歯科診療所、
助産所の開設者及び管理者

病院（診療所・助産所）開設届及
び病院（診療所・助産所）開設届
出事項変更届及び添付書類の住所
を確認できる書類

１００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保総16 助産所名簿 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長
医療法に基づく事務において、
届出の審査及び保管 １氏名、２住所、３電話番号 助産所（出張専業）開設者

助産所開設届及び添付書類の住所
を確認できる書類 １人〜９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保総17 歯科技工所台帳 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長
歯科技工士法に基づく事務にお
いて、届出の審査及び保管

１氏名、２住所、３電話番号、4免許の種
類、５免許取得年月日、６免許番号（３は
開設者のみ、４〜６は管理者のみ）

歯科技工所の開設者、管理
者、従業者

歯科技工所開設届及び添付書類の
住所を確認できる書類 １人〜９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保総18 令和２年度衛生免許申請書 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長 衛生関係免許申請の受理・進達
事務のため

1免許登録番号、２登録年月日、３本籍地
都道府県名、４氏名・ふりがな、５性別、
６生年月日、７取得資格（「養成施設卒
業」「試験合格」の別）、８資格取得年月
日（試験合格者の場合は試験合格年月
日）、９養成施設名称（該当者のみ）、１
０異動事項（書換え、再交付の履歴、免許
取消の記録）１１行政処分

衛生関係免許の新規申請、訂
正・書換申請、再交付申請、
抹消申請をした者（令和２年
度分）

本人からの提出 １００人〜９９９人 含まない 含まない 埼玉県保健医療政策課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

保総19 令和３年度衛生免許申請書 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長 衛生関係免許申請の受理・進達
事務のため

1免許登録番号、２登録年月日、３本籍地
都道府県名、４氏名・ふりがな、５性別、
６生年月日、７取得資格（「養成施設卒
業」「試験合格」の別）、８資格取得年月
日（試験合格者の場合は試験合格年月
日）、９養成施設名称（該当者のみ）、１
０異動事項（書換え、再交付の履歴、免許
取消の記録）１１行政処分

衛生関係免許の新規申請、訂
正・書換申請、再交付申請、
抹消申請をした者（令和３年
度分）

本人からの提出 １００人〜９９９人 含まない 含まない 埼玉県保健医療政策課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

保総20 令和４年度衛生免許申請書 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長 衛生関係免許申請の受理・進達
事務のため

1免許登録番号、２登録年月日、３本籍地
都道府県名、４氏名・ふりがな、５性別、
６生年月日、７取得資格（「養成施設卒
業」「試験合格」の別）、８資格取得年月
日（試験合格者の場合は試験合格年月
日）、９養成施設名称（該当者のみ）、１
０異動事項（書換え、再交付の履歴、免許
取消の記録）１１行政処分

衛生関係免許の新規申請、訂
正・書換申請、再交付申請、
抹消申請をした者（令和４年
度分）

本人からの提出 １００人〜９９９人 含まない 含まない 埼玉県保健医療政策課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

保総21 令和５年度衛生免許申請書 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長 衛生関係免許申請の受理・進達
事務のため

1免許登録番号、２登録年月日、３本籍地
都道府県名、４氏名・ふりがな、５性別、
６生年月日、７取得資格（「養成施設卒
業」「試験合格」の別）、８資格取得年月
日（試験合格者の場合は試験合格年月
日）、９養成施設名称（該当者のみ）、１
０異動事項（書換え、再交付の履歴、免許
取消の記録）１１行政処分

衛生関係免許の新規申請、訂
正・書換申請、再交付申請、
抹消申請をした者（令和５年
度分）

本人からの提出 １００人〜９９９人 含まない 含まない 埼玉県保健医療政策課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

保総22 令和６年度衛生免許申請書 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長 衛生関係免許申請の受理・進達
事務のため

1免許登録番号、２登録年月日、３本籍地
都道府県名、４氏名・ふりがな、５性別、
６生年月日、７取得資格（「養成施設卒
業」「試験合格」の別）、８資格取得年月
日（試験合格者の場合は試験合格年月
日）、９養成施設名称（該当者のみ）、１
０異動事項（書換え、再交付の履歴、免許
取消の記録）１１行政処分

衛生関係免許の新規申請、訂
正・書換申請、再交付申請、
抹消申請をした者（令和６年
度分）

本人からの提出 １００人〜９９９人 含まない 含まない 埼玉県保健医療政策課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

保総23 令和７年度衛生免許申請書 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長 衛生関係免許申請の受理・進達
事務のため

1免許登録番号、２登録年月日、３本籍地
都道府県名、４氏名・ふりがな、５性別、
６生年月日、７取得資格（「養成施設卒
業」「試験合格」の別）、８資格取得年月
日（試験合格者の場合は試験合格年月
日）、９養成施設名称（該当者のみ）、１
０異動事項（書換え、再交付の履歴、免許
取消の記録）１１行政処分

衛生関係免許の新規申請、訂
正・書換申請、再交付申請、
抹消申請をした者（令和７年
度分）

本人からの提出 １００人〜９９９人 含まない 含まない 埼玉県保健医療政策課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

保総24 人口動態調査死亡票 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長
統計法に基づく人口動態調査に
関する事務における、死亡票の
審査及び保管

１氏名、２男女別、３生年月日、４死亡し
たとき、５死亡したところ、６死亡した人
の住所、７死亡した人の国籍、８死亡した
人の夫または妻、９死亡したときの世帯の
主な仕事、１０死亡したときの職業・産
業、１１死亡したところの種別、１２死亡
の原因、１３死因の種類、１４外因死の追
加事項、１５生後１年未満で病死した場合
の追加事項、１６その他特に付言すべきこ
とがら、１７施設の所在地又は医師の住所
及び氏名

死亡者、夫または妻、母、医
師 市民課からの送付。 １０００人以上 含まない 含まない 埼玉県保健医療政策課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

戸籍法第24条
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

保こ1
精神障害者医療保護及び入院の
同意に係る事務台帳 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長

精神保健福祉法第33条の規定に
より、市長が患者の入院に同意
する業務の事務管理のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄､9住所歴、10心身障害
等、11疾病・負傷等､12検査・診療等､13
既往歴、14病院・主治医､15公的扶助の受
給の有無、16学業・学歴、17職業・職
歴、18資格、19地位、20家庭状況、21居

本人および家族

市長同意を依頼する医療機関から
提出された医療保護入院同意依頼
書、関係各課からのデータ及び聞
き取りによる

１００人〜９９９人 含まない 含む 市長同意を依頼する医療機関
越谷市保健医療部保健総
務課こころの健康支援室

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第三庁舎１階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

保こ2 精神保健福祉相談事務台帳 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長 こころの健康に関する個別相談
業務の事務管理のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10心身障害
等、11疾病・負傷等、12検査・13診療
等、14病院・主治医、15収入状況、16資
産状況、17公的扶助の受給の有無、18学
業・学歴、19職業・職歴、20資格、21地
位、22成績・評価、23団体加入状況、24
家庭状況、25居住状況、26趣味・嗜好、
27各種相談、28既往歴

本人および家族
本人および家族からの聞き取り、
関係各課からのデータ及び聞き取
りによる

１０００人以上 含まない 含む 越谷市保健医療部保健総
務課こころの健康支援室

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第三庁舎１階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

保こ3
精神保健指定医に関する事務台
帳 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長

精神保健指定医の新規申請およ
び変更に係る、県への経由業務
の事務管理のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6処分歴、7職業・職歴、
8資格、9地位

精神保健指定医申請者
本人から提出された精神保健指定
医申請書（新規申請、変更申請
等）

１００人〜９９９人 含まない 含む 埼玉県保健医療部疾病対策課
越谷市保健医療部保健総
務課こころの健康支援室

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第三庁舎１階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

保こ4 法定書類経由事務台帳 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長

精神保健福祉法に基づき提出さ
れた通報書や、管内医療機関よ
り届出された関係書類等の、県
への経由業務の事務管理のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10心身障害
等、11疾病・負傷等、12検査・診療等、
13病院・主治医、14公的扶助の受給の有
無、15学業・学歴、16職業・職歴、17資
格、18地位、19成績・評価、20団体加入
状況、21家庭状況、22居住状況、23趣

本人および家族

医療機関や警察等より提出された
関係書類（医療保護入院者の入院
届、退院届、精神障害者通報書
等）、関係各課からのデータ及び
聞き取りによる

１０００人以上 含まない 含む 埼玉県保健医療部疾病対策課 越谷市保健医療部保健総
務課こころの健康支援室

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第三庁舎１階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

保こ5 精神保健福祉に係る普及啓発事
務台帳

市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長
精神保健福祉に係る正しい知識
等の普及啓発を図る業務の事務
管理のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6心身障害等、7疾病・負
傷等、8学業・学歴、9既往歴

本人および家族
本人及び家族からの申請書の提出
及び聞き取り、関係各課からの
データ及び聞き取りによる

１０００人以上 含まない 含む 越谷市保健医療部保健総
務課こころの健康支援室

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第三庁舎１階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

保こ6
自殺未遂者相談支援事業事務台
帳 市長 保健医療部保健総務課 保健医療部保健総務課長

自殺未遂者の再企図防止のため
に、三次救急医療機関との連携
業務の事務管理のため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7心身
障害等、8疾病・負傷等、9検査・診療
等、10病院・主治医、11既往歴、12職
業・職歴、13家庭状況、14居住状況

本人および家族

三次救急医療機関からの申請書及
び本人及び家族からの聞き取り、
関係各課からのデータ及び聞き取
りによる

１００人〜９９９人 含まない 含む 獨協医科大学埼玉医療センター
越谷市保健医療部保健総
務課こころの健康支援室

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第三庁舎１階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

保感1 肝炎治療特別促進事業に関する
データファイル

市長 保健医療部 感染症保健対策課 保健医療部 感染症保健対策課長

肝炎対策基本法第１５条の趣旨
に基づく、肝炎治療受給者証の
交付申請に関する事務を処理す
る

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9心身障害等、10疾病・
負傷等、11検査・診療等、12病院・主治
医、13写真、14収入状況、15口座番号、
16加入健康保険、17家庭状況、18居住状

肝炎治療受給者証交付申請書
を提出した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける

１００人〜９９９人 含まない 含まない 埼玉県疾病対策課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保感2

難病の患者に対する医療等に関
する法律に基づく指定難病の医
療給付事業に関するデータファ
イル

市長 保健医療部 感染症保健対策課 保健医療部 感染症保健対策課長

難病の患者に対する医療等に関
する法律に基づき、指定難病の
医療給付に関する事務を処理す
る。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9印影、10個人番号、11
心身障害等、12疾病・負傷等、13検査・
診療等、14病院・主治医、15写真、16収
入状況、17口座番号、18加入健康保険、
19家庭状況、20居住状況

指定難病の医療給付に係る支
給認定申請書を提出した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける １０００人以上

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含む 埼玉県疾病対策課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保感6
ウイルス性肝炎患者等の重症化
予防推進事業に関するデータ
ファイル

市長 保健医療部 感染症保健対策課 保健医療部 感染症保健対策課長

ウイルス性肝炎患者等の重症化
予防推進事業における肝炎ウイ
ルス検査、相談、肝炎ウイルス
検査で陽性と判定された者に対
する医療機関への受診勧奨等及
び検査費用の助成に関する事務
を行う

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6婚姻、7親族関係・続
柄、8印影、9心身障害等、10疾病・負傷
等、11検査・診療等、12病院・主治医、
13収入状況、14納税状況、15公的扶助の
受給の有無、16口座番号、17医療費支払
状況、18加入健康保険、19家庭状況、20
居住状況、21意見・要望の内容、22各種

肝炎ウイルス検査で陽性と判
定された者、肝炎検査費用請
求書を提出した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送、電子申請で受け付ける

１人〜９９人 含まない 含む 埼玉県疾病対策課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保感8 難病患者地域支援対策推進に関
するデータファイル

市長 保健医療部 感染症保健対策課 保健医療部 感染症保健対策課長

難病の患者に対する医療等に関
する法律に基づき、難病患者等
の在宅療養支援計画の策定、訪
問相談、医療相談及び訪問指導
を行う

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6婚姻、7親族関係・続
柄、8印影、9心身障害等、10疾病・負傷
等、11検査・診療等、12病院・主治医、
13写真、14納税状況、15公的扶助の受給
の有無、16口座番号、17学業・学歴、18
職業・職歴、19加入健康保険、20家庭状
況、21居住状況、22意見・要望の内容、

保健所への申請・相談や関係
機関からの連絡により把握し
た者

本人、保護者から訪問や面接、電
話での情報収集
関係機関からの情報提供

１人〜９９人 含まない 含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

保感10 風しん抗体検査実施状況表 市長 保健医療部 感染症保健対策課 保健医療部 感染症保健対策課長 風しん抗体検査業務の申請者に
関する情報管理のため

1住所、２氏名、３生年月日、４性別、５
同居者等の氏名・生年月日、６検査方法、
７抗体価、８風しん予防接種の必要性、９
検査実施医療機関名、１０担当医師名

越谷市風しん抗体検査申込書
兼検査結果通知書を提出した
者

本人から医療機関を通じて窓口受
付、郵送で受付

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

保感11
小児慢性特定疾病医療費支給
データファイル 市長 保健医療部 感染症保健対策課 保健医療部 感染症保健対策課長

小児慢性特定疾病医療費給付業
務の受給者に関する情報管理の
ため

1受給者番号、2氏名、3性別、4生年月
日、5住所、6電話番号、7疾病番号、8疾
病名称、9受診医療機関、10自己負担上限
月額、11重症認定の種別・有無、12保護
者の氏名・続柄・住所・電話番号、13世
帯員の氏名・生年月日・続柄・受給者番
号、14医療保険の種別・名称・記号番
号、15認定機関、16申請・届出日、17受
給者証交付年月日、18承認区分、19就
学・未就学の別、20障害者手帳等所有の
有無、21医療機器使用の有無、22個人番

医療費申請をした本人、親又
は代理人の同意を取得した者

保護者又は本人から窓口受付、郵
送指定医作成の医療意見書 １００人〜９９９人

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含む 小児慢性特定疾病登録センター 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保感12 特定不妊治療費助成事業データ
ファイル

市長 保健医療部 感染症保健対策課 保健医療部 感染症保健対策課長 特定不妊治療費助成事業の申請
者に関する情報管理のため

1氏名、2性別、3生年月日、4住所、5年
齢、6住所、7電話番号、8婚姻、9親族関
係・続柄、10住所歴、11印影、12医師免
許証、13治療内容、14医療機関名、15主
治医氏名、16収入状況、17納税状況、18
口座番号、19職業・職歴、20資格、21各

特定不妊治療助成金交付申請
書を提出した者

申請者から提出される特定不妊治
療費助成金交付申請書及び不妊治
療実施証明書

１０００人以上 含まない 含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保感13
早期不妊検査・不育症検査費等
助成事業データファイル 市長 保健医療部 感染症保健対策課 保健医療部 感染症保健対策課長

不妊検査・不育症検査費助成事
業の申請に関する情報管理のた
め

1氏名、2性別、3生年月日、4住所、5年
齢、6住所、7電話番号、8婚姻、9親族関
係・続柄、10印影、11検査内容・期間
等、12医療機関名称、13主治医氏名、14
口座番号、15各種相談

不妊検査・不育症検査費助成
金交付申請書を提出した者

申請者から提出される不妊検査
費・不育症検査費助成金交付申請
書及び不妊検査・不育症検査実施
証明書

１００人〜９９９人 含まない 含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保感14
先進医療不育症検査費助成事業
データファイル 市長 保健医療部 感染症保健対策課 保健医療部 感染症保健対策課長

先進医療不育症検査費助成事業
の申請に関する情報管理のため

1氏名、2性別、3生年月日、4住所、5年
齢、6住所、7電話番号、8婚姻、9親族関
係・続柄、10印影、11検査内容・期間
等、12医療機関名称、13主治医氏名、14
口座番号、15各種相談

先進医療不育症検査費助成金
交付申請書を提出した者

申請者から提出される先進医療不
育症検査費助成金交付申請書及び
先進医療不育症検査実施証明書

１人〜９９人 含まない 含む 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保生活1 犬の登録管理システム 市長 保健医療部生活衛生課 保健医療部生活衛生課長 犬の登録情報の管理のため 1氏名、２住所、３電話番号、４犬の情報
犬の登録・注射済票交付申請
書を提出した者 本人からの窓口受付 １０００人以上 含まない 含まない 他自治体 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保生活2 化製場等管理システム 市長 保健医療部生活衛生課 保健医療部生活衛生課長 化製場等の情報管理のため 1氏名、２住所、３電話番号、4施設の情
報

死亡獣畜取扱場外における死
亡獣畜解体(埋却・焼却)許可
申請書又は、化製場等設置許
可申請書又は、動物の飼養
（収容）許可申請書を提出し
た者

本人からの窓口受付 １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保生活3 動物取扱業・特定動物・多頭飼
育管理台帳

市長 保健医療部生活衛生課 保健医療部生活衛生課長
動物取扱業者、特定動物飼育
者、多頭飼育者の情報管理のた
め

1氏名、2住所、3電話番号、4施設の情
報、５生年月日、６資格

第一種動物取扱業登録申請書
又は、第二種動物取扱業届出
書又は、特 定 動 物 飼 養・
保 管 許 可 申 請 書又は、多
数の動物の飼養届出書を提出
した者

本人からの窓口受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保生活4 墓地台帳 市長 保健医療部生活衛生課 保健医療部生活衛生課長 墓地経営許可情報の管理のため
1住所、２氏名、３生年月日、４連絡先、
５親族関係・続柄、６印影、７資産状況 墓地経営者

申請者から書面によって収集して
いる １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保生活5 スズメバチの巣駆除依頼簿 市長 保健医療部生活衛生課 保健医療部生活衛生課長
民有地内等のスズメバチの巣駆
除業務に係る情報管理のため 1住所、２氏名、３連絡先

スズメバチの巣の駆除を依頼
した者

本人等から電話、郵送等によって
収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

保生活6
食品営業許可申請・届出施設一
覧 市長 保健医療部生活衛生課 保健医療部生活衛生課長

食品営業許可申請及び営業届出
に関する業務における営業施設
情報を管理するため

１氏名、２生年月日、３住所、４電話番
号、５資格、６賞罰 営業許可申請書・営業届

申請者から窓口、電子申請等で受
け付けている １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保生活8 環境衛生管理システム 市長 保健医療部生活衛生課 保健医療部生活衛生課長

生活衛生関係営業等（理美容
所、クリーニング所、旅館、興
行場、公衆浴場等）における施
設情報を管理するため

１氏名、２住所、３電話番号、４資格、５
生年月日 申請者及び資格者

申請者から窓口・郵送等によって
収集している １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

保生活9 薬剤散布受付簿 市長 保健医療部生活衛生課 保健医療部生活衛生課長 薬剤散布業務の受付管理のため １住所、２氏名、３連絡先 薬剤散布を依頼した者
本人等から電話、郵送等によって
収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

保生活10 薬事・毒劇管理システム 市長 保健医療部生活衛生課 保健医療部生活衛生課長
薬局等における施設情報を管理
するため

1氏名、2住所、3電話番号、4資格、5生年
月日 申請者、資格者

申請者から窓口、郵送等によって
収集している １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政1 雑草苦情対応台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長 雑草苦情対応管理のため 1住所、２氏名 雑草類苦情者及び土地所有者
本人、自治会長等から電話、郵送
等によって収集している １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政2 公害苦情受付台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長 公害苦情処理業務の受付管理の
ため

1住所、２氏名、３電話番号 公害苦情者及び発生者 本人、自治会長等から電話、郵送
等によって収集している

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政3 水質汚濁防止法等届出台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長
水質汚濁防止法等の特定施設設
置等届出受付業務の管理のため 1住所、２氏名、３電話番号 特定施設設置等届出者 届出内容により収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政4 大気汚染防止法等届出台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長
大気汚染防止法等の特定施設設
置等届出受付業務の管理のため 1住所、２氏名、３電話番号 焼却炉設置等届出者 届出内容により収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政5 騒音・振動規制法等届出台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長
騒音・振動規制法等の特定施設
設置等届出受付業務の管理のた
め

1住所、２氏名、３電話番号 特定施設設置等届出者 届出内容により収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政6 土壌汚染対策法届出台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長
土壌汚染対策法等の届出受付業
務の管理のため 1住所、２氏名、３電話番号

土壌汚染状況調査結果報告書
等届出者 届出内容により収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政7 公害防止組織等届出台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長
公害防止組織の整備に関する各
種届出受付業務の管理のため 1住所、２氏名、３電話番号 公害防止組織等届出者 届出内容により収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政8 PRTR等届出台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長
公害防止組織の整備に関する各
種届出受付業務の管理のため 1住所、２氏名、３電話番号 特定施設設置等届出者 届出内容により収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政9 特定建設作業等台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長 特定建設作業等受付業務のため 1住所、２氏名、４電話番号 特定建設作業等届出者 届出内容により収集 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政10 カラオケ設置等受付台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長
カラオケ等設置の届出に関する
受付業務のため 1住所、２氏名、５電話番号 カラオケ等設置届出者 届出内容により収集 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政11 環境審議会委員一覧台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長
環境審議会委員の委嘱及び庶務
を処理するため

1氏名、2住所、3生年月日・年齢、4役職
名

環境審議会委員の推薦書、承
諾書を提出した者 推薦書、承諾書で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない . 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

環政12 有害鳥獣台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律に係る事
務を処理するため

1氏名、2住所、3生年月日・年齢
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の
採取等許可申請書に記載され
た申請者と捕獲者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政13 傷病野鳥里親登録者台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長
傷病野鳥里親事業に関する庶務
を処理するため 1氏名、2住所

傷病野鳥里親登録申込書を提
出した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送、FAXで受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政14 いきもの調査員台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長
越谷市ふるさといきもの調査実
施事務における調査員の委嘱及
び庶務を処理するため

1氏名、2住所、3年齢
いきもの調査員として応募し
た者

本人から窓口受付、郵送、FAX等
で受け付ける １０００人以上 含まない 含まない

越谷市ふるさといきもの調査運
営委員 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政17 市民環境賞の推移台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長
越谷市市民環境賞に係る事務を
処理するため

1氏名、2所属（学業・学歴、職業・職
歴） 市民環境賞に応募した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

環政18
太陽光発電設備設置費補助金
補助件数集計・全申請者一覧台
帳

市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長
太陽光発電設備等の設置に係る
補助金の交付に関する事務をす
るため

1氏名、2住所、3電話番号

越谷市住宅用太陽光発電設備
設置費補助金交付申請書、越
谷市住宅用太陽光発電設備等
設置費補助金交付申請書を提
出した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政19 【住宅】太陽光等補助金台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長
太陽光発電設備等の設置に係る
補助金の交付に関する事務をす
るため

1氏名、2住所、3電話番号

越谷市住宅用太陽光発電設備
設置費補助金交付申請書、越
谷市住宅用太陽光発電設備等
設置費補助金交付申請書を提
出した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政20
【家庭用】ゼロカーボン補助金
台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長

太陽光発電設備等の設置に係る
補助金の交付に関する事務をす
るため

1氏名、2住所、3電話番号
越谷市家庭用ゼロカーボン推
進補助金交付申請書を提出し
た者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政22 緑のオアシス認定者台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長
「こしがや緑のオアシス２０２
０プロジェクト」の推進を図る
ため

1氏名、2住所、3電話番号
緑のオアシス応募用紙を提出
した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政23
こしがや環境サポーター登録者
名簿台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長

こしがや環境サポーター登録制
度に関する庶務を処理するため

1氏名、2住所、3電話番号、4生年月日・
年齢

こしがや環境サポーター（登
録・更新）申請書を提出した
者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政24
省エネエアコン買換促進補助金
台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長

省エネエアコンの買換えに係る
補助金の交付に関する事務を行
うため

1氏名、2住所
越谷市省エネエアコン買換促
進補助金交付申請書を提出し
た者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政25
越谷市環境大会関連
協力依頼先台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長

環境大会に関する庶務を処理す
るため 1氏名、2住所、3団体名

環境活動報告書等を提出した
者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政26
越谷市環境大会関連
公園維持管理団体一覧台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長

環境大会に関する庶務を処理す
るため 1氏名、2住所、3団体名

環境活動報告書等を提出した
者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政27
越谷市環境大会関連
関係者台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長

環境大会に関する庶務を処理す
るため 1氏名、2住所、3電話番号、4団体名

環境活動報告書等を提出した
者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政28 越谷市環境推進市民会議名簿台
帳

市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長 越谷市環境推進市民会議に関す
る庶務を処理するため

1氏名、2住所、3電話番号、4団体名
越谷市環境推進市民会議入会
申込書を提出した者、総会に
おいて選出された者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政29
ECOこしがや環境ファミリー宣
言登録台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長

ECOこしがや環境ファミリー宣
言に関する庶務を処理するため 1氏名、2住所、3電話番号、4家族の人数

ECOこしがや環境ファミリー
宣言登録申請書を提出した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送、FAX、メールで受け付
ける

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政30
ECOこしがや推進事業所宣言登
録台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長

ECOこしがや推進事業所宣言に
関する庶務を処理するため 1氏名、2住所、3電話番号

ECOこしがや推進事業所宣言
登録申請書を提出した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送、FAX、メールで受け付
ける

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政31 こしがやＳＤＧｓパートナー制
度登録台帳

市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長
こしがやＳＤＧｓパートナー青
銅実施に関する庶務を処理する
ため

1氏名、2住所、3電話番号、4団体名 こしがやＳＤＧｓパートナー
宣言書を提出した者

本人（代理人含む）から電子申請
で受け付ける

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政32 子ども体験バスツアー台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長
子ども体験バスツアーに関する
庶務を処理するため 1氏名、2住所、3性別、4電話番号、5年齢

子ども体験バスツアーに申込
した者、子ども体験バスツ
アーの関係者（主催者・協力
者）

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送、FAX、メール、電話で
受け付ける

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政39 エコワット貸出管理台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長
エコワット貸出の庶務を処理す
るため 1氏名、2住所、3電話番号

越谷市エコワット貸出申請書
を提出した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、電話で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政41
アクトグリーンエコウィークこ
しがや子どもトンボサミット学
校参加名簿台帳

市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長

平成28〜30年度アクトグリーン
エコウィークこしがや子どもト
ンボサミットに関する庶務を処
理するため

1氏名、2所属

平成28〜30年度アクトグリー
ンエコウィークこしがや子ど
もトンボサミットに参加申込
した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、電話で受け付ける

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政46 省エネ家電買換促進補助金台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長
省エネ家電の買換えに係る補助
金の交付に関する事務を行うた
め

1氏名、2住所
越谷市省エネエアコン買換促
進補助金交付申請書を提出し
た者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政47 開発調整会議台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長

開発調整会議に提出のあった届
出のうち、環境配慮要請事項や
事業所等設置計画書等に該当す
るものを把握するため

1氏名

開発行為等の計画を提出した
者のうち、環境配慮事項や事
業所等設置計画書等に該当す
る者（平成29年度以降）

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送、電子申請で受け付ける

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

環政48 事業所等設置届出台帳 市長 環境経済部環境政策課 環境経済部環境政策課長
事業所等設置計画書に関する事
務を行うため 1氏名

事業所等設置計画書を提出し
た者（H26年度から）

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送、電子申請で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

資循1
浄化槽保守点検業者登録条例に
基づく保守点検業者の登録事務 市長 環境経済部資源循環推進課 環境経済部資源循環推進課長

浄化槽保守点検業者登録条例に
基づいた、保守点検業者の登録
を行うため

1氏名、2生年月日、3年齢、4住所、5電話
番号、6資格、7地位

浄化槽保守点検業登録申請書
を提出した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送等によって収集している １０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

資循2
浄化槽法に基づく指定検査機関
からの検査実施報告の受理事務 市長 環境経済部資源循環推進課 環境経済部資源循環推進課長

浄化槽法第7条第2項及び第１１
条第2項に基づく指定検査機関
からの検査報告を受理する

1住所、２氏名
埼玉県浄化槽協会に法定検査
の申出手続きをした者

浄化槽協会の職員から窓口受付に
よって収集している １０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

資循3 浄化槽台帳に関する事務 市長 環境経済部資源循環推進課 環境経済部資源循環推進課長

生活排水による公共用水域の水
質汚濁防止を目的に、浄化槽の
維持管理情報等の必要な情報を
管理する。

1氏名、2住所、3電話番号、4資産状況、5
浄化槽の点検・清掃状況等

浄化槽設置届、開始届等を提
出した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送等によって収集している

１０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

資循4
合併処理浄化槽設置整備事業補
助金事務 市長 環境経済部資源循環推進課 環境経済部資源循環推進課長

合併処理浄化槽を設置しようと
する者に対する補助金の交付お
よび環境省または埼玉県からの
交付金の申請のため対象者を管
理する

1氏名、2生年月日・年齢、3住所、4電話
番号、5収入状況、6資産状況、7納税状
況、8取引状況、9口座番号、10資格、11
委任状等申請書の添付書類に記載されてい
る情報

越谷市合併処理浄化槽設置整
備事業補助金交付申請書を提
出した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送等によって収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない

埼玉県水環境課
埼玉県資源循環推進課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

資循5 廃棄物減量等推進審議会事務 市長 環境経済部資源循環推進課 環境経済部資源循環推進課長
本市の総合的な廃棄物の減量等
に関する事項を審議する審議会
の事務を行うもの

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、7収入状況、8納税状況、
9口座番号、10職業・職歴、11地位、12成
績・評価、13団体加入状況、14意見・要
望の内容、15作文

氏名、住所、性別、生年月
日、職業等、電話番号、応募
動機を記入した書類及び作文
を提出した者

本人から電話、郵送、電子申請等
で受け付けている １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし
マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

資循6 し尿のくみ取りに関する事務 市長 環境経済部資源循環推進課 環境経済部資源循環推進課長 し尿のくみ取りや手数料の収納
に関する事務を処理する

1氏名、2生年月日・年齢、3住所、4電話
番号、5親族関係・続柄、6印影、7資産状
況、8納税状況、9口座番号、10手数料
等、11居住状況

・越谷市口座振替（自動振込
利用申込）依頼書（兼廃止
届）または、し尿汲取申請書
を提出した者

本人から窓口受付、郵送で受け付
けている

１０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

資循7 一般廃棄物処理手数料減免事務 市長 環境経済部資源循環推進課 環境経済部資源循環推進課長
特別の事情があると認められる
ときに、し尿汲み取り手数料を
免除するための申請受付事務

1氏名、2住所、3電話番号、4印影、5公的
扶助の受給の有無

一般廃棄物処理手数料減免申
請書及び生活保護受給証明書
を提出した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、電話等によって収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

資循8 まちをきれいにする条例に基づ
く事務

市長 環境経済部資源循環推進課 環境経済部資源循環推進課長

要望のあった清掃団体等からの
支援やごみのポイ捨て行為や犬
ふんの放置等に対し、快適な生
活環境が阻害されている場合に
対し、条例に基づく勧告、命
令、公表措置を行う

1氏名、2住所、3電話番号

・電話等で要望を伝えた清掃
団体の代表者
・ごみのポイ捨て行為や犬ふ
んの放置等を行った者

本人（代理人含む）から窓口受
付、電話、電子申請等によって収
集している

１０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

資循10 資源回収奨励補助金交付事務 市長 環境経済部資源循環推進課 環境経済部資源循環推進課長
資源有効利用の啓発及びごみの
減量化を目的に、資源回収実施
団体に対し、補助金を交付する

1氏名、2住所、3電話番号、4地位、5団体
加入状況

越谷市資源回収実施団体新規
登録申請書及び越谷市資源回
収奨励補助金振込口座新規登
録申請書を提出した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送等によって収集している

１０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

資循11 法定検査受験推進記録簿 市長 環境経済部資源循環推進課 環境経済部資源循環推進課長 浄化槽法第７条検査の受検を推
進する

氏名、現住所、浄化槽設置場所、使用開始
予定日、法定検査の申込状況

浄化槽に関する調書を提出し
た者

浄化槽に関する調書の提出及び
（一社）埼玉県浄化槽協会に法定
検査を申込み状況を確認すること
によって収集している

１００人〜９９９人 含まない 含まない (一社)埼玉県浄化槽協会 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

資循12
法定検査の不適切指導に関する
事務 市長 環境経済部資源循環推進課 環境経済部資源循環推進課長

浄化槽法に基づく指定検査機関
からの検査実施報告の受理事務
のうち、不適切判定の浄化槽管
理者へ指導文を送付する。また
下水道供用開始区域における不
適切判定の結果のみを下水道経
営課に情報提供する

1住所、２浄化槽管理者氏名、3浄化槽設
置場所、4電話番号

埼玉県浄化槽協会に法定検査
の申出手続きをした者

浄化槽協会の職員から窓口受付に
よって収集したデータを編集 １００人〜９９９人 含まない 含まない 下水道経営課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし
電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

リサ１
一般廃棄物収集運搬業務委託に
関する事務 市長

環境経済部資源循環推進課リサイク
ルプラザ 環境経済部資源循環推進課長

一般廃棄物処理運搬業務委託を
行うに当たり、委託業者の従事
者等を把握する

1氏名、2生年月日・年齢、3住所、4職
業・職歴、5地位

一般廃棄物処理運搬業務委託
に従事する者

本人（代理人含む）から窓口受付
によって収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし
マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

リサ2 生活環境影響調査書縦覧等事務 市長
環境経済部資源循環推進課リサイク
ルプラザ 環境経済部資源循環推進課長

越谷市廃棄物の処理及び再利用
に関する条例に基づき、越谷市
資源化センター更新整備事業に
係る生活環境影響調査書につい
て縦覧等を行う

1氏名、2住所、3意見・要望の内容 縦覧の申請を行った者
本人から窓口受付によって収集し
ている １人〜９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

なし
マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

リサ3 生ごみ処理機器購入費補助金交
付事務

市長 環境経済部資源循環推進課リサイク
ルプラザ

環境経済部資源循環推進課長

家庭から排出される生ごみの減
量化及び資源化を促進するた
め、生ごみ処理機器を設置する
者に対し、補助金を交付する

氏名、住所、電話番号、親族関係・続柄、
印影、口座番号、補助金交付額、購入金額
等、処理機器設置計画・使用状況等

越谷市生ごみ処理機器購入費
補助金交付申請書を提出した
者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送等によって収集している

１人〜９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

リサ4
越谷市ごみ収集カレンダー配布
業務委託に関する事務 市長

環境経済部資源循環推進課リサイク
ルプラザ 環境経済部資源循環推進課長

前回配布時の不着者等を把握す
ることにより、次回の配布精度
向上を図るため

氏名、住所、電話番号、不着理由等
越谷市ごみ収集カレンダーが
配布されなかった者

本人（代理人含む）から窓口受
付、電話等によって収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない 配布委託受注事業者 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

リサ5
再利用の対象となる廃棄物の収
集又は運搬の禁止に関する事務 市長 環境経済部資源循環推進課リサイク

ルプラザ
環境経済部資源循環推進課長

越谷市廃棄物の処理及び再利用
に関する条例に基づき、市民の
健康で快適な生活に資するた
め、再利用の対象となる廃棄物
の持ち去り行為の取締り等に関
する事務を処理する

氏名、性別、生年月日・年齢、住所、電話
番号、意見・要望の内容、各種相談、持ち
去り行為の状況

再利用の対象となる廃棄物の
持ち去りを通報した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、電話等によって収集している

１人〜９９人 含まない 含まない 警察 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

リサ6
ごみ集積所の設置、移動等に関
する事務 市長

環境経済部資源循環推進課リサイク
ルプラザ 環境経済部資源循環推進課長

要望等に基づき、ごみ集積所の
設置、移動等を行う事務を処理
する

氏名、住所、電話番号、印影、地位、成
績・評価、団体加入状況、意見・要望の内
容、設置に関する承諾等

ごみ集積所の設置、移動等を
申請した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送等によって収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

リサ7 粗大ごみ戸別収集に関する事務 市長
環境経済部資源循環推進課リサイク
ルプラザ 環境経済部資源循環推進課長

粗大ごみの戸別収集、自転車の
防犯登録抹消等に関する事務を
処理する

氏名、住所、電話番号、費用、粗大ごみの
種類、防犯登録番号等 粗大ごみの戸別収集の申込者

本人（代理人含む）から電話、電
子申請等によって収集している １０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

リサ8
動物死体処理収集運搬・処分に
関する事務 市長

環境経済部資源循環推進課リサイク
ルプラザ 環境経済部資源循環推進課長

飼犬猫・野良犬猫等の死体の収
集運搬・処分に係る事務を処理
する

氏名、住所、電話番号、飼犬猫等の情報 動物死体処理を依頼した者
本人（代理人含む）から電話、電
子メール等によって収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない

動物死体収集処理委託受注事業
者 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

リサ9 伐採枝戸別収集に関する事務 市長
環境経済部資源循環推進課リサイク
ルプラザ 環境経済部資源循環推進課長

伐採枝を有料で戸別に収集する
こと 氏名、住所、電話番号 伐採枝収集を依頼した者

本人（代理人含む）から電話、電
子申請等によって収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

リサ10 ごみの不法投棄等に関する事務 市長
環境経済部資源循環推進課リサイク
ルプラザ 環境経済部資源循環推進課長

ごみの不法投棄等について、適
切に対応する事務を処理する

氏名、住所、電話番号、資産状況、地位、
団体加入状況、居住状況、意見・要望の内
容、各種相談、不法投棄等の状況

ごみの不法投棄等について処
理依頼した者

本人（代理人含む）から電話、電
子メール等によって収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

リサ11
自治会その他の団体の清掃美化
活動に伴うごみの収集運搬事務 市長

環境経済部資源循環推進課リサイク
ルプラザ 環境経済部資源循環推進課長

自治会等が行う清掃美化活動に
より回収されたごみの収集運搬
に関する事務を処理する

氏名、住所、電話番号、地位、団体加入状
況、意見・要望の内容、各種相談

自治会清掃後のごみ処理を依
頼した者

本人（代理人含む）から電話、電
子メール等によって収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

リサ12 廃棄物処分依頼に関する事務 市長 環境経済部資源循環推進課リサイク
ルプラザ

環境経済部資源循環推進課長

リサイクルプラザにおける廃棄
物の搬入受付、自転車の防犯登
録抹消等に関する事務を処理す
る

氏名、住所、電話番号、搬入車両、搬入
物、防犯登録番号等

リサイクルプラザに廃棄物の
搬入する者

本人（代理人含む）から電話に
よって収集している

１０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

リサ13 ふれあい収集に関する事務 市長 環境経済部資源循環推進課リサイク
ルプラザ

環境経済部資源循環推進課長

一般廃棄物及び資源物をごみ集
積所に持ち出すことが困難な市
民に対し、戸別に訪問収集する
事務を処理する

氏名、性別、生年月日・年齢、住所、電話
番号、親族関係・続柄、心身障害等、疾
病・負傷等、成績・評価、家庭状況、意
見・要望の内容、申請理由等

ふれあい収集を希望申請する
者

本人（代理人含む）から電話に
よって収集している

１００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

リサ14 廃棄物減量等推進員事務 市長
環境経済部資源循環推進課リサイク
ルプラザ 環境経済部資源循環推進課長

一般廃棄物の減量及び資源化並
びにその適正な処理等につい
て、必要な事務を行う

氏名、性別、生年月日・年齢、住所、電話
番号、印影、地位、団体加入状況

廃棄物減量等推進員に推薦さ
れた者

本人、自治会長等から電話、郵送
等によって収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

リサ15
リサイクルプラザ図書貸出等事
務 市長

環境経済部資源循環推進課リサイク
ルプラザ 環境経済部資源循環推進課長

ごみ問題やリサイクルに関する
啓発を行うため、図書の貸出等
の事務を処理する

氏名、住所、電話番号、住所歴、貸出日・
返却期限等、資料名

リサイクルプラザの図書の貸
出を申請する者

本人（代理人含む）から窓口受付
によって収集している １人〜９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

リサ16 再生家具等販売事務 市長
環境経済部資源循環推進課リサイク
ルプラザ 環境経済部資源循環推進課長

再生家具等の販売に関する事務
を処理する

氏名、住所、電話番号、住所歴、リサイク
ル番号等 再生家具の購入を希望する者

本人（代理人含む）から窓口受付
によって収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

リサ17 防犯等カメラ設置事務 市長
環境経済部資源循環推進課リサイク
ルプラザ 環境経済部資源循環推進課長 防犯及び施設利用者の安全管理 映像 画像に記録された者 画像に記録された者 １０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

リサ18 リサイクル講座等開催事務 市長 環境経済部資源循環推進課リサイク
ルプラザ

環境経済部資源循環推進課長
リサイクルプラザにおける講座
や公演の開催に関する事務を処
理する

氏名、生年月日・年齢、住所、電話番号、
印影、写真、口座番号、学業・学歴、職
業・職歴、資格、地位、団体加入状況、意
見・要望の内容、講座名等

リサイクル講座に参加申込し
た者

本人（代理人含む）から窓口受
付、電話等によって収集している

１００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

リサ19 施設見学等受付事務 市長
環境経済部資源循環推進課リサイク
ルプラザ 環境経済部資源循環推進課長

リサイクルプラザにおける施設
見学等に関する事務を処理する

氏名、生年月日・年齢、住所、電話番号、
職業・職歴、地位、団体加入状況、見学日
時等

施設見学を申請申込した者
本人（代理人含む）から窓口受
付、電話等によって収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

廃1 産業廃棄物情報管理システム 市長 環境経済部廃棄物指導課 環境経済部廃棄物指導課長

産業廃棄物処理業者、自動車リ
サイクル法に基づく登録業者、
解体業・破砕業者、土砂堆積業
者及び不適正処理等管理のため

1業者名、２所在地、３代表者名、４許可
番号、５許可年月日、６氏名、７住所、８
電話番号、９本籍、１０生年月日、１１映
像、１２車のナンバー、１３許可品目、１
４処分方法、１５積替え保管の有無、１６
処理施設所在地、１７許可の条件

産業廃棄物処理業者
施設設置業者
自動車リサイクル法に基づく
引取業者
自動車リサイクル法に基づく
フロン類回収業者
解体業許可業者
破砕業許可業者
土砂堆積業者
不適正処理等等業者

申請者（代理人含む）から窓口、
郵送で受け付ける
市民等からの電話等の通報により
受け付ける

１００人〜９９９人 含まない 含む 環境省
埼玉県

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

廃2
一般廃棄物収集運搬業者役員一
覧 市長 環境経済部廃棄物指導課 環境経済部廃棄物指導課長

一般廃棄物収集運搬業審査事務
における資格審査及び管理のた
め

1業者名、２所在地、３代表者名、４電話
番号、５許可番号、６許可年月日、７個人
事業主生年月日、８個人事業主本籍、９役
員氏名、１０役員生年月日、１１役員本
籍、１２車のナンバー

一般廃棄物収集運搬業者
申請者（代理人含む）から窓口、
郵送で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

廃3
令和４年度産業廃棄物管理票交
付等状況報告書及び電子マニ
フェスト集計書

市長 環境経済部廃棄物指導課 環境経済部廃棄物指導課長
産業廃棄物管理票交付等状況報
告書及び電子マニフェスト使用
状況の把握のため

1業者名、２所在地、３代表者名、４電話
番号、５許可番号、６担当者名

産業廃棄物排出事業者 本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送、電子申請で受け付ける

１００人〜９９９人 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

廃4 PCB届出等一覧 市長 環境経済部廃棄物指導課 環境経済部廃棄物指導課長
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適
正処理を管理するため

1業者名、２所在地、３代表者名、４電話
番号、５担当者名 PCB保管事業者

申請者（代理人含む）から窓口、
郵送で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 環境省 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

廃6
令和５年度産業廃棄物管理票交
付等状況報告書及び電子マニ
フェスト集計書

市長 環境経済部廃棄物指導課 環境経済部廃棄物指導課長
産業廃棄物管理票交付等状況報
告書及び電子マニフェスト使用
状況の把握のため

1業者名、２所在地、３代表者名、４電話
番号、５許可番号、６担当者名 産業廃棄物排出事業者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送、電子申請で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

廃7
令和6年度産業廃棄物管理票交
付等状況報告書及び電子マニ
フェスト集計書

市長 環境経済部廃棄物指導課 環境経済部廃棄物指導課長
産業廃棄物管理票交付等状況報
告書及び電子マニフェスト使用
状況の把握のため

1業者名、２所在地、３代表者名、４電話
番号、５許可番号、６担当者名 産業廃棄物排出事業者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送、電子申請で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

廃8 屋外保管事業者情報等 市長 環境経済部廃棄物指導課 環境経済部廃棄物指導課長
再生資源物の屋外保管に関する
条例における事業者情報等の管
理のため

1業者名、２所在地、３代表者名、４電話
番号、５メールアドレス、６許可番号、７
取り扱う品目、８役員氏名、９役員生年月
日、１０役員本籍

屋外保管事業者 申請者（代理人含む）から窓口、
郵送で受け付ける

１００人〜９９９人 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

廃9
令和7年度産業廃棄物管理票交
付等状況報告書及び電子マニ
フェスト集計書

市長 環境経済部廃棄物指導課 環境経済部廃棄物指導課長
産業廃棄物管理票交付等状況報
告書及び電子マニフェスト使用
状況の把握のため

1業者名、２所在地、３代表者名、４電話
番号、５許可番号、６担当者名 産業廃棄物排出事業者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送、電子申請で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない ー 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

経1 越谷市民まつり関係者名簿 市長 環境経済部経済振興課 環境経済部経済振興課長 越谷市民まつりに係る事務手続
きのため

１氏名、２住所、３電話番号、４メールア
ドレス、５所属団体、６法人名、７本人確
認書類

実行委員推薦書を提出した
者、参加の申し出をした者

本人から窓口受付、郵送、FAX,、
メールで受け付ける

１０００人以上 含まない 含まない （一社）越谷青年会議所 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

実行委員名簿、実行団体名簿、財政委員名
簿、まちづくり広場名簿、模擬店出店名
簿、フリマ出店名簿、飲食出店名簿、協賛
名簿を含む

経7 産業情報発信先名簿 市長 環境経済部経済振興課 環境経済部経済振興課長
産業情報発信先名簿の管理のた
め

1住所、２氏名、３電話番号、４メールア
ドレス、５会社名

産業情報発信先名簿に登録を
希望した者（平成１８年度以
降）

本人からの申し出による １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

経8 創業者支援補助金管理簿 市長 環境経済部経済振興課 環境経済部経済振興課長
創業者支援補助金申請者の管理
のため

1住所、２氏名、３電話番号、４メールア
ドレス、５創業情報、６補助金申請情報

創業者支援補助金交付申請書
を提出した者（平成２８年度
以降）

本人から窓口受付、電子申請で受
け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

経9
ビジネスパワーアップ補助金管
理簿 市長 環境経済部経済振興課 環境経済部経済振興課長

ビジネスパワーアップ補助金申
請者の管理のため

1住所、２氏名、３電話番号、４メールア
ドレス、５事業情報、６補助金申請情報

ビジネスパワーアップ補助金
交付申請書を提出した者（平
成２９年度以降）

本人から窓口受付、電子申請で受
け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

経11 越谷企業・創業情報管理簿 市長 環境経済部経済振興課 環境経済部経済振興課長 創業・経営相談者の管理のため
１企業名（屋号）、２氏名、３住所、４電
話番号、５相談履歴

市の実施する創業・経営相談
を受けた者（令和２年度以
降）

本人から窓口受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

経12
商工業振興・雇用対策セミナー
等参加者名簿 市長 環境経済部経済振興課 環境経済部経済振興課長

商工業振興・雇用対策セミナー
等参加者の管理のため

１企業名（屋号）、２氏名、３住所、４電
話番号、５メールアドレス

セミナーの参加申込をした者
（平成２８年度以降）

本人から窓口受付、電子申請で受
け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

経14
住宅・店舗改修促進補助金交付
事務受付台帳 市長 環境経済部経済振興課 環境経済部経済振興課長

住宅・店舗改修促進補助金の申
請者、交付決定者の管理のため 1住所、２氏名、３電話番号

住宅・店舗改修促進補助金交
付申請書を提出した者

本人から窓口受付、郵送、電子申
請で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

経15 地域振興券購入者名簿 市長 環境経済部経済振興課 環境経済部経済振興課長
地域振興券事業に関する事務を
処理するため

1住所、２氏名、３電話番号、４性別、５
メールアドレス 地域振興券の購入申込した者 窓口受付、電子申請で受け付ける １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

経19 ふるさと納税寄附申込一覧 市長 環境経済部経済振興課 環境経済部経済振興課長
越谷市に対しふるさと納税をし
た寄附者情報や返礼品発送状況
の管理のため

1氏名、2住所、3生年月日、4電話番号、5
寄附年月日、6寄付金額、7メールアドレ
ス

越谷市への寄附者 本人からの申出による １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

経20
市町村民税道府県民税寄附金税
額控除に係る申告特例申請一覧 市長 環境経済部経済振興課 環境経済部経済振興課長

寄附金税額控除に係る申告特例
申請の管理のため

1氏名、2住所、3生年月日、4電話番号、5
寄附年月日、6寄付金額

寄附金税額控除に係る申告特
例申請者 本人からの申出による １００人〜９９９人

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

農振１ 農家組合長報償費 市長 環境経済部農業振興課 環境経済部農業振興課長
市と農家のパイプ役、農業行政
に尽力

1氏名、2性別、3住所、4電話番号、5口座
番号 農家組合長 越谷市農業協同組合 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

農振４ 農業催事に関する事務 市長 環境経済部農業振興課 環境経済部農業振興課長 農産物等のＰＲのため、共進会
や即売会を開催する。

1氏名、2住所、3電話番号 農産物生産者 本人、実施機関内から収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

R27.3.18届出
個人情報取扱事務の見直しに伴い、「こし
がや産業フェスタ農業振興協議会」から変
更。

農振５ 農業者団体の育成・支援に関す
る事務

市長 環境経済部農業振興課 環境経済部農業振興課長
各農業者団体の会員相互の連
携・交流を図り、農家の技術向
上、経営発展に資する

1氏名、2住所、3電話番号 農業者 本人、実施機関内から収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない ・JA越谷市 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

H27.3.18届出
個人情報取扱事務の見直しに伴い、「越谷
市農業団体連合会会員名簿」に「越谷市グ
リーンクラブ会員・役員名簿」を統合し、
名称を「農業者団体の育成・支援に関する
事務」に変更。

農振１５ 除外等証明事務 市長 環境経済部農業振興課 環境経済部農業振興課長
農地転用許可申請等の提出書類
の一部として必要とされる証明
書を交付するため

1氏名、2住所、3電話番号、4資産状況 証明申請者
本人、実施機関内、他の実施機関
から収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

農振１８ 担い手への農業集積に関する事
務

市長 環境経済部農業振興課 環境経済部農業振興課長

農業経営基盤強化促進法に基づ
く農用地利用集積計画の作成ほ
か、国等の政策支援の活用を促
す。

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6資産状況

農業経営体及び農地所有者 本人、他の実施機関から収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

R27.3.18届出
個人情報取扱事務の見直しに伴い、「農業
経営基盤強化事務」から名称変更。

農振２０ 市民農園貸付事務 市長 環境経済部農業振興課 環境経済部農業振興課長

農業者以外の方が農作物を栽培
して、自然に触れ合うととも
に、農業に対する理解を深める
こと等を目的に市が行う

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6親族関係・続柄、7資産
状況、8納税状況

市民農園利用者
土地所有者

本人、実施機関内、国またはほか
の地方公共団体から収集

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

農振２８ 測量業務事務 市長 環境経済部農業振興課 環境経済部農業振興課長
農業基盤整備に伴う測量業務事
務のため 1氏名、2住所、3電話番号、4印影 関係地権者

本人、実施機関内、国またはほか
の地方公共団体から収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

農振３１ 土地改良関係各種調査事務 市長 環境経済部農業振興課 環境経済部農業振興課長
土地改良事業に関する調査のた
めの事務

1氏名、2性別、3住所、4電話番号、5印
影、6収入状況、7地位、8意見・要望の内
容

調査対象者
本人、実施機関内、他の実施機
関、土地改良区等から収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

農振３９ 稲作農業経営者支援金の給付事
務

市長 環境経済部農業振興課 環境経済部農業振興課長

新型コロナウイルス感染症の影
響を受ける市内稲作農業経営者
の事業継続を支援するため、支
援金を給付する

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7印
影、8収入状況、9資産状況、10納税状
況、11口座番号、12職業・職歴、13地位

申請者 本人、実施機関内なら収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

10年保存、R14.3.31廃棄予定

農振４０
燃料・肥料高騰対策支援金の給
付事務 市長 環境経済部農業振興課 環境経済部農業振興課長

燃油、資材等の物価高騰に伴う
農業経営コストの増加等により
営農に大きな影響が生じている
農業経営者に対し、支援金を給
付する

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7印
影、8収入状況、9資産状況、10納税状
況、11口座番号、12職業・学歴、13地位

申請者 本人から収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

10年保存、R15.3.31廃棄予定

農振４３ 地域計画に関する事務 市長 環境経済部農業振興課 環境経済部農業振興課長
農業経営基盤強化促進法に基づ
く「地域計画」の策定、変更、
実施に関する事務を行う。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6資産状況、7職業・職歴 農業経営体及び農地所有者 本人、他の実施機関から収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

道総1 占用台帳管理システム 市長 建設部道路総務課 建設部道路総務課長

・道水路占用許可事務
(道路法第32条に基づき占用許
可を行う
・道路工事等施行承認事務
（道路法第24条に基づき承認を
行う）

氏名、住所、電話番号、印影 申請書を提出した者 本人（代理人）から窓口受付 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市建設部道路総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所本庁舎５階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

道総2 道水路付替換 払下げ等一覧表 市長 建設部道路総務課 建設部道路総務課長

道水路の付替、交換、払下げ事
務
（道水路の付替、交換、払下げ
を行う）

氏名、住所、電話番号、印影 申請書を提出した者 本人（代理人）から窓口受付 １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市建設部道路総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎７階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第8項のファイル 無し

道総3 道路幅員証明 市長 建設部道路総務課 建設部道路総務課長
道路幅員証明事務
（市道の道路幅を証明するため
に行う）

氏名、住所、電話番号 申請書を提出した者
本人（代理人）から窓口、郵送受
付 １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市建設部道路総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎８階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第9項のファイル 無し

道総4
特殊車両通行許可・認定受付台
帳 市長 建設部道路総務課 建設部道路総務課長

特殊車両通行許可事務
（道路法第47条の2に基づき許
可を行う）

氏名、住所、電話番号、印影 申請書を提出した者
本人（代理人）から窓口、郵送受
付 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市建設部道路総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎９階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第10項のファイル 無し

道総5 査定受付台帳 市長 建設部道路総務課 建設部道路総務課長
道路・水路と民地の境界につい
て確認をするための申請の受付 申請人氏名、申請地住所、代理人氏名、 境界確認申請書を提出した者

本人（代理人服務）から窓口受
付、郵送で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市建設部道路総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎１０階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

道総6 境界確認済証明受付台帳 市長 建設部道路総務課 建設部道路総務課長
道路・水路と民地の境界につい
て確認済である証明願の受付 申請人氏名、電話番号、申請地住所

境界確認済証明願を提出した
者

本人（代理人服務）から窓口受
付、郵送で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市建設部道路総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎１１階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

道総7 境界線受付台帳 市長 建設部道路総務課 建設部道路総務課長
道水路管理図や座標の交付等の
受付 申請人氏名、電話番号、申請地住所

境界線測量成果使用申請書を
提出した者 本人（代理人）から窓口受付 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市建設部道路総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎１２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

道総8 私道承諾証明受付台帳 市長 建設部道路総務課 建設部道路総務課長
市も一部所有する共有私道の境
界承諾依頼書の受付 申請人氏名、電話番号、申請地住所

境界確認承諾書の交付依頼を
提出した者

本人（代理人服務）から窓口受
付、郵送で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市建設部道路総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎１５階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

道総9 無償使用承諾書受付台帳 市長 建設部道路総務課 建設部道路総務課長
土地の一部を道路として無償使
用することの承諾書の受付 土地所有者氏名、対象地住所

土地無償使用承諾書を提出し
た者

本人（代理人服務）から窓口受
付、郵送で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市建設部道路総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎１５階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し
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道総10 境界是正受付簿 市長 建設部道路総務課 建設部道路総務課長
民地へ越境している道路構造物
の移設等の相談の受付簿 依頼者氏名、電話番号、対象地住所 道路構造物越境の相談者 本人（代理人）から窓口で受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市建設部道路総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎１５階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

道総11 道路総務課連絡網 市長 建設部道路総務課 建設部道路総務課長
緊急時における迅速な現場対応
を図るため 氏名、住所、電話番号 道路総務課職員 職員名簿及び本人の届出 １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市建設部道路総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎１９階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

道総12 要望書受付台帳（管理） 市長 建設部道路総務課 建設部道路総務課長
管理担当に関する要望に対して
受付・報告・回答などを行う

氏名、住所、電話番号、印影、意見・要望
の内容 要望者及び要望の関係者 要望書及び聞取り等 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市建設部道路総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２０階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

道総13 要望書受付台帳（境界） 市長 建設部道路総務課 建設部道路総務課長
境界担当に関する要望に対して
受付・報告・回答などを行う

氏名、住所、電話番号、印影、意見・要望
の内容 要望者及び要望の関係者 要望書及び聞取り等 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市建設部道路総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２０階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

道総14 要望書受付台帳（交通環境） 市長 建設部道路総務課 建設部道路総務課長
交通担当に関する要望に対して
受付・報告・回答などを行う

氏名、住所、電話番号、印影、意見・要望
の内容 要望者及び要望の関係者 要望書及び聞取り等 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市建設部道路総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２０階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

道総15 物損事故処理台帳 市長 建設部道路総務課 道路総務課長
越谷市が維持管理を行う道路付
属物に対する物損事故の進捗管
理等を行うため

1住所、２氏名、３電話番号 事故の原因者本人
越谷警察、及び原因者本人から事
故発生の報告を受けた際に収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

道建2 道路補修受付簿 市長 建設部道路建設課 建設部道路建設課長
道路補修受付業務の整備実施状
況管理のため 1住所、２氏名、３電話番号、 要望者

本人からの電話・聞き取りによっ
て収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

道建12 開発事前受付簿 市長 建設部道路建設課 建設部道路建設課長
越谷市まちの整備に関する条例
の要請事項の管理のため 1住所、２氏名、３連絡先 開発者、代理人

開発指導課からの事前協議書の提
出 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

下経１ 公営企業会計システム 市長 建設部下水道経営課 建設部下水道経営課長

財務会計システムの債権者登録
状況を公営企業会計システムに
登録し、自動的に出納取扱金融
機関より債権者の口座に振り込
むため

1氏名、2住所、3電話番号、4住所歴、5口
座番号、6職業・職歴、7地位、8団体加入
状況

債権者
本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送等で受け付ける １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

下経２ 下水道使用料システム 市長 建設部下水道経営課 建設部下水道経営課長
越谷市下水道条例に基づき、下
水道使用料の賦課及び徴収に関
する事務を処理するため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6親族関係・続柄、7住所
歴、8印影、9収入状況、10資産状況、11
納税状況、12取引状況、13公的扶助の受
給の有無、14口座番号、15職業・職歴、
16家庭状況、17減免内容、18使用料等

公共下水道使用者等 本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送等で受け付ける

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

下経３ 受益者負担金システム 市長 建設部下水道経営課 建設部下水道経営課長

越谷都市計画下水道事業受益者
負担金条例に基づき、受益者負
担金に関する事務を処理するた
め

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6住所歴、7印影、8収入
状況、9資産状況、10納税状況、11取引状
況、12公的扶助の受給の有無、13口座番
号、14所在地、15面積、16地目、17職
業・職歴、18負担金の額等

受益者等 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

下経５ 公共下水道未接続指導リスト 市長 建設部下水道経営課 建設部下水道経営課長
生活環境の向上と水質改善を図
るため、下水道未接続者に対し
早期の接続を指導するため

1氏名、2住所、3電話番号、4便所の状況
（浄化槽、汲取り）、5家庭状況、6居住
状況

公共下水道未接続者 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

下経６ 下水道台帳 市長 建設部下水道経営課 建設部下水道経営課長
下水道使用料システムへの入力
補助のため

1氏名、2住所、3電話番号、4口座番号、5
水道番号、6下水道番号、7使用者番号、8
使用水の種類、9排除汚水量、10使用料等

公共下水道使用者等
本人、代理人から窓口、又は郵送
等によって収集している １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

下経７ 減免世帯リスト 市長 建設部下水道経営課 建設部下水道経営課長
下水道使用料の減免対象者への
通知発送等管理のため

1氏名、2住所、3水道番号、4下水道番
号、5減免開始時期

下水道使用料減免申請書を提
出した者

・本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送で受け付ける。 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

下事1 排水設備申請進捗管理台帳 市長 建設部下水道事業課 建設部下水道事業課
排水設備等計画確認申請事務に
おける処理状況管理のため

1設置場所、2水道番号、3下水道番号、4
氏名、5確認番号

排水設備等計画確認申請書を
提出した者

排水設備指定工事店を通じて、申
請者から窓口受付 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

下事2 下水道整理簿 市長 建設部下水道事業課 建設部下水道事業課

排水設備等計画確認申請の履歴
記録のため
浄化槽及び汲取り便槽から下水
道への転換状況を把握するため

1設置場所、2水道番号、3下水道番号、4
氏名、5確認番号

排水設備等計画確認申請書を
提出した者

排水設備指定工事店を通じて、申
請者から窓口受付

１０００人以上 含まない 含まない 環境経済部
資源循環推進課

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

下事3 区域外流入施設台帳 市長 建設部下水道事業課 建設部下水道事業課
下水道区域外からの汚水流入を
認めた施設の管理・指導のため 1設置場所、2氏名

区域外流入協議を行い、排水
設備等計画確認申請書を提出
した者

排水設備指定工事店を通じて、申
請者から窓口受付 １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

下事4 排水設備指定工事店登録台帳 市長 建設部下水道事業課 建設部下水道事業課 越谷市排水設備指定工事店の登
録状況管理のため

1代表者氏名、2排水設備工事責任技術者
の氏名

越谷市排水設備指定工事店の
登録（変更）申請書を提出し
た工事店の代表者及び排水設
備工事責任技術者

申請者（代理人含む）から窓口受
付

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

下事5
排水設備工事責任技術者登録台
帳 市長 建設部下水道事業課 建設部下水道事業課

排水設備工事責任技術者の登録
状況管理のため

1氏名、2生年月日、3住所、4電話番号、5
所属

排水設備工事責任技術者の登
録（変更）申請書を提出した
者

申請者（代理人含む）から窓口受
付 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

下事6 下水道情報管理システム 市長 建設部下水道事業課 建設部下水道事業課
下水道台帳の調製のほか、所管
施設の維持管理に利用するた
め。

1設置場所、2氏名、3確認番号

排水設備等計画確認申請書を
提出した者
下水道工事施工承認申請書を
提出した者

排水設備指定工事店を通じて、申
請者から窓口受付
申請者（代理人含む）から窓口受
付

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

下事7 特定施設台帳 市長 建設部下水道事業課 建設部下水道事業課 該当施設の管理・指導のため 1設置場所、2氏名
特定施設設置届出書を提出し
た者

届出者（代理人含む）から窓口受
付 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

下事8 除害施設台帳 市長 建設部下水道事業課 建設部下水道事業課 該当施設の管理・指導のため 1設置場所、2氏名
除害施設設置届出書を提出し
た者

届出者（代理人含む）から窓口受
付 １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

下事9 ディスポーザー施設台帳 市長 建設部下水道事業課 建設部下水道事業課 該当施設の管理・指導のため 1設置場所、2氏名
ディスポーザー設置届出書を
提出した者

届出者（代理人含む）から窓口受
付 １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

下事10
下水道工事施工承認台帳（本
管） 市長 建設部下水道事業課 建設部下水道事業課

下水道工事施工承認申請事務に
おける処理状況管理のため 1氏名、2住所、3設置場所

下水道工事施工承認申請書を
提出した者

申請者（代理人含む）から窓口受
付 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

下事11
下水道工事施工承認台帳（取出
し） 市長 建設部下水道事業課 建設部下水道事業課

下水道工事施工承認申請事務に
おける処理状況管理のため 1氏名、2住所、3設置場所

下水道工事施工承認申請書を
提出した者

申請者（代理人含む）から窓口受
付 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

下事12 特定個人情報等記録文書管理簿 市長 建設部下水道事業課 建設部下水道事業課
土地の貸借及び取得に係る税務
署提出支払調書作成のため 1氏名、2住所、3個人番号

土地の貸借契約、取得に係る
権利者 本人（代理人含む）から収集 １人〜９９人

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

下事13 要望台帳 市長 建設部下水道事業課 建設部下水道事業課 要望対応のため 1氏名、2住所、3電話番号 要望者及び要望に関係する者
本人から窓口受付又は電話による
聴取 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

下事14 開発行為受付台帳 市長 建設部下水道事業課 建設部下水道事業課
開発行為に係る下水道の事前協
議内容記録のため 1氏名、2開発場所

開発行為等計画届を提出した
者

開発指導課が届出者（代理人）か
ら窓口受付したものについて、情
報提供を受ける
事前協議は届出者（代理人）から
窓口受付

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

維2
補修・清掃等の依頼に関する事
務 市長 建設部維持管理課 建設部維持管理課長

補修・清掃等の依頼に対する受
付・回答等の管理のため

1住所、２氏名、３電話番号、4意見・要
望の内容

補修・清掃等の要望書を提出
した者

本人、自治会長等から電話、郵送
等によって収集している １０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

維4 公用車ドライブレコーダーの設
置及び管理運用に関する事務

市長 建設部維持管理課 建設部維持管理課長

交通事故発生時における事故責
任の明確化、職員の安全運転意
識等の向上、犯罪抑止の強化の
管理のため

映像・音声 車両通行箇所全ての背景 維持管理課所有車両運転時 １０００人以上 含まない 含まない 警察 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

都計1 開発審査会委員名簿 市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長 開発審査会委員の連絡先管理の
ため

1.氏名、2.住所、3.電話番号、4.生年月
日、5.勤務先、6.メールアドレス、7.債権
者登録番号

開発審査会委員になった者
（平成15年度以降）

本人から窓口又は郵送で受付 １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

都計2 まちの整備に関する審査会委員
名簿

市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長 まちの整備に関する審査会委員
の連絡先管理のため

1.氏名、2.住所、3.電話番号、4.生年月
日、5.勤務先、6.メールアドレス、7.債権
者登録番号

まちの整備に関する審査会委
員になった者（平成23年度以
降）

本人から窓口又は郵送で受付 １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

都計3
荻島地区（仮称）産業団地整備
事業 地権者リスト 市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長

荻島地区（仮称）産業団地整備
事業に係る交渉等を行うため

1氏名、2生年月日・年齢、3住所、4電話
番号、5親族関係・続柄、6住所歴、7資産
情報

荻島地区（仮称）産業団地整
備事業の予定区域及びその周
辺の地権者

法務局への登記事項証明書取得、
本人への聴取等 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

都計4
用途地域変更に係る権利者名簿
（浦和野田線） 市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長

用途地域変更に伴う影響調査の
ため 1氏名、2住所、3資産情報

浦和野田線周辺（北越谷・大
房）の権利者

法務局への登記事項証明書取得、
本人への聴取等 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

都計5 こしがや景観資源登録台帳 市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長
こしがや景観資源の応募者の管
理のため 1氏名、2住所、3電話番号、4メール

こしがや景観資源候補登録応
募者

応募者本人(代理人含む)から窓口
受付、郵送、メール、電子申請で
受け付ける

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

都計6 景観評価委員会委員名簿 市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長 景観評価委員会委員の連絡先管
理のため

1.氏名、2.住所、3.電話番号、4.生年月
日、5.勤務先、6.メールアドレス、7.債権
者登録番号

景観評価委員会委員になった
者（平成25年度以降）

本人から窓口又は郵送で受付 １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

都計7 越谷市公共事業再評価委員会委
員名簿

市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長 越谷市公共事業再評価委員会委
員の連絡先管理のため

1.氏名、2.住所、3.電話番号、4.生年月
日、5.勤務先、6.メールアドレス、7.債権
者登録番号

公共事業再評価委員会委員に
なった者（平成15年度以降）

本人から窓口又は郵送で受付 １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

都計8 地区計画台帳 市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長 地区計画の届出状況の管理のた
め

1氏名、2住所、3電話番号、4図面 地区計画届出書の届出者 本人(代理人含む)から窓口受付、
郵送、電子申請で受け付ける

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

都計9 景観事前協議台帳 市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長
景観法に基づく事前協議状況管
理のため 1氏名、2住所、3電話番号、4図面

景観法に基づく事前協議書の
届出者

本人(代理人含む)から窓口受付、
郵送、電子申請で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

都計10 景観届出台帳 市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長
景観条例に基づく届出状況の管
理のため 1氏名、2住所、3電話番号、4図面

景観条例に基づく届出書の届
出者

本人(代理人含む)から窓口受付、
郵送、電子申請で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

都計11 流通業務市街地の整備に関する
法律に基づく届出台帳

市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長
流通業務市街地の整備に関する
法律に基づく届出状況の管理の
ため

1氏名、2住所、3電話番号、4図面
流通業務市街地の整備に関す
る法律に基づく届出書の届出
者

本人(代理人含む)から窓口受付、
郵送、電子申請で受け付ける

１人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

都計12 公有地の拡大の推進に関する法
律に基づく届出等に関する事務

市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長
公有地の拡大の推進に関する法
律に基づく届出等に関する庶務
を処理する

1.氏名、2.住所、3.電話番号、4.印影、5.資
産状況、6.取引状況

公有地の拡大の推進に関する
法律に基づく届出（令和4年4
月1日〜令和5年3月31日）

本人(代理人含む)から窓口受付、
郵送、メール、電子申請で受け付
ける

１人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

都計13 越谷市地域公共交通協議会委員
名簿

市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長 越谷市地域公共交通協議会委員
の連絡先管理のため

1.氏名、2.生年月日・年齢、3.住所、4.電
話番号、5.職業・職歴、6.地位

越谷市地域公共交通協議会委
員になった者（平成27年度以
降）

本人から窓口又は郵送で受付 １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

都計14 越谷市建築審査会委員名簿 市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長 越谷市建築審査会委員の連絡先
管理のため

1.氏名、2.住所、3.電話番号、4.生年月
日、5.勤務先、6.メールアドレス、7.債権
者登録番号

越谷市建築審査会委員になっ
た者（昭和５９年度以降）

本人から窓口又は郵送で受付 １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

都計15 低未利用土地等確認書の交付台
帳

市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長 低未利用土地等確認書の交付状
況の管理のため

1.氏名、2.住所、3.電話番号、4.印影、5.資
産状況、6.取引状況、7.現地写真

低未利用土地等確認書の交付
事務（令和4年4月1日〜令和5
年3月31日）

本人(代理人含む)から窓口受付、
郵送、メール、電子申請で受け付
ける

１人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

都計16 行政財産の使用許可台帳 市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長
レイクタウン整備事業用地の使
用許可状況の管理のため

1.氏名、2.住所、3.電話番号、4.印影、5.口
座番号、6.使用目的等

行政財産の使用許可に関する
事務（令和5年4月1日〜令和6
年3月31日）

本人（代理人含む）から窓口、郵
送で受付 １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

都計17 都市計画審議会委員名簿 市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長 越谷市都市計画審議会委員の連
絡先管理のため

1.氏名、2.住所、3.電話番号、4.生年月
日、5.勤務先、6.メールアドレス、7.債権
者登録番号

都市計画審議会委員になった
者（平成24年度以降）

本人から窓口又は郵送で受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

都計18 簡易除却推進員名簿 市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長 越谷市簡易除却推進員の連絡先
管理のため

1.氏名、2.住所、3.電話番号、4.生年月日 簡易除却推進員になった者
（平成23年度以降）

本人から郵送で受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

都計19 国土法届出台帳 市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長 国土法の届出状況の管理のため 1.氏名、2.住所、3.電話番号
土地売買等届出書を提出した
者（平成24年度以降）

本人(代理人含む)から窓口受付、
郵送、電子申請で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

都計20 都市計画基礎調査等台帳 市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長 都市計画基礎調査等に関する事
務を処理するため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5電話番号、6本籍・国籍、7親族関
係・続柄、8住所歴、9資産状況

土地、建物に関する庁内関係課か
らから提供

１０００人以上 含まない 含まない 埼玉県 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

都計21 持続可能な公共交通に関するア
ンケート調査対象者リスト

市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長
持続可能な公共交通に関するア
ンケート調査の対象者管理のた
め

1.氏名、2.住所、3.性別、4.年齢

令和5年5月1日時点で市内に
住所を有した15歳以上の者の
うち、無作為に抽出された
3,000人

住民基本台帳から収集 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

都計22
公共交通運賃補助事業周知対象
者リスト 市長 都市整備部都市計画課 都市整備部都市計画課長

公共交通運賃補助事業について
対象者への周知事務を行うため 1.氏名、2.住所、3.郵便番号、4.生年月

市内在住の年度末年齢７５歳
以上の者（令和7年度以降） 住民基本台帳から収集 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市整１ 保留地調書 市長 都市整備部市街地整備課 市街地整備課長
保留地の処分により区画整理事
業の推進を図るため １住所、２氏名、３所在地、４面積

土地区画整理事業地内の保留
地の権利者 本人 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市整２
保留地台帳(区画整理支援シス
テム) 市長 都市整備部市街地整備課 市街地整備課長

保留地の処分により区画整理事
業の推進を図るため １住所、２氏名、３所在地、４面積

土地区画整理事業地内の保留
地の権利者 本人 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市整３
権利台帳(区画整理支援システ
ム) 市長 都市整備部市街地整備課 市街地整備課長

土地区画整理事業地域に係る権
利者の権利内容を把握し事業の
推進を図るため

１住所、２氏名、３所在地、４面積 土地区画整理地内の権利者
本人以外から収集（実施期間内、
国又は他の地方公共団体） １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市整７ 選挙人名簿 市長 都市整備部市街地整備課 市街地整備課長
西大袋土地区画整理審議会選挙
のため １氏名、２住所、３性別、４生年月日

西大袋土地区画整理事業地内
の権利者

本人以外から収集（実施期間内、
国又は他の地方公共団体） １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市整８ 清算金徴収管理簿 市長 都市整備部市街地整備課 市街地整備課長
土地区画整理事業の清算金の交
付及び徴収を行うため

１住所、２氏名、３電話番号、４清算金
額、５納付状況

清算金の交付及び徴収の対象
者

本人及び本人以外から収集（実施
期間内） １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市整９ 補償契約台帳 市長 都市整備部市街地整備課 市街地整備課長
西大袋土地区画整理地内の移転
補償契約を行った権利者の管理
を行い、事業の進捗を図るため

１住所、２氏名、３補償金額、４移転時
期、５契約書、６契約日、７移転時期、８
所在地

西大袋土地区画整理事業地内
の権利者 本人 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市整１０ 土地使用補償台帳 市長 都市整備部市街地整備課 市街地整備課長

西大袋土地区画整理事業地内の
土地使用に関する補償契約を
行った権利者の管理を行い、事
業の進捗を図るため

1住所、２氏名、３電話番号、４補償額、
５契約書、６契約日、７所在地、８口座番
号、９意見・要望の内容、１０各種相談、

西大袋土地区画整理事業地内
の権利者

本人及び資産税課 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

市整１１ 移転証明書台帳 市長 都市整備部市街地整備課 市街地整備課長

西大袋土地区画整理事業地内の
移転補償契約を行った権利者に
対しての移転証明書発行の管理
を行い、事業の進捗を図るため

1住所、２氏名、３契約日、４移転時期、
５所在地

西大袋土地区画整理事業地内
の権利者 本人 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市整１２ 水道元止・先行取出台帳 市長 都市整備部市街地整備課 市街地整備課長

西大袋土地区画整理事業地内の
移転補償契約を行った権利者に
対しての水道先行取出及び元止
めの管理を行い、事業の進捗を
図るため

1住所、２氏名、３所在地
西大袋土地区画整理事業地内
の権利者 本人 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市整１３ 不動産使用料等の支払調書デー
タ

市長 都市整備部市街地整備課 市街地整備課長

西大袋土地区画整理事業地内の
土地使用に関する補償契約を
行った権利者の法定調書作成を
行うため

1住所、２氏名、３補償額、４契約日、５
所在地

西大袋土地区画整理事業地内
の権利者

本人 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

市整１４ 不動産等の譲受けの対価の支払
調書データ

市長 都市整備部市街地整備課 市街地整備課長
西大袋土地区画整理事業地内の
移転補償契約を行った権利者の
法定調書作成を行うため

1住所、２氏名、３補償額、４契約日、５
所在地

西大袋土地区画整理事業地内
の権利者

本人 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公園1 生産緑地台帳 市長 都市整備部公園緑地課 都市整備部公園緑地課長
生産緑地指定・管理・解除・行
為許可・証明事務等の事務を行
うため

1氏名、２住所、３土地の表示 生産緑地の指定の申出者及び
通知者、申請者等

本人 １００人〜９９９人 含まない 含まない 行財政部資産税課 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公園4 公園用地の取得事務 市長 都市整備部公園緑地課 都市整備部公園緑地課長
公園予定地の土地所有者との用
地取得交渉及び取得に伴う登記
手続の事務を行うため

1住所、２氏名、３電話番号、4印影、5資
産状況、6口座番号、7婚姻、８親族関
係・続柄

土地所有者 本人、実施機関内（法務局） １００人〜９９９人
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない
行財政部公共施設マネジメント
推進課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公園5 補修依頼受付台帳 市長 都市整備部公園緑地課 都市整備部公園緑地課長
公園施設の設計・管理、緑化推
進、市民からの要望等に関する
事務を処理するため

1住所、２氏名、3電話番号、4意見・要望
の内容 5各種相談 要望・相談者、維持管理者等 本人 １０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公園6
行政財産･設置・占用･行為・減
免許可(台帳) 市長 都市整備部公園緑地課 都市整備部公園緑地課長

越谷市行政財産の使用料に関す
る条例に基づく占用物件の設
置・占用・行為許可を行うため

1住所、２氏名、3電話番号、4施設内容、
５使用料 占用許可申請者 本人 １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

公園7
都市公園･行政財産使用料受付
簿(番号取得) 市長 都市整備部公園緑地課 都市整備部公園緑地課長

越谷市都市公園条例、越谷市行
政財産の使用料に関する条例に
基づく受付を行うため

1住所、２氏名、3電話番号、4許可内容、
５使用料 占用許可申請者 本人 １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

開1
道路用地取得等受付台帳（Ｋー
システム） 市長 都市整備部開発指導課 都市整備部開発指導課長

越谷市まちの整備に関する条例
に基づく道路用地等取得事務の
管理

１住所、２氏名、３電話番号、４口座番
号、5協力金の交付額

越谷市まちの整備に関する条
例に基づく、道路用地帰属・
寄付申込書、工作物等調査申
請書を提出した者
委任払い申請書を提出した者

本人（代理人含む)から窓口、メー
ルでの受付 １０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

開4 電子書類検索システム 市長 都市整備部開発指導課 都市整備部開発指導課長
都市計画法、越谷市まちの整備
に関する条例、越谷市開発指導
要綱に係る申請書等の管理

1住所、２氏名、３電話番号、４印影、５
婚姻関係、６親族関係、７資格、８収入状
況、９職業・職歴

都市計画法、越谷市まちの整
備に関する条例、越谷市開発
指導要綱に係る申請書等を提
出した者、土地所有者、設計
者（代理人）

本人（代理人含む)から窓口、郵
送、電子申請、メールでの受付 １０００人以上 含まない 含まない

資産税課、農業振興課、道路建
設課、河川課、都市計画課 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

開5 開発行為等計画届台帳 市長 都市整備部開発指導課 都市整備部開発指導課長
越谷市まちの整備に関する条例
における開発行為等計画届の管
理

１住所、２氏名、３電話番号
越谷市まちの整備に関する条
例における開発者、土地所有
者、設計者（代理人）

本人（代理人含む)から窓口、電子
申請での受付 １０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

開6 事前協議台帳（兼）進捗状況表 市長 都市整備部開発指導課 都市整備部開発指導課長
越谷市まちの整備に関する条例
における開発行為等事前協議書
の管理

１住所、２氏名、３電話番号
越谷市まちの整備に関する条
例における開発者、土地所有
者、設計者（代理人）

本人（代理人含む)から窓口受付 １０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

開7 都市計画法台帳 市長 都市整備部開発指導課 都市整備部開発指導課長 都市計画法に係る申請等の管理
1住所、２氏名、３電話番号、４年齢、５
婚姻関係、６親族関係

都市計画法に係る申請書等を
提出したもの 本人（代理人含む)から窓口受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

開8
旧違反開発台帳（平成15年以
前） 市長 都市整備部開発指導課 都市整備部開発指導課長

都市計画法に違反する開発等の
管理 1住所、２氏名

都市計画法違反者（S50年〜
H15年） 関係機関等からの情報提供 １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

開9 違反開発台帳 市長 都市整備部開発指導課 都市整備部開発指導課長
都市計画法に違反する開発等の
管理 1住所、２氏名、３電話番号

都市計画法違反者（H15年〜
現在） 関係機関等からの情報提供 １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

開10 都市計画法に基づく既存権台帳 市長 都市整備部開発指導課 都市整備部開発指導課長
都市計画法に基づく既存権の管
理 １住所、２氏名

都市計画法に基づく既存権を
有する者 本人（代理人含む)から窓口受付 １０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

開12
都市計画法第２９条許可（県許
可S45〜49） 市長 都市整備部開発指導課 都市整備部開発指導課長

昭和４５年から昭和４９年の都
市計画法第２９条許可（埼玉
県）の管理

１住所、２氏名
都市計画法第２９条の許可を
受けた者（県許可S45〜49） 本人（代理人含む)から窓口受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

開13
都市計画法第４３条許可（県許
可S45〜49） 市長 都市整備部開発指導課 都市整備部開発指導課長

昭和４５年から昭和４９年の都
市計画法第４３条許可（埼玉
県）の管理

１住所、２氏名
都市計画法第４３条の許可を
受けた者（県許可S45〜49） 本人（代理人含む)から窓口受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

開14
都市計画法第２９条許可（市許
可S49〜56） 市長 都市整備部開発指導課 都市整備部開発指導課長

昭和４９年から昭和５６年の都
市計画法第２９条許可（越谷
市）の管理

１住所、２氏名
都市計画法第２９条の許可を
受けた者（市許可S49〜56） 本人（代理人含む)から窓口受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

開15
都市計画法第４３条許可（市許
可S49〜54） 市長 都市整備部開発指導課 都市整備部開発指導課長

昭和４９年から昭和５４年の都
市計画法第４３条許可（越谷
市）の管理

１住所、２氏名
都市計画法第４３条の許可を
受けた者（市許可S49〜54） 本人（代理人含む)から窓口受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

開16
都市計画法第２９条許可（市許
可S49〜57） 市長 都市整備部開発指導課 都市整備部開発指導課長

昭和４９年から昭和５７年の都
市計画法第２９条許可（越谷
市）の管理

１住所、２氏名
都市計画法第２９条の許可を
受けた者（市許可S49〜57） 本人（代理人含む)から窓口受付 １０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

開17
都市計画法第４３条許可（市許
可S49〜57） 市長 都市整備部開発指導課 都市整備部開発指導課長

昭和４９年から昭和５７年の都
市計画法第４３条許可（越谷
市）の管理

１住所、２氏名
都市計画法第４３条の許可を
受けた者（市許可S49〜57） 本人（代理人含む)から窓口受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

開18
都市計画法第２９条許可（市許
可S58〜） 市長 都市整備部開発指導課 都市整備部開発指導課長

昭和５８年から平成元年の都市
計画法第２９条許可（越谷市）
の管理

１住所、２氏名
都市計画法第２９条の許可を
受けた者（市許可S58〜H1） 本人（代理人含む)から窓口受付 １０００人以上 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

開19
都市計画法第４３条許可（市許
可S58〜） 市長 都市整備部開発指導課 都市整備部開発指導課長

昭和５８年から平成元年の都市
計画法第４３条許可（越谷市）
の管理

１住所、２氏名
都市計画法第４３条の許可を
受けた者（市許可S58〜H1） 本人（代理人含む)から窓口受付 １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

建1 市建築確認受付台帳 市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長
建築確認台帳記載証明書作成業
務、建築確認済証作成業務及び
建築確認情報の把握のため

1氏名
建築確認申請書を提出した者
（昭和29年〜現年）

本人（代理人含む）から窓口受付
で受け付ける。 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

建2 民間建築概要書台帳 市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長
建築確認台帳記載証明書作成業
務及び建築確認情報の把握のた
め

1氏名
建築確認申請書を提出した者
（平成12年〜現年）

国土交通大臣等の指定を受けた者
が建築確認済証の交付を行った際
の報告を郵送等にて受け付ける。

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

建3 長期優良住宅受付台帳 市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長
認定長期優良住宅の維持保全抽
出調査業務、通知書の作成及び
認定状況の把握のため

1氏名、2住所
長期優良住宅の認定申請書の
提出をした者
（平成21年〜現年）

本人（代理人含む）から窓口受付
で受け付ける。 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

建4 低炭素建築物受付台帳 市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長
低炭素建築物認定通知書作成業
務及び認定状況の把握のため 1氏名、2住所

低炭素建築物の認定申請書の
提出をした者
（平成24年〜現年）

本人（代理人含む）から窓口受付
で受け付ける。 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

建5 省エネ法届出台帳 市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長
省エネ法届出対象建築物の届出
状況の把握のため 1氏名、2住所

省エネ法の届出の提出をした
者
（平成22年〜令和6年）

本人（代理人含む）から窓口受付
で受け付ける。 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

建7 簡易耐震診断受付台帳 市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長
簡易耐震診断受診者への診断補
助金等啓発文送付及び受診者の
把握のため

1氏名、2住所
市が実施する無料簡易耐震診
断申込をした者
（平成16年〜現年）

本人（代理人含む）から窓口受付
で受け付ける。 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

建8 耐震診断補助申請受付台帳 市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長
耐震診断補助金交付資料作成及
び交付を受けた者の把握のため 1氏名、2住所

耐震診断補助金交付申請をし
た者（平成18年〜現年）

本人（代理人含む）から窓口受付
で受け付ける。 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

建9 耐震改修補助申請受付台帳 市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長
耐震改修補助金交付資料作成及
び交付を受けた者の把握のため 1氏名、2住所

耐震改修補助金交付申請をし
た者（平成18年〜現年）

本人（代理人含む）から窓口受付
で受け付ける。 １人〜９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

建10
定期報告に関する行政庁向けサ
ブシステム 市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長

定期報告対象建築物所有者の把
握のため 1氏名、2住所、3電話番号

定期報告対象建築物の所有者
又は管理者である者 建築確認等のデータから抽出 １０００人以上 含まない 含まない

一般財団法人 埼玉県建築安全
協会 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

建12 位置指定道路台帳 市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長
位置指定道路の指定状況の把握
のため 1氏名、2住所

位置指定道路申請を行い、市
が指定した道路の申請者（昭
和33年〜現年）

本人（代理人含む）から窓口受付
で受け付ける。 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

建13 応急危険度判定士名簿 市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長
市内の応急危険度判定士の把握
のため

1氏名、2住所、3電話番号、4生年月日、5
メールアドレス、6勤務先

埼玉県被災建築物応急危険度
判定士の者（平成8年〜現
年）

本人が講習会を受講し、登録す
る。 １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

建14 トスシステム 市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長
建築計画概要書及び道路位置指
定図の写しの発行業務のため 1氏名、2電話番号

建築確認申請を行った建築主
（昭和50年〜現年）

本人（代理人含む）から窓口受付
で受け付ける。または国土交通大
臣等の指定を受けた者が建築確認
済証の交付を行った際の報告を郵
送等にて受け付ける。

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

建16 市営住宅入居者台帳
（公営住宅管理システム）

市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長 市営住宅管理業務における入居
者の状況を把握するため

１住所、２氏名、３電話番号、４世帯員、
５保証人、６口座、７家賃、８駐車場、９
敷金、１０減免、１１緊急連絡先、１２収
納状況

市営住宅の入居者（退去者を
含む）

本人から収集 １００人〜９９９人 含まない 含む なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

建17 市営住宅入居者個人番号管理簿 市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長
資格審査に必要な情報連携を行
うため

１住所、２氏名、３電話番号、４世帯員、
５個人番号 市営住宅の入居者 本人から収集 １００人〜９９９人

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含む なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

建18
建設リサイクル法解体届出等台
帳 市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長

建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律（建設リサイク
ル法）第10条第1項の届出等の
管理のため

1届出者氏名、２住所、３工事個所、４工
事床面積、５施工業者名、６施工業者住
所、７担当者、８電話番号、９工期、１０
業務用フロン類の有無、１１石綿の有無、
１２資材発生見込み量

法第10条第1項の届出者 本人から収集 １０００人以上 含まない 含まない

埼玉県県土整備部建設管理課、
埼玉県越谷環境管理事務所、環
境経済部環境政策課、環境経済
部廃棄物指導課

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り 年度で管理。各年度５年保存。

建19 アスベスト管理台帳 市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長
吹付アスベストが使用されてい
る建築物を把握し、飛散防止等
対策を促進するため

１建物所在地、２建物名称、３建物所有
者、４所有者・管理者住所、５建築年、６
構造、７階数、８床面積、９用途、１０吹
付アスベストの有無、１１アスベストの種
類、１２飛散防止対策の有無

対象建築物の所有者 建築物の所有者・管理者から収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

建20
越谷市マンション管理組合等登
録届出台帳 市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長

越谷市におけるマンションの適
正な管理の促進に関する要綱第
3条の届出の管理のため

1届出者氏名、２住所、３電話番号、４マ
ンションの名称、５所在地、6建築年月、
7総住戸数、8地上階数、9、建物用途、10
管理業務、11受託管理業者、12管理者
等、13管理に関する事項

越谷市におけるマンションの
適正な管理の促進に関す要綱
第3条要綱第3条による届出者

本人から収集 １００人〜９９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

建21
越谷市マンション管理士派遣台
帳 市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長

越谷市マンション管理士派遣事
業実施要綱による事業の管理の
ため

1申請日、2管理組合等名、3住所、4氏
名、5電話番号、6マンション所在地、7戸
数、8階数、9床面積、10建築年度、11派
遣内容、12完了報告に関する事項、13支
払いに関する事項

越谷市マンション管理士派遣
事業を利用した者 本人から収集 １人〜９９人 含まない 含まない なし 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

建22 固定資産所有者情報台帳 市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長
空き家等の所有者等に関する情
報を利用し、適正管理等の助
言・指導等を行うため

1住所、２氏名
固定資産税課税台帳登録者
（平成29年〜）

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織から、
データで受け取る。

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

建23 特定空家等指導状況確認台帳 市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長
特定空家等所有者への指導状況
等を把握するため 1住所、２氏名

所有する空き家が特定空家等
に認定された者

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織から、郵
送等によって収集している。

１００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

建25 空家予防・活用台帳 市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長
空き家の売却や賃貸、活用等希
望者への対応状況や件数等を把
握するため

1住所、２氏名、３電話番号
空家等の予防や活用・流通に
ついて建築住宅課に相談した
者

本人から電話、郵送等によって収
集している １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

建31
埼玉県福祉のまちづくり条例届
出台帳 市長 都市整備部建築住宅課 都市整備部建築住宅課長

埼玉県福祉のまちづくり条例届
出対象建築物の届出状況の把握
のため

1氏名
埼玉県福祉のまちづくり条例
の届出の提出をした者
（平成13年〜現年）

本人（代理人含む）から窓口受付
で受け付ける。 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

会1 財務会計システム 市長 会計課 会計課長 収入支出事務のため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6婚姻、7親族関係・続
柄、8住所歴、9印影、10心身障害等、11
疾病・負傷等、12検査・診療等、13病
院・主治医、14収入状況、15資産状況、
16納税状況、17公的扶助の受給の有無、
18口座番号、19学業・学歴、20職業・職
歴、21資格、22地位、23団体加入状況、
24家庭状況、25居住状況、26賞罰、27意
見・要望の内容、28各種相談、29作文、

債権・債務者 本人、実施機関内、国又は他の地
方公共団体から収集している。

１０００人以上
含む

（特定個人情報ファ
イルである）

含まない

指定金融機関、収納代理金融機
関
越谷税務署、該当者の住民登録
市町村

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

会2 債権者登録申請書 市長 会計課 会計課長 収入支出事務のため
1氏名、2生年月日、3住所、4電話番号、5
住所歴、6印影、7口座番号、8団体名、9
職業、10地位

債権者登録申請者
本人からの提出により収集してい
る。 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

会3 マイナンバー報告書 市長 会計課 会計課長
源泉徴収票及び支払調書作成の
ため 1氏名、2生年月日、3住所、4個人番号

報酬・料金等の支払が生じた
者

本人からの提出により収集してい
る。 １０００人以上

含む
（特定個人情報ファ

イルである）
含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

病事経1 財務会計システム 市長 事務部経営企画課 事務部経営企画課長 収入支出事務のため
1氏名、2生年月日、3住所、4電話番号、
5FAX番号、6口座番号、7団体名、8地位 債権・債務者

本人、実施機関内、国又は他の地
方公共団体から収集している。 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

病事経2 債権者登録申請書 市長 事務部経営企画課 事務部経営企画課長 支出事務のため
1氏名、2生年月日、3住所、4電話番号、
5FAX番号、6印影、7口座番号、8団体名、
9地位

債権者登録申請者
本人からの提出により収集してい
る。 １０００人以上 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

マニュアル処理ファイル（法第60条第2項
第2号）

病事経3
越谷市立病院競争入札参加資格
審査申請受付簿 市長 事務部経営企画課 事務部経営企画課長 競争入札参加資格審査のため

1氏名、2生年月日、3住所、4地位、5収入
状況、6資産状況、7電話番号、8FAX番
号、9メールアドレス、10印影、11業種形
態、12営業種目、13取引状況、14本籍、
15住所歴、16心身障害等、17納税状況、
18資格、19性別、20所在地区分、21資格
の等級

越谷市立病院物品供給等競争
入札参加資格審査申請書を提
出した者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送、電子申請で受け付ける １００人〜９９９人 含まない 含まない 越谷市総務部総務課

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

病事経4 越谷市立病院競争入札参加資格
者名簿

市長 事務部経営企画課 事務部経営企画課長
競争入札実施の際における参加
者の資格確認や業者選定等のた
め

1氏名、2住所、3地位、4資産状況、5電話
番号、6FAX番号、7メールアドレス、8業
種形態、9営業種目、10所在地区分、11資
格の等級

越谷市立病院物品供給等競争
入札参加資格者として決定し
た者

本人（代理人含む）から窓口受
付、郵送、電子申請で受け付ける

１００人〜９９９人 含まない 含まない 事務部庶務課
事務部医事課

越谷市総務部総務課
〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目２番１号
越谷市役所第二庁舎２階

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

病事経5 照会に関する回答事務 市長 事務部経営企画課 事務部経営企画課長 病状照会

1氏名、2住所、3生年月日･年齢、4電話番
号、5本籍･国籍、6親族関係･続柄、7心身
障害等、8疾病等医療情報、9検査情報、
10手術情報、11病院･主治医、12その他医
療情報

外来及び入院患者
本人・家族からの聴取、提出され
た保険証等、診療 １０００人以上 含まない 含む 弁護士会、裁判所 事務部経営企画課

〒343-8577
埼玉県越谷市東越谷十丁目３２番地

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

病事経6 地域がん登録事業事務 市長 事務部経営企画課 事務部経営企画課長

がん患者に係る情報から、がん
の罹患率及び生存率の計測、が
ん対策の評価及び推進、がん医
療水準の向上、地域がん登録等
を行うため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住
所、5届出病院における患者ID、6死亡
等、7疾病・負傷等、8検査・診療等、9病
院・主治医

外来及び入院患者 診療録 １０００人以上 含まない 含む
国立研究開発法人
国立がん研究センター 事務部経営企画課

〒343-8577
埼玉県越谷市東越谷十丁目３２番地

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 無し

医事1 診療録 市長 事務部医事課 事務部医事課長

患者診療、検査、投薬、食事、
診療費の請求、診療報酬請求事
務、診療録の管理及び医療事務
全般のため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6メールアドレス、7本
籍・国籍、8婚姻、9親族関係・続柄、10
心身障害等、11疾病・負傷等、12検査情
報、13診療情報、14手術情報、15病院・
主治医、16画像情報、17健康診断・妊
娠、18家族の病歴等、19公的扶助の受給
の有無、20学業・学歴、21職業・職歴、
22成績・評価、23受給資格、24家庭・居
住状況、25趣味・嗜好、26思想・信条、
27宗教、28犯罪に関する事項、29その他
社会的差別の原因となる事項、30服薬指
導記録情報、31食事指示内容情報、32入

外来及び入院患者
本人・家族等からの聴取、提出さ
れた保険証・公的扶助の受給者証
等・診療

１０００人以上 含まない 含む

社会保険診療報酬支払基金、国
民健康保険団体連合会、保険会
社、警察、保険組合、その他医
療機関等

越谷市立病院医事課
〒343-8577
埼玉県越谷市東越谷十丁目32番地

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

R6.4.1組織改正に伴い経営企画課に個人情
報ファイルを移管
経営企画課とは異なる目的にてファイルを
使用するため、医事課個人情報ファイル簿
一覧に含めるものとする



★管理番号 ★個人情報ファイルの名称 ★①市の機関の名称
★②個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名称

★③個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる個人情報保護

管理者

★④個人情報ファイルの利用目
的 ★⑤記録項目 ★⑥記録範囲

★⑦記録情報の
収集方法

★⑧個人情報ファイル
に記録される本人の数

★⑨特定個人情報の
有無

★⑩要配慮個人情報の
有無

★⑪記録情報の
経常的提供先

★⑫開示請求等を受理す
る組織の名称

★⑬開示請求等を受理する組織の所在
地

★⑭個別法令による訂正及び利
用停止の手続等

★⑮個人情報ファイルの
種別 ★⑯備考

医事2 医事データシステムファイル 市長 事務部医事課 事務部医事課長
患者診療、診療費の請求及び収
納、診療報酬請求事務及び医療
事務全般のため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6メールアドレス、7本
籍・国籍、8婚姻、9親族関係・続柄、10
心身障害等、11疾病・負傷等、12検査情
報、13診療情報、14手術情報、15病院・
主治医、16画像情報、17健康診断・妊
娠、18公的扶助の受給の有無、19受給資
格、20家庭・居住状況、21犯罪に関する
事項、22その他社会的差別の原因となる
事項、23入退院情報、24請求情報、25予

外来及び入院患者
本人・家族等からの聴取、提出さ
れた保険証・公的扶助の受給者証
等・診療

１０００人以上 含まない 含む

社会保険診療報酬支払基金、国
民健康保険団体連合会、保険会
社、保険組合、その他医療機関
等

越谷市立病院医事課
〒343-8577
埼玉県越谷市東越谷十丁目32番地 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）

政令第21条第7項のファイル 無し

医事4
照会に対する回答事務ファイル
（受付台帳） 市長 事務部医事課 事務部医事課長 病状等の照会に回答するため 1氏名、2患者情報、3照会先 外来及び入院患者 診療録 １０００人以上 含まない 含まない

各都道府県・市町村、保険会
社、弁護士、警察、検察、裁判
所等

越谷市立病院医事課
〒343-8577
埼玉県越谷市東越谷十丁目32番地

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

医事6 診断書・諸証明書発行事務ファ
イル

市長 事務部医事課 事務部医事課長
診断書及び医療関係諸証明書に
関して受付から交付までを処理
するため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6親族関係・続柄、7心身
障害等、8疾病・負傷等、9検査・診療
等、10病院・主治医、11画像情報、12健
康診断・妊娠、13公的扶助の受給の有
無、14学業・学歴、15職業・職歴、16団
体加入状況、17受給資格、18その他社会
的差別の原因となる事項

外来及び入院患者
本人（代理人含む）からの受付、
診療録、医事データシステムファ
イル

１０００人以上 含まない 含む 保険会社、患者の職場・学校等 越谷市立病院医事課
〒343-8577
埼玉県越谷市東越谷十丁目32番地 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）

政令第21条第7項のファイル 有り

医事9
診療費等の滞納整理事務ファイ
ル 市長 事務部医事課 事務部医事課長 未収金の催促、徴収のため 1氏名、2患者情報、3滞納状況 外来及び入院患者

診療録、医事データシステムファ
イル １０００人以上 含まない 含まない 債権回収業務委託弁護士事務所 越谷市立病院医事課

〒343-8577
埼玉県越谷市東越谷十丁目32番地

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

医事14 診療情報の提供ファイル 市長 事務部医事課 事務部医事課長
転医先等及び患者の家族等に診
療情報を提供するため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9住所歴、10心身障害
等、11疾病・負傷等、12検査・診療等、
13体力、14病院・主治医、15写真、16健
康診断・妊娠、17公的扶助の受給の有
無、18学業・学歴、19職業・職歴、20成
績・評価、21受給資格、22家庭状況、23
居住状況、24趣味・嗜好、25思想・信
条、26宗教、27人種・民族、28犯罪に関
する事項、29その他社会的差別の原因と

外来及び入院患者 診療録 １０００人以上 含まない 含む 転医先、患者の家族等 越谷市立病院医事課
〒343-8577
埼玉県越谷市東越谷十丁目32番地

電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）
政令第21条第7項のファイル 有り

医事15 病診連携事務ファイル 市長 事務部医事課 事務部医事課長 医療機関からの予約申込みに関
する受付のため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6疾病・負傷等、7婚姻、
9住所歴、10心身障害等、11疾病・負傷
等、14病院・主治医、16健康診断・妊娠

外来診療予約申込み患者及び
CT・MRI検査予約申込み患者

他の医療機関からのＦＡＸ送信及
び予約システムからの申込み

１０００人以上 含まない 含む 越谷市立病院医事課
〒343-8577
埼玉県越谷市東越谷十丁目32番地 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）

政令第21条第7項のファイル 有り

医事16 医療相談の記録（ケース記録）
の作成ファイル

市長 事務部医事課 事務部医事課長 患者の相談に基づく調査及び援
助をするため

1氏名、2性別、3住所、4生年月日・年
齢、5電話番号、6本籍・国籍、7婚姻、8
親族関係・続柄、9心身障害等、10疾病・
負傷等、11検査・診療等、12体力、13病
院・主治医、14健康状態、15妊娠、16受
診歴・入院歴等、17家族の病歴等、18収
入状況、19資産状況、20納税状況、21公
的扶助の受給の有無、22加入保険、23医
療費支払状況、24学業・学歴、25職業・
職歴、26資格、27成績・評価、28賞罰、
29団体加入状況、30加入健康保険、31社
会福祉施設等への入所歴、32家庭状況、
33居住状況、34その他家庭状況に関する
情報、35意見・要望の内容、36各種相
談、37思想・信条、38宗教、39犯罪に関
する事項、40その他社会的差別の原因と

外来及び入院患者 患者及び患者家族、関係機関から
の聞き取り

１０００人以上 含まない 含まない 越谷市立病院医事課
〒343-8577
埼玉県越谷市東越谷十丁目32番地 電算処理ファイル（法第60条第2項第1号）

政令第21条第7項のファイル 有り


